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　　告　　示
◇�川崎市教育委員会委員の任命（第520
号）���������������������3795
◇�道路区域の変更（第521号）����������3795
◇�自転車等の撤去と保管（第522号）�������3795
◇�予防接種の業務を行う医師（第523号）�����3796
◇�指定障害福祉サービスの事業の廃止
（第524号）������������������3796
◇�指定障害児通所支援事業者の指定（第
525号）�������������������3796
◇�指定障害児相談支援事業者の指定（第
526号）�������������������3797
◇�指定障害福祉サービス事業者の指定
（第527号）������������������3797
◇�自転車等の撤去と保管（第528号）�������3797
◇�道路区域の変更（第529号）����������3798
◇�道路の供用開始（第530号）����������3798
◇�道路区域の変更（第531号）����������3798
◇�道路の供用開始（第532号）����������3798
◇�道路区域の変更（第533号）����������3799
◇�道路の供用開始（第534号）����������3799
◇�土壌汚染対策法に基づく形質変更時要
届出区域の指定（第535号）����������3799
◇�生活保護法等による指定介護機関の廃
止（第536号）����������������3801
◇�生活保護法等による指定介護機関の変
更（第537号）����������������3801
◇�道路区域の変更（第538号）����������3801
◇�道路区域の変更（第539号）����������3801
◇�道路区域の変更（第540号）����������3802
◇�道路区域の変更（第541号）����������3802
◇�道路の供用開始（第542号）����������3802
◇�道路区域の変更（第543号）����������3803
◇�道路の供用開始（第544号）����������3803
◇�土壌汚染対策法に基づく形質変更時要
届出区域の指定（第545号）����������3803
　　公　　告
◇�一般競争入札の執行（第1072号）��������3805
◇�一般競争入札の執行（第1073号）��������3808
◇�一般競争入札の執行（第1074号）��������3810

◇�一般競争入札の執行（第1075号）��������3810
◇�一般競争入札の執行（第1076号）��������3812
◇�一般競争入札の執行（第1077号）��������3814
◇�一般競争入札の執行（第1078号）��������3815
◇�一般競争入札の執行（第1079号）��������3817
◇�一般競争入札の執行（第1080号）��������3818
◇�一般競争入札の執行（第1081号）��������3820
◇�一般競争入札の執行（第1082号）��������3821
◇�一般競争入札の執行（第1083号）��������3823
◇�一般競争入札の執行（第1084号）��������3825
◇�一般競争入札の執行（第1085号）��������3827
◇�道路位置の廃止（第1086号）����������3829
◇�一般競争入札の執行（第1087号）��������3829
◇�一般競争入札の執行（第1088号）��������3830
◇�一般競争入札の執行（第1089号）��������3832
◇�一般競争入札の執行（第1090号）��������3834
◇�一般競争入札の執行（第1091号）��������3836
◇�一般競争入札の執行（第1092号）��������3838
◇�一般競争入札の執行（第1093号）��������3840
◇�道路位置の廃止（第1094号）����������3845
◇�道路位置の廃止（第1095号）����������3845
◇�開発行為に関する工事の完了（第1096
号）���������������������3846
◇�一般競争入札の執行（第1097号）��������3846
◇�環境影響評価に関する条例による事後
調査報告書の公告（第1098号）���������3846
◇�一般競争入札の執行（第1099号）��������3847
◇�公募型プロポーザルの実施（第1100号）
����������������������3849
◇�道路位置の指定（第1101号）����������3851
　　公告（調達）
◇�一般競争入札の公告（第283号）���������3851
◇�一般競争入札の公告（第284号）���������3854
◇�一般競争入札の公告（第285号）���������3856
◇�落札者等の公示（第286号）�����������3858
◇�落札者等の公示（第287号）�����������3858
◇�落札者等の公示（第288号）�����������3858
◇�落札者等の公示（第289号）�����������3859
◇�一般競争入札の公告（第290号）���������3859
◇�落札者等の公示（第291号）�����������3862
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　　税公告
◇�公売公告兼見積価額公告（第124号）������3862
◇�差押調書（謄本）の公示送達（第125号）
����������������������3862
◇�督促状の公示送達（第126号）���������3862
◇�差押調書（謄本）の公示送達（第127号）
����������������������3863
◇�差押調書（謄本）の公示送達（第128号）
����������������������3863
◇�差押解除通知書の公示送達（第129号）�����3863
◇�参加差押解除通知書の公示送達（第
130号）�������������������3863
◇�差押調書（謄本）の公示送達（第131号）
����������������������3863
　　上下水道局公告
◇�一般競争入札の執行（第80号）���������3863
◇�一般競争入札の執行（第81号）���������3864
◇�一般競争入札の執行（第82号）���������3867
◇�一般競争入札の執行（第83号）���������3868
◇�一般競争入札の執行（第84号）���������3869
　　上下水道局公告（調達）
◇�一般競争入札の公告（第30号）���������3880
　　病院局公告
◇�一般競争入札の執行（第43号）���������3880
◇�一般競争入札の執行（第44号）���������3882
　　病院局公告（調達）
◇�一般競争入札の公告（第14号）���������3883
◇�一般競争入札の公告（第15号）���������3885
　　消防局公告
◇�サイレンの吹鳴（第10号）�����������3888
◇�指定催しの指定（第11号）�����������3888
　　教育委員会告示
◇�川崎市教育委員会教育長職務代理者の
指名（第22号）����������������3888
◇�教育委員会定例会の招集（第23号）�������3888
◇�教育委員会定例会の議事の追加（第24
号）���������������������3888
　　監査公表
◇�川崎市職員措置請求に係る請求人に対
する通知について（第10号）����������3889
　　農業委員会告示
◇�川崎市農業委員会総会の招集（第10号）
����������������������3904
　　区公告
◇�住民票の職権消除（川崎区第144号）������3904
◇�国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達（川崎区第145号）�����������3905
◇�国民健康保険給付費返還請求通知書兼

納入通知書の公示送達（川崎区第146
号）���������������������3905

◇�国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達（川崎区第147号）�����������3905
◇�介護保険料に係る納入通知書の公示送
達（川崎区第148号）�������������3905
◇�国民健康保険料に係る還付通知書の公
示送達（川崎区第149号）�����������3905
◇�介護保険料に係る還付通知書の公示送
達（川崎区第150号）�������������3905
◇�国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達（川崎区第151号）�����������3905
◇�介護保険料に係る還付通知書の公示送
達（幸区第54号）���������������3906
◇�介護保険料に係る納入通知書の公示送
達（幸区第55号）���������������3906
◇�国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達（幸区第56号）�������������3906
◇�住民票の職権消除（幸区第57号）��������3906
◇�印鑑登録の抹消（幸区第58号）���������3906
◇�後期高齢者医療保険料に係る納入通知
書の公示送達（幸区第59号）����������3907
◇�後期高齢者医療保険料に係る過誤納金
還付（充当）通知書の公示送達（幸区
第60号）�������������������3907
◇�国民健康保険料に係る還付通知書の公
示送達（中原区第54号）������������3907
◇�国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達（中原区第55号）������������3907
◇�介護保険料に係る過誤納金還付通知書
の公示送達（高津区第68号）����������3907
◇�介護保険料に係る納入通知書の公示送
達（高津区第69号）��������������3907
◇�国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達（高津区第70号）������������3908
◇�国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達（多摩区第45号）������������3908
◇�後期高齢者医療保険料に係る納入通知
書の公示送達（多摩区第46号）���������3908
◇�国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達（麻生区第46号）������������3908
◇�国民健康保険給付費返還請求通知書兼
納入通知書の公示送達（麻生区第47号）
����������������������3908
　　区選挙管理委員会告示
◇�参議院神奈川県選出議員選挙及び参議
院比例代表選出議員選挙における投票
管理者の職務を代理すべき者の変更
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（川崎区第16号）���������������3908
◇�選挙管理委員会の委員長及び委員長職
務代理者の異動（川崎区第17号）��������3909
◇�選挙管理委員会の委員長及び委員長職
務代理者の異動（幸区第16号）���������3909
◇�選挙管理委員会の委員長及び委員長職
務代理者の異動（中原区第19号）��������3909
◇�選挙管理委員会の委員長及び委員長職
務代理者の異動（高津区第16号）��������3909
◇�選挙管理委員会の委員長及び委員長職
務代理者の異動（宮前区第17号）��������3909
◇�選挙管理委員会の委員長及び委員長職
務代理者の異動（多摩区第16号）��������3909
◇�選挙管理委員会の委員長及び委員長職
務代理者の異動（麻生区第16号）��������3910
　　辞　　令
◇�10月１日付け����������������3911
　　正　　誤
◇�第1,852号� �����������������3912

告 示

川崎市告示第520号
　市議会の同意を得て令和４年10月１日に次の者を川崎
市教育委員会委員に任命しました。
　　令和４年10月３日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
芳　川　玲　子
川崎市麻生区在住
　　　───────────────────
川崎市告示第521号
　　　道路の区域の変更に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
に基づき、道路の区域を次のように変更します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月３日から令和４年10月18日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月３日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　市　道

旧・新
別

路線名 区　　　　　　間
敷地の
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

備考

旧 尻手黒川線
（Ⅶ）

川崎市麻生区片平
２丁目4090番先 18.01

～
23.51

15.09
川崎市麻生区片平
２丁目4090番先

新 尻手黒川線
（Ⅶ）

川崎市麻生区片平
２丁目4090番先 19.05

～
25.89

15.09
川崎市麻生区片平
２丁目464番５先

　　　───────────────────
川崎市告示第522号
　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川
崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、
第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基
づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条
第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）
の規定に基づき告示します。
　　令和４年10月４日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１�　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場
所の名称及び位置
　　別紙のとおり
２　保管期間
　　当該告示をした日から起算して１箇月間
３　引取りの方法



（第1,853号）令和４年（2022年）10月25日 川 崎 市 公 報

－ 3796 －

　⑴　引取りの場所
　　　別紙表記載の保管場所
　⑵　引取りのできる日時
　　�　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま
で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時
まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する
休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶　引取りに要する費用
　　　自転車� 2,500円
　　　原動機付自転車� 5,000円
　　　自動二輪車� 10,000円
　⑷　持参するもの
　　　自転車等の鍵
　　　印鑑
　　　住所等身分を証明するもの
４　その他
　�　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を
経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない
ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処
理をします。

（別紙省略）
　　　───────────────────

川崎市告示第523号
　川崎市長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条、
第６条の規定により行う令和４年度インフルエンザ予防
接種については、次表に掲げる医師が同表に掲げる場所
等で当該業務を行うので、予防接種法施行令（昭和23年
政令第197号）第４条第１項の規定に基づき告示します。
　　令和４年10月５日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

医師名
予防接種を行う主たる場所

病院・医院名 所在地
佐藤　成 新城テラスクリニック 中原区新城１‒４‒３
　　　───────────────────
川崎市告示第524号
　　　指定障害福祉サービスの事業の廃止について
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定
により、指定障害福祉サービスの事業の廃止の届出があ
りましたので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり
告示します。
　　令和４年10月７日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 廃止の年月日 事業所番号
特定非営利活動法人
おんりぃわん おんりぃわん 川崎市多摩区南生田５

－４－16 同行援護 令和４年８月31日 1415400694

株式会社青空 株式会社青空 川崎市中原区市ノ坪223
－205 居宅介護 令和４年８月31日 1415200169

株式会社青空 株式会社青空 川崎市中原区市ノ坪223
－205 同行援護 令和４年８月31日 1415200169

株式会社ひまわり 株式会社ひまわり 川崎市中原区新城３丁目
10番５号 居宅介護 令和４年８月31日 1415200995

有限会社たいよう 有限会社たいよう 川崎市川崎区渡田２－20
－16 重度訪問介護 令和４年８月31日 1415000312

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第525号
　　　指定障害児通所支援事業者の指定について
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の15
第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定

を行いましたので、同法第21条の５の25第１項の規定に
基づき別表のとおり告示します。
　　令和４年10月７日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 廃止の年月日 事業所番号

株式会社ミルク きっずあいらんど
川崎台町教室

川崎市川崎区台町３－17
ハルナパレス１階 児童発達支援 令和４年10月１日 1455000701

株式会社ミルク きっずあいらんど
川崎台町教室

川崎市川崎区台町３－17
ハルナパレス１階

放課後等デイ
サービス 令和４年10月１日 1455000701

こどもをキラキラさせ
たい株式会社

児童多機能型支援
ＮＥＳＴ

川崎市高津区久地一丁目
19番８号
ガーデンパレス華２Ｆ

児童発達支援 令和４年10月１日 1455300580

こどもをキラキラさせ
たい株式会社

児童多機能型支援
ＮＥＳＴ

川崎市高津区久地一丁目
19番８号
ガーデンパレス華２Ｆ

放課後等デイ
サービス 令和４年10月１日 1455300580
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Azure�Partners合同会
社

AtoZ�Academy
児童発達支援

川崎市多摩区西生田４
－３－29
マイタウン西生田105

児童発達支援 令和４年10月１日 1455400562

Azure�Partners合同会
社

AtoZ�Academy
放課後等デイサービス

川崎市多摩区西生田４
－３－29
マイタウン西生田105

放課後等デイ
サービス 令和４年10月１日 1455400562

社会福祉法人青い鳥
川崎市子ども発達・相
談センター
アエルたま

川崎市多摩区西生田二丁
目１番の20 児童発達支援 令和４年10月１日 1455400554

社会福祉法人青い鳥
川崎市子ども発達・相
談センター
アエルみやまえ

川崎市宮前区馬絹六丁目
６番の９
フューモビル１Ｆ

児童発達支援 令和４年10月１日 1455500460

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第526号
　　　指定障害児相談支援事業者の指定について
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の28第１
項の規定により、指定障害児相談支援事業者の指定を行

いましたので、同法第24条の37第１項の規定に基づき別
表のとおり告示します。
　　令和４年10月７日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 廃止の年月日 事業所番号

合同会社ちむ 障害児相談支援事業所
ちむ

川崎市多摩区栗谷１－６
－３
グリーンハイムＫ１
201

障害児相談支援 令和４年10月１日 1475400535

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第527号
　　　指定障害福祉サービス事業者の指定について
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定
により、指定障害福祉サービス事業者の指定を行いまし

たので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり告示し
ます。
　　令和４年10月７日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 廃止の年月日 事業所番号
エーファクトリー株式
会社

就労移行支援事業所ベ
クトル

川崎市川崎区駅前本町23
－２　１Ｆ２Ｆ 就労移行支援 令和４年10月１日 1415001674

株式会社マルク マルクカレッジ川崎
川崎市川崎区宮前町８－
11
第５平沼ビル　１階

自立訓練（生活
訓練） 令和４年10月１日 1415001682

株式会社ブルービー Job�Support�Bluebee
武蔵中原

川崎市中原区上小田中５
丁目４－14

自立訓練（生活
訓練） 令和４年10月１日 1415201282

株式会社ブルービー Job�Support�Bluebee
武蔵中原

川崎市中原区上小田中５
丁目４－14

就労継続支援B
型 令和４年10月１日 1415201282

株式会社プロセルワー
クス

プロセルワークス溝の
口

川崎市高津区溝口１丁目
19－11
グランデール溝の口405
号室

就労継続支援A
型 令和４年10月１日 1415301272

一般社団法人ウイング
ワークス ウイング千代ヶ丘 川崎市麻生区千代ケ丘八

丁目５番２号 生活介護 令和４年10月１日 1415600954

特定非営利活動法人楽 グループホーム
ひつじ雲 川崎市幸区柳町50番地10 共同生活援助 令和４年10月１日 1425100821

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第528号
　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川
崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、
第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基
づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）
の規定に基づき告示します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１�　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場
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所の名称及び位置
　　別紙のとおり
２　保管期間
　　当該告示をした日から起算して１箇月間
３　引取りの方法
　⑴　引取りの場所
　　　別紙表記載の保管場所
　⑵　引取りのできる日時
　　�　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま
で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時
まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する
休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶　引取りに要する費用
　　　自転車� 2,500円
　　　原動機付自転車� 5,000円
　　　自動二輪車� 10,000円
　⑷　持参するもの
　　　自転車等の鍵
　　　印鑑
　　　住所等身分を証明するもの
４　その他
　�　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を
経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない
ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処
理をします。

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市告示第529号
　　　道路の区域の変更に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
に基づき、道路の区域を次のように変更します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月11日から令和４年10月25日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　市　道

旧・新
別

路線名 区　　　　　　間
敷地の
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

備考

旧 神木本町
第117号線

川崎市宮前区神木
本町１丁目778番
１先 2.73

～
3.20

8.80
川崎市宮前区神木
本町１丁目777番
４先

新 神木本町
第117号線

川崎市宮前区神木
本町１丁目778番
３先 3.36

～
3.60

8.80
川崎市宮前区神木
本町１丁目777番
５先

　　　───────────────────
川崎市告示第530号
　　　道路供用開始に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
に基づき、次の道路の供用を令和４年10月11日から開始
します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月11日から令和４年10月25日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　市　道
路　線　名 供　用　開　始　の　区　間 備考

神木本町
第117号線

川崎市宮前区神木本町１丁目778番３先
川崎市宮前区神木本町１丁目777番５先

　　　───────────────────
川崎市告示第531号
　　　道路の区域の変更に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
に基づき、道路の区域を次のように変更します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月11日から令和４年10月25日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　市　道

旧・新
別

路線名 区　　　　　　間
敷地の
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

備考

旧 片平
第223号線

川崎市麻生区片平
４丁目2145番６先

1.21 23.26
川崎市麻生区片平
４丁目2146番２先

新 片平
第223号線

川崎市麻生区片平
４丁目2145番１先

4.80 25.06
隅切り
部を含
む川崎市麻生区片平

４丁目2146番10先
　　　───────────────────
川崎市告示第532号
　　　道路供用開始に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
に基づき、次の道路の供用を令和４年10月11日から開始
します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月11日から令和４年10月25日まで一般の
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縦覧に供します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　市　道
路　線　名 供　用　開　始　の　区　間 備考

片平
第223号線

川崎市麻生区片平４丁目2145番１先
川崎市麻生区片平４丁目2146番10先

　　　───────────────────
川崎市告示第533号
　　　道路の区域の変更に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
に基づき、道路の区域を次のように変更します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月11日から令和４年10月25日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　市　道

旧・新
別

路線名 区　　　　　　間
敷地の
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

備考

旧 馬絹
第11号線

川崎市宮前区馬絹
６丁目957番６先 5.47

～
5.80

37.10
川崎市宮前区馬絹
６丁目957番６先

新 馬絹
第11号線

川崎市宮前区馬絹
６丁目957番４先

6.00 37.10
川崎市宮前区馬絹
６丁目957番１先

旧 馬絹
第12号線

川崎市宮前区馬絹
６丁目957番６先

5.45 28.72
川崎市宮前区馬絹
６丁目957番６先

新 馬絹
第12号線

川崎市宮前区馬絹
６丁目957番４先

6.00 28.72
川崎市宮前区馬絹
６丁目957番４先

　　　───────────────────
川崎市告示第534号
　　　道路供用開始に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
に基づき、次の道路の供用を令和４年10月11日から開始
します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月11日から令和４年10月25日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　市　道
路　線　名 供　用　開　始　の　区　間 備考

馬絹
第11号線

川崎市宮前区馬絹６丁目957番４先
川崎市宮前区馬絹６丁目957番１先

馬絹
第12号線

川崎市宮前区馬絹６丁目957番４先
川崎市宮前区馬絹６丁目957番４先

　　　───────────────────
川崎市告示第535号
　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出
　　　区域の指定について
　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項
の規定に基づき、次の土地の区域を　特定有害物質に
よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしよう
とするときの届出をしなければならない区域として指定
しますので、同条第３項の規定に基づき告示します。
　　令和４年10月12日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　形質変更時要届出区域の所在地
　�　川崎市川崎区小島町４番39、40の各一部（別図のと
おり）
２�　土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種
類
　　ふっ素及びその化合物
３�　土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種
類
　　鉛及びその化合物
４�　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）
第58条第５項第10号から第13号　までの該当の有無
　�　土壌汚染対策法施行規則第58条第５項第12号に該当
する
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川崎市告示第536号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第５
項において準用する同法
第50条の２の規定により指定介護機関の廃止及び中国残
留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残
留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平
成６年法律第30号）第14条第４項において生活保護法の
規定の例によるとされている介護支援給付の指定介護機
関の廃止を行いましたので、同法第55条の３第２号の規
定に基づき別表のとおり告示します。（別表省略）
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　───────────────────
川崎市告示第537号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第５
項において準用する同法第50条の２の規定により指定介
護機関の変更及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並
びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立
の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４
項において生活保護法の規定の例によるとされている介
護支援給付の指定介護機関の変更を行いましたので、同
法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し
ます。（別表省略）
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　───────────────────
川崎市告示第538号
　　　道路の区域の変更に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
に基づき、道路の区域を次のように変更します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月13日から令和４年10月27日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　一般国道

旧・新
別

路線名 区　　　　　　間
敷地の
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

備考

旧 409号

川崎市高津区北見方
２丁目321番５先

20.00 10.24 隅切り部
川崎市高津区北見方
２丁目294番４先

新 409号

川崎市高津区北見方
２丁目321番５先

20.00 10.24 隅切り部
川崎市高津区北見方
２丁目294番４先

旧 409号

川崎市高津区北見方
１丁目294番３先

20.00 12.87
川崎市高津区北見方
１丁目294番３先

新 409号

川崎市高津区北見方
１丁目293番６先 20.00

～
23.73

12.87
川崎市高津区北見方
１丁目293番６先

旧 409号

川崎市高津区北見方
１丁目280番１先 22.18

～
22.29

11.99 隅切り部
川崎市高津区北見方
１丁目280番１先

新 409号

川崎市高津区北見方
１丁目280番１先 22.18

～
22.29

11.99 隅切り部
川崎市高津区北見方
１丁目280番１先

旧 409号

川崎市高津区北見方
１丁目188番２先 21.59

～
21.69

13.86 隅切り部
川崎市高津区北見方
１丁目233番８先

新 409号

川崎市高津区北見方
１丁目188番２先 21.59

～
21.69

13.86 隅切り部
川崎市高津区北見方
１丁目233番８先

旧 409号

川崎市高津区北見方
２丁目234番３先 20.60

～
20.63

10.00 隅切り部
川崎市高津区北見方
２丁目234番３先

新 409号

川崎市高津区北見方
２丁目234番３先 20.60

～
20.63

10.00 隅切り部
川崎市高津区北見方
２丁目234番３先

　　　───────────────────
川崎市告示第539号
　　　道路の区域の変更に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
に基づき、道路の区域を次のように変更します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月13日から令和４年10月27日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　県　道

旧・新
別

路線名 区　　　　　　間
敷地の
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

備考

旧 川崎府中

川崎市高津区北
見方２丁目294番
４先

20.00 10.24 隅切り部
川崎市高津区北
見方２丁目321番
５先
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新 川崎府中

川崎市高津区北
見方２丁目294番
４先

20.00 10.24 隅切り部
川崎市高津区北
見方２丁目321番
５先

旧 川崎府中

川崎市高津区北
見方１丁目294番
３先

20.00 12.87
川崎市高津区北
見方１丁目294番
３先

新 川崎府中

川崎市高津区北
見方１丁目293番
６先 20.00

～
23.73

12.87
川崎市高津区北
見方１丁目293番
６先

旧 川崎府中

川崎市高津区北
見方１丁目280番
１先 22.18

～
22.29

11.99 隅切り部
川崎市高津区北
見方１丁目280番
１先

新 川崎府中

川崎市高津区北
見方１丁目280番
１先 22.18

～
22.29

11.99 隅切り部
川崎市高津区北
見方１丁目280番
１先

旧 川崎府中

川崎市高津区北
見方１丁目233番
８先 21.59

～
21.69

13.86 隅切り部
川崎市高津区北
見方１丁目188番
２先

新 川崎府中

川崎市高津区北
見方１丁目233番
８先 21.59

～
21.69

13.86 隅切り部
川崎市高津区北
見方１丁目188番
２先

旧 川崎府中

川崎市高津区北
見方２丁目234番
３先 20.60

～
20.63

10.00 隅切り部
川崎市高津区北
見方２丁目234番
３先

新 川崎府中

川崎市高津区北
見方２丁目234番
３先 20.60

～
20.63

10.00 隅切り部
川崎市高津区北
見方２丁目234番
３先

　　　───────────────────
川崎市告示第540号
　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
に基づき、道路の区域を次のように変更します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月13日から令和４年10月27日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　市　道

旧・新
別

路線名 区　　　　　　間
敷地の
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

備考

旧 北見方
第30号線

川崎市高津区北
見方１丁目233番
９先

5.00 40.84
川崎市高津区北
見方１丁目188番
１先

新 北見方
第30号線

川崎市高津区北
見方１丁目233番
９先 5.10

～
8.66

40.84
川崎市高津区北
見方１丁目188番
１先

　　　───────────────────
川崎市告示第541号
　　　道路の区域の変更に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
に基づき、道路の区域を次のように変更します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月13日から令和４年10月27日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　市　道

旧・新
別

路線名 区　　　　　　間
敷地の
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

備考

旧 古沢
第84号線

川崎市麻生区古
沢174番14先 2.60

～
4.00

68.43
川崎市麻生区古
沢174番14先

新 古沢
第84号線

川崎市麻生区古
沢174番７先 6.30

～
6.67

68.43
川崎市麻生区古
沢174番15先

　　　───────────────────
川崎市告示第542号
　　　道路供用開始に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
に基づき、次の道路の供用を令和４年10月13日から開始
します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
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て、令和４年10月13日から令和４年10月27日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　市　道
路　線　名 供　用　開　始　の　区　間 備考

古沢
第84号線

川崎市麻生区古沢174番７先
川崎市麻生区古沢174番15先

　　　───────────────────
川崎市告示第543号
　　　道路の区域の変更に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
に基づき、道路の区域を次のように変更します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月13日から令和４年10月27日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　市　道

旧・新
別

路線名 区　　　　　　間
敷地の
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

備考

旧 野川
第352号線

川崎市宮前区南
野川２丁目2636
番47先

3.73 33.63
川崎市宮前区南
野川２丁目2636
番47先

新 野川
第352号線

川崎市宮前区南
野川２丁目2636
番48先 4.32

～
4.42

33.63
川崎市宮前区南
野川２丁目2636
番48先

　　　───────────────────
川崎市告示第544号
　　　道路供用開始に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
に基づき、次の道路の供用を令和４年10月13日から開始
します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月13日から令和４年10月27日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　市　道
路　線　名 供　用　開　始　の　区　間 備考

野川
第352号線

川崎市宮前区南野川２丁目2636番48先
川崎市宮前区南野川２丁目2636番48先

　　　───────────────────
川崎市告示第545号

　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出
　　　区域の指定について
　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項
の規定に基づき、次の土地の区域を　特定有害物質に
よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしよう
とするときの届出をしなければならない区域として指定
しますので、同条第３項の規定に基づき告示します。
　　令和４年10月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　形質変更時要届出区域の所在地
　�　川崎市川崎区夜光１丁目３番１号の一部（別図のと
おり）
２�　土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種
類
　�　鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及
びその化合物
３�　土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種
類
　　該当なし
４�　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）
第58条第５項第10号から第13号　までの該当の有無
　�　土壌汚染対策法施行規則第58条第５項第12号に該当
する
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公 告

川崎市公告第1072号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月５日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 （仮称）多摩区保育・子育て総合支援センター新築工事

履行場所 川崎市多摩区生田２丁目14番５号

履行期間 契約の日から令和６年10月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」で
登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
⑼　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年11月14日　17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

⑴　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。
⑵�　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及び
「入札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。詳細
は、評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び
価格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載
等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御
覧ください。
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そ の 他

⑶�　本工事は、川崎市契約条例第５条に基づき、契約の締結に当たり、市議会の議決を要しますので、
市議会（令和５年３月頃）で議決を得たときに契約を締結します。
⑷�　本工事の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特定工事請負
契約に該当します。特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定め
ます。
⑸　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 浮島処理センター電気室等エアハンドリングユニット改修工事

履行場所 川崎市川崎区浮島町509番地１

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「空気調和設備」ラン
ク「Ｂ」で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年10月24日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 東田公園休憩所外壁塗装改修その他工事

履行場所 川崎市川崎区東田町３番地25

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
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参 加 資 格

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「塗装」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年11月２日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に
付する事項

件　　名 川崎競輪場バンク改修電気設備その他工事

履行場所 川崎市川崎区富士見２丁目１番６号

履行期間 契約の日から令和５年９月29日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。
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参 加 資 格

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年11月14日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）　

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1073号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月７日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　川崎市市税収納代行事務委託業務
　⑵　履行場所　　川崎市指定場所
　⑶　履行期間　　�契約締結日から令和８年３月31日ま

で
　⑷　業務概要　　�（契約締結日から令和５年１月３日

まで）
　　　　　　　　　�落札者が川崎市税新システムの稼働

に向けた試験を行う業務委託です。
　　　　　　　　　�（令和５年１月４日から令和８年３

月31日まで）
　　　　　　　　　�落札者は納税者が取扱店又はスマー

トフォン等を利用して納付した川崎
市市税をとりまとめ、川崎市への払
込を行うとともに収納情報を基に作
成するデータを速報、確報又は速報
取消として川崎市へ提供する業務委
託です。

　　　　　　　　　詳細は入札説明書によります。
２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種99「その他業務」、種目99「その他」に登載さ

れていること。
　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　３年以内に都道府県又は政令指定都市において公
金の収納代行事務（地方税、国民健康保険料（税））
を受託した実績があること。

　⑸�　川崎市市税条例施行規則（昭和25年川崎市規則第
28号）第２条の２各号に掲げる基準を満たすこと。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布及び提出場所
　　　〒210－0006
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル５階
　　　川崎市財政局税務部税制課　　担当：寺澤・中田
　　　電　話：044－200－2190（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3906
　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp
　⑵　配布及び提出期間
　　�　令和４年10月７日㈮から令和４年10月18日㈫まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か
ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶　提出物
　　ア　競争入札参加申込書
　　イ　上記２⑷を証明する契約書等の写し
　　ウ�　直近の事業年度の決算にかかる財務諸表（貸借

対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書）
　　エ�　ISMSの認証を証する書面など情報セキュリ

ティに関する規格を取得していることを証明する
書類の写し
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　　オ�　業務体制表（書式は任意のものとするが、収納
金の取扱い及び収納情報の取扱いについては明記
すること）

　　　�　上記イ、ウ、エ及びオの書類については提出者
において作成し、係る費用は提出者の負担としま
す。

　⑷　提出方法
　　　持参してください。
　⑸　仕様書
　　�　仕様書は上記３⑴の場所において、上記３⑵の期
間で縦覧に供します。なお、上記３⑵の期間での配
布は行いません。

　⑹　その他
　　�　提出した書類に関して説明を求められた場合には、
これに応じなければなりません。また、提出された
書類は返却しません。

４　競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競
争入札参加資格確認通知書を交付します。
　�　ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登載した際
に電子メールのアドレスを登録している場合は、電子
メールで配信します。
　　なお、入札説明会は開催しません。
　⑴　交付場所
　　　上記３⑴に同じ。
　⑵　交付日
　　　令和４年10月20日㈭
　⑶　その他
　　�　競争入札参加資格があると認めた者には、競争入
札参加資格確認通知書と併せて入札説明書及び仕様
書を上記３⑴の場所において無償で交付します。

　　�　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録
した際に電子メールアドレスを登録している場合は、
競争入札参加資格確認通知書と一括して電子メール
で配信します。

５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　〒210－0006
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル８階
　　　川崎市財政局収納対策部債権管理課
　　　担当：浅井
　　　電　話：044－200－2204（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3909
　　　E-mail：23saiken@city.kawasaki.jp
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年10月20日㈭から令和４年10月26日㈬午後
５時まで

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。また、
ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、質問書を送
信した旨を上記５⑴担当まで御連絡ください。

　⑷　回答方法
　　�　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に
対する回答は、令和４年10月31日㈪午後５時までに、
競争入札参加資格があると認めた者全社宛てにＦＡ
Ｘまたは電子メールにて送信します。

　　　なお、電話等による問合せには一切応じません。
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚
偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　入札金額は履行期間における月数（39か月）及び
予定件数（3,049,100件）に対する総価（消費税及び
地方消費税を含まない）で行います。また、金額の
算定にあたっては、次の項目を考慮した上で算出し
てください。

　　ア�　基本手数料単価（月額）、取扱手数料単価（１
件あたり）及び川崎市税新システム稼働に向けた
試験費用（１回分）を基に総価を算出してくださ
い。なお、基にした単価により契約を締結するも
のとします。

　　イ�　委託手数料の口座振込手数料、落札者から川崎
市への収納情報伝送に要する電話回線使用料、そ
の他仕様書で特に定めるものを除く収納事務に要
する費用すべてを考慮して算出してください。

　⑵　入札書の提出日時及び場所
　　ア　提出日時
　　　�　令和４年11月９日㈬　午後２時
　　イ　提出場所
　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　かわさき市税事務所４階第１会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時
　　　上記７⑵アに同じ。
　⑸　開札の場所
　　　上記７⑵イに同じ。
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
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効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ
の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査
を行うことがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規
則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合
は、免除します。

　⑵　前払金　否
　⑶　契約書の作成　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入
札情報」の「契約関係規定」で閲覧することができ
ます。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑵　詳細は入札説明書によります。
　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　　　───────────────────
川崎市公告第1074号
一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月７日
川崎市長　福　田　紀　彦

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 五反田川放水路施設設計（上流側護岸詳細設計等）業務委託

履行場所 川崎市多摩区生田８丁目地内

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「河川、砂防
及び海岸・海洋部門」で登録されている者。　
⑷�　管理技術者は、技術士（建設部門：河川、砂防及び海岸・海洋）、技術士（上下水道部門）、ＲＣ
ＣＭ（河川、砂防及び海岸・海洋）部門又はＲＣＣＭ（下水道）部門のいずれかの資格を有する者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月８日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
川崎市公告第1075号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　入札件名
　　�　令和４年度公立保育園等特定建築物定期点検等業
務委託

　⑵　履行場所
　　�　川崎市内公立保育園18カ園、地域子育て支援セン
ター５カ所

　⑶　履行期間
　　　契約締結日から令和５年３月31日まで
２　一般競争入札参加資格に関する事項
　�　この一般競争入札に参加を希望する者は、次の条件
をすべて満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　入札期日において、川崎市「令和３・４年度　川
崎市業務委託有資格業者名簿」の業種名「施設維持
管理」・種目名「その他の施設維持管理」に登載さ
れていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
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指名停止期間中でないこと。
　⑷�　平成27年４月１日以降に、本市又は他官公庁にお
いて類似業務を受託した実績を有すること。

　⑸�　点検者が仕様書に記載の建築基準法第12条に基づ
く特定建築物定期調査・点検及び特定建築設備等定
期検査・点検を行う資格を有し、かつ、点検者との
直接雇用関係があること。

３　一般競争入札参加申込み及び仕様書について
　�　この一般競争入札に参加を希望する者は、次のとお
り一般競争入札参加申込書、契約実績を証する契約書
の写し、点検者が仕様書に記載の建築基準法第12条に
基づく特定建築物定期調査・点検及び特定建築設備等
定期検査・点検を行う資格を有し、かつ、点検者との
直接雇用関係があることを証する書類を提出してくだ
さい。
　⑴　提出場所
　　　〒210-0005
　　　�川崎市川崎区東田町５番地４川崎市役所第３庁舎

14階
　　　こども未来局保育事業部運営管理課
　　　電　話　044-200-2660
　　　ＦＡＸ　044-200-3933
　　　E-mail　45uneika@city.kawasaki.jp
　⑵　提出期間
　　�　令和４年10月11日から令和４年10月17日までの土
曜日、日曜日を除く午前８時30分から午後５時まで
とします。ただし、正午から午後１時までを除きま
す。

　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ　契約実績を確認できる書類（契約書の写し）
　　ウ�　点検者が仕様書に記載の建築基準法第12条に基

づく特定建築物定期調査・点検及び特定建築設備
等定期検査・点検を行う資格を有し、かつ、点検
者との直接雇用関係があることを証する書類

　　�※書類の提出に不備がある場合、実績等の確認がで
きないため無効となる場合がありますので御注意く
ださい。

　⑷　提出方法
　　　持参に限ります。
　⑸　一般競争入札参加申込書及び仕様書等の入手方法
　　�　一般競争入札参加申込書及び入札説明書並びに仕
様書等は、川崎市のホームページからダウンロード
することができます（「入札情報かわさき」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html） の「 入
札情報」の委託の欄の「入札公表」の中にあります。）。
ダウンロードができない場合には、「３⑵提出期間」
の期間に、「３⑴提出場所」で配布します。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争入札参加資格確認通知書を交付します。
　⑴　交付日時
　　　令和４年10月19日　午後５時
　　�　ただし、川崎市「令和３・４年度業務委託有資格
業者名簿」へ登録した際にメールアドレスを登録し
ている場合は、令和４年10月20日までに電子メール
で配信されます。

　⑵　交付場所
　　　「３⑴提出場所」に同じ。
５　仕様に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先
　　　「３⑴提出場所」に同じ。
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年10月20日から令和４年10月21日午後５時
までとします。ただし、持参の場合は、正午から午
後１時までを除く、午前８時30分から午後５時まで
とします。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法
により提出してください。

　⑷　質問受付方法
　　�　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出
先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで
送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に
電話にて御連絡ください。）

　　ア　持参
　　　　「３⑴提出場所」に同じ。
　　イ　電子メール
　　　　45uneika@city.kawasaki.jp
　　ウ　ＦＡＸ
　　　　044-200-3933
　⑸　回答方法
　　�　質問があった場合、令和４年10月26日に競争入札
参加資格を有するとした競争入札参加資格確認通知
書の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸに
よって回答書を送付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に「２　一般競争入札参加資格に関する事
項」の各号のいずれかの資格条件を満たさなくなっ
たとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書、提出書類等について虚
偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
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　⑴　入札方法等
　　ア�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して下記の入
札日時に持参してください。

　　イ　入札は税抜きの総額で行います。
　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札・開札日時
　　　　令和４年11月９日　午前10時00分
　　イ　入札・開札場所
　　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　川崎市役所第３庁舎13階　こども未来局会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し
く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金は、免除とします。
　⑵　前払金の要否
　　　前払金はありません。
　⑶　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は、「３⑴提出場所」及び川崎市の
ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.
city.kawasaki.jp/233300/index.html）で閲覧するこ
とができます。

９　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は入札説明書によります。
　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると
ころによります。

　⑷�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴提出場
所」に同じです。

　⑸�　業務の詳細、競争入札参加申込書、質問書、入札
説明書等は、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）において、本件の公表情報詳細のページから
ダウンロードできます。

　　　───────────────────
川崎市公告第1076号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　デスクトップ型パソコン一式の賃貸借及び保守
　⑵　履行場所　
　　　川崎市環境局環境総合研究所
　　　�（川崎市川崎区殿町３－25－13　川崎生命科学・

環境研究センター３階）
　⑶　履行期間
　　　令和５年３月１日から令和10年２月29日まで
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等
有資格業者名簿に業種「リース」、種目「事務用機器」
に登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　平成30年度以降に、本市、他官公庁において、パ
ソコン賃貸借及び保守の契約実績があること。

　⑸　契約締結後、確実に納入することができること。
３　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出及び問合せ先
　　　川崎市川崎区殿町３－25－13
　　　川崎生命科学・環境研究センター３階
　　　川崎市環境局環境総合研究所都市環境担当
　　　鶴見、近藤
　　　電　話　044-276-8964
　　　ＦＡＸ　044-288-3156
　　　E-mail　30sotosi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年10月11日㈫から令和４年10月17日㈪まで
の午前９時00分から午後５時00分まで（土曜日及び
日曜日、正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　提出書類
　　　次の書類を全て提出してください。
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　ア　競争入札参加申込書
　イ　上記２⑷の契約実績を確認できる契約書等の写し
　ウ�　納入予定物品の仕様を確認できるもの（カタログ
等の資料）

　⑷　提出方法
　　　持参に限ります。
　　　※�提出書類（競争入札参加申込書）及び仕様書は、

インターネットからダウンロードすることがで
きます。（「入札情報かわさき」の「入札情報」
の物品の欄の「入札公表」の中にあります。）
ダウンロードができない場合には、上記３⑵の
期間に、３⑴の場所で配布します。

　　　　�（「入札情報かわさき」http://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html）

４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が
あると認められた者には、令和３・４年度川崎市競争
入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに令
和４年10月24日㈪までに送付します。委任先メールア
ドレスを登録していない場合は、直接受取りに来るよ
うお願いします。
　⑴　交付日
　　�　令和４年10月24日㈪の午前９時00分から午後５時
00分まで（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受取り先
　　　上記３⑴に同じ。
５　仕様・入札に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　上記３⑴に同じ。
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年10月24日㈪から令和４年10月26日㈬まで
の午前９時00分から午後５時00分まで（正午から午
後１時00分までの間を除く。）

　⑶　問合せ方法
　　�　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」
の様式に必要事項を記入し、上記３⑴に記載のＦＡ
Ｘ又は電子メールアドレス宛て送付してください。

　⑷　回答方法
　　�　質問があった場合の回答は、令和４年10月28日㈮
までに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて
送付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することが
できません。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。
７　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　�　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜
きで１円未満の端数を切り捨てた額）を60か月で乗
じる方法で見積もりしてください。その他の事項に
ついては、川崎市競争入札参加者心得によります。

　　ア　入札・開札の日時
　　　　令和４年11月７日㈪　午前10時00分
　　イ　入札・開札の場所
　　　　川崎市川崎区殿町３－25－13
　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階
　　　　川崎市環境局環境総合研究所研修室
　　ウ　入札の方法
　　　　持参に限ります。
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行うこ
とがあります。

　⑷　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10分の１に相当する額とする。ただし、
川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第33
条各号に該当する場合においては、納付を免除する。

　⑵　前払金
　　　否
　⑶　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例（昭和39年川崎市条例第14号）、
川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）、川
崎市競争入札参加者心得等は、上記３⑴の場所及び
川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
（http://www.city.kawasaki.jp/233300/） の「 契 約
関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市契約規則（昭和
39年川崎市規則第28号）、川崎市競争入札参加者心
得等の定めるところによります。
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　⑵�　詳細は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー
ジ の「 入 札 情 報 か わ さ き 」（http://www.city.
kawasaki.jp/233300/）に掲載される入札説明書に
よります。

　⑶　関連情報を入手するための窓口は上記３⑴に同じ。
　⑷�　この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）
第234号の３の規定による長期継続契約であるため、
翌年度以降におけるこの契約の所要の予算金額につ
いて減額又は削除があった場合には、この契約を変
更又は解除することができるものとします。当該変
更又は解除に伴い受注者に損失が生じた場合には、
その損失の補償を本市に対して請求することができ
るものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────
川崎市公告第1077号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�エネルギー利用最適化に関わる調査

検討業務委託
　⑵　履行場所　　川崎市内
　⑶　履行期間　　�契約締結日から令和５年３月22日ま

で
　⑷　業務内容
　　�　エネルギー利用最適化に関わる調査検討に関する
業務内容は、次のとおりとします。

　　ア　市域のエネルギー利用最適化に向けた調査検討
　　イ�　地域脱炭素化促進区域の本市への適用可能性の

検討
　　ウ�　市公共施設のエネルギー利用最適化に向けた基

礎検討
２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格者名簿の業
種「調査・測定」種目「その他の調査・測定」に登
録されていること。

　⑷�　過去５年間に官公庁や独立行政法人等の公的機関
において、エネルギー利用最適化に関わる調査検討
等の類似業務の契約実績を２件以上有すること。

　⑸�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
こと。

３　競争入札参加申込書等の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記⑷の書類を提出してください。ま
た、競争入札参加申込書にて一部再委託を申請する場
合は、再委託確認書を提出してください。
　⑴　配布・提出場所　　�川崎市環境局脱炭素戦略推進

室　水岡
　　　　　　　　　　　　�〒210-8577　川崎市川崎区東

田町５－４　第３庁舎17階
　　　　　　　　　　　　電話　044－200－2514
　⑵　配布・提出期間　　�令和４年10月11日から令和４

年10月17日まで
　　　　　　　　　　　　�午前９時から午後４時30分ま

で
　　　　　　　　　　　　�（閉庁日及び正午から午後１

時までを除く。）
　⑶　提出方法　　　　　�持参または郵送（郵送の場合

は必着）
４　仕様書の閲覧
　　次により業務仕様書類を閲覧することができます。
　⑴　閲覧場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　閲覧期間　　上記３⑵に同じ
５�　競争入札参加資格確認通知書、仕様書及び質問書の
交付
　�　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が
あると認められた者には、次により競争入札参加資格
確認通知書及び仕様書を交付します。なお、川崎市業
務委託有資格業務名簿へ登録した際に電子メールアド
レスを登録している場合は、電子メールで配信します。
電子メールアドレスを登録していない場合は、次の期
間に受け取りにきてください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年10月21日午前10時から午後

４時まで
　　　　　　　　　（正午から午後１時までを除く。）
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　質問書の受付及び回答
　⑴　場所　　　　上記３⑴と同じ。
　⑵　期間　　　　�令和４年10月21日から令和４年10月

26日まで
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　　　　　　　　　�持参の場合は午前９時から午後４時
30分まで

　　　　　　　　　�（閉庁日及び正午から午後１時まで
を除く。）

　⑶　方法　　　　�「質問書」に必要事項を記入し、３
⑴の場所に持参または電子メールに
て提出してください。

　　　　　　　　　※�質問書送付先メールアドレス
<30dtanso@city.kawasaki.jp>

　⑷　回答方法
　　�　令和４年11月２日までに競争入札参加資格確認通
知書の交付を受けた者へ文書（電子メール）で送付
します。なお、競争入札参加資格確認通知書の交付
を受けていない者からの質問に関しては回答しませ
ん。

８　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札書の提出方法　持参
　⑶　入札の日時　令和４年11月９日　午後２時
　⑷　入札の場所　川崎市川崎区東田町５－４
　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎16階
　　　　　　　　　環境局会議室
　⑸　入札保証金　免除
　⑹　開札の日時　上記８⑶に同じ
　⑺　開札の場所　上記８⑷に同じ
　⑻　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とします。ただし、その
者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行う
場合があります。

　⑼　入札の無効
　　�　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入
札は、これを無効とします。

９　契約手続等
　⑴　契約保証金　要
　⑵　前払金　無
　⑶　契約書の作成　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」の
「契約関係規定」で閲覧することができます。

10　その他
　⑴�　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は入札説明書によります。
　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。
　　　───────────────────
川崎市公告第1078号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�令和５年度給与支払報告書等受付及

び処理業務委託契約
　⑵　履行場所　　かわさき市税事務所法人課税課
　⑶　履行期間　　�令和５年１月10日から令和５年３月

31日まで
　⑷　業務概要　　�令和５年度給与支払報告書等受付及

び処理業務
　　　　　　　　　詳細は入札説明書によります。
２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　作業場所は履行場所（かわさき市税事務所法人課
税課）から100キロ圏内であること。

　⑷�　「プライバシーマーク」の使用許諾事業者として
認定されていること。

　⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種99「その他業務」、種目99「その他」に登載さ
れていること。

　⑹�　過去５年以内に本市税務部が発注した委託業務に
おいて契約に違反していないこと。

　⑺�　過去に同様の業務で、人口規模70万人以上もしく
は給与支払報告書等の処理件数が25万件以上の自治
体またはその他官公庁で履行実績があること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布及び提出場所
　　　〒210－0006
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル５階
　　　財政局税務部税制課　　担当：寺澤・中田
　　　電　話：044－200－2190（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3906
　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp
　⑵　配布及び提出期間
　　�　令和４年10月11日㈫から令和４年10月18日㈫まで
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（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か
ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶　提出物
　　ア　競争入札参加申込書
　　イ�　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し
　　ウ　プライバシーマーク登録証の写し
　　　�　上記ア以外の書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。
　⑷　提出方法
　　　持参してください。
　⑸　その他
　　�　提出した書類に関して説明を求められた場合には、
これに応じなければなりません。また、提出された
書類は返却しません。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説明会
　�　上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に
は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した
際に電子メールアドレスを登録している場合は、自動
的に電子メールで配信します。
　⑴　交付場所
　　　上記３⑴に同じ。
　⑵　通知書交付日
　　　令和４年10月21日㈮
　⑶　入札説明書の交付
　　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で
縦覧に供します。また、川崎市のホームページから
ダウンロードできます。（「入札情報かわさき」－「入
札情報」の「委託」－「入札公表・財政局」）

　　�　なお、インターネットホームページから入手でき
ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交
付します。

　　�　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録
した際に電子メールアドレスを登録している場合は、
競争入札参加資格確認通知書と一括して自動的に電
子メールで配信します。

　⑷　入札説明会
　　　実施しません。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　〒210－0006
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル５階
　　　財政局税務部市民税管理課　　担当：髙木・髙橋
　　　電　話：044－200－2229（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3907
　　　E-mail：23simka@city.kawasaki.jp

　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年10月21日㈮から令和４年10月27日㈭午後
５時まで

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。また、
ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送信し
た旨を担当まで御連絡ください。

　⑷　回答方法
　　�　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に
対する回答は、令和４年11月１日㈫午後５時までに、
競争入札参加資格があると認めた者全社宛てにＦＡ
Ｘまたは電子メールにて送付します。

　　　なお、電話等による問合せには一切応じません。
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚
偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　給与支払報告書等受付及び処理業務に係る費用の
総額（消費税額及び地方消費税額を含まない。）　で
行います。

　　�　なお、金額の算定にあたっては、業務履行にかか
る費用すべてを考慮して算出してください。

　⑵　入札書の提出日時及び場所
　　ア　提出日時
　　　　令和４年11月11日㈮　午前10時
　　イ　提出場所
　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　川崎御幸ビル５階　第１会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時
　　　上記⑵アに同じ。
　⑸　開札の場所
　　　上記⑵イに同じ。
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とします。ただし、その者の
入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う
ことがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
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れを無効とします。
８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規
則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合
は、免除します。

　⑵　前払金　否
　⑶　契約書の作成　要
　⑷　費用内訳明細表
　　�　落札者は契約締結までに、本委託にかかる落札額
の内訳を提示すること（様式自由）。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入
札情報」の「契約関係規定」で閲覧することができ
ます。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑵　詳細は入札説明書によります。
　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　　　───────────────────
川崎市公告第1079号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�堤根処理センタークレーン設備点検

整備業務委託
　⑵　履行場所　　川崎市川崎区堤根52番地
　⑶　履行期間　　契約日から令和５年２月10日㈮まで
　⑷　業務概要　　�「クレーン等安全規則第34条の定期

自主検査」に基づくクレーン設備の
点検整備業務

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点
検」に登載されていること。

　⑷�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
クレーン設備点検整備業務の契約実績を有すること。

ただし民間実績については、同等の契約実績を有す
ること。

　⑸�　クレーン運転士又はクレーン・デリック運転士、
玉掛技能講習修了者、ダイオキシン類作業従事者特
別教育修了者を配置できること。

　⑹�　業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に
委託しないこと。ただし、一部を再委託する場合は、
３⑷ウに示す書類を提出すること。

３�　競争入札参加申込書等の配布、提出、仕様書閲覧及
び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び２⑷⑸⑹に関する書類を提出してくだ
さい。
　⑴　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区堤根52番地
　　　堤根処理センター４階事務所
　　　堤根処理センター技術係
　　　担当　眞鍋、名雪、佐藤
　　　電話　044－541－2047（代表）
　　※�　競争入札参加申込書及びその他提出書類につい

ては、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」
よりダウンロードできます。

　⑵　配布・提出・仕様書等閲覧期間
　　�　令和４年10月11日㈫から令和４年10月17日㈪９時
から17時まで

　　　（日曜日及び12時から13時の間は除く。）
　⑶　提出方法　　�持参又は郵送。ただし、郵送の場合

は申込書の提出締切日までに届くこ
ととし、不備がないこと。

　⑷　提出書類
　　ア�　上記２⑷の契約実績を確認できる契約書等の写

し
　　イ　上記２⑸の資格証の写し
　　ウ�　上記２⑹の再委託確認書（業務の一部を再委託

する場合）
４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の
交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が
あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等
を令和４年10月25日㈫までに交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子
メールで配信します。電子メールアドレスを登録して
いない場合は、次のとおり受け取りに来てください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年10月25日㈫９時から17時ま

で
　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）
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５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　　令和４年10月25日㈫から令和４年10月28日㈮
　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）
　⑵�　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により
提出してください。

　⑶　質問受付方法
　　ア　電子メール　30tutumi@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044－533－4611
　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ
　⑷　回答方法
　　�　令和４年10月31日㈪に文書（電子メールまたはＦ
ＡＸ）にて送付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年11月７日㈪11時00
分

　⑶　入札・開札の場所　　川崎市川崎区堤根52番地
　　　　　　　　　　　　　堤根処理センター５階
　　　　　　　　　　　　　大会議室
　⑷　入札書の提出方法　　�原則持参とする。ただし、

やむを得ない場合に限り郵
送での提出を可とする。

　⑸　入札保証金　　　　　免除
　⑹　落札者の決定方法　　�川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定
価格の範囲内で、最低の価
格をもって有効な入札を
行った者を落札者とします。

　⑺　再入札の実施　　　　�落札者がいない場合は、直
ちに再入札を行います。（開
札に立ち会わない者は、再
入札に参加の意思がないも
のとみなします。）

　⑻　入札の無効　　　　　�川崎市競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　　免除
　⑵　契約書の作成　　　　要

　⑶　契約規則等の閲覧　　�川崎市契約規則及び川崎市
競争入札参加者心得等は、
入札情報かわさきの「契約
関係規定」から閲覧できま
す。

　　　　　　　　　　　　　�（https://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html）

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑶　詳細は入札説明書によります。
　　　───────────────────
川崎市公告第1080号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項　
　⑴　件　　名　　�外国語版国民健康保険のしおり翻訳

等業務委託　
　⑵　履行場所　　健康福祉局医療保険課ほか
　⑶　履行期限　　令和５年２月３日
　⑷　調達概要　　�「外国語版国民健康保険のしおり翻

訳等業務委託仕様書」によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし
ていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿に業種「その他業務」・種目「翻訳・
速記」で登録されていること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0005
　　　川崎市川崎区東田町８番地
　　　パレール三井ビル12階　
　　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課　
　　　担当　齋藤
　　　電話　044－200－2642（直通）
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年10月11日㈫から令和４年10月17日㈪まで
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　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
まで

　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）　
　⑶　提出書類
　　　一般競争入札参加申込書
　⑷　提出方法
　　　持参とします。
４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和
３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委
託」の委任先メールアドレスに、確認通知書を令和４
年10月19日㈬までに送付します。なお、当該委任先メー
ルアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付しま
す。
５　仕様書等に関する質問・回答
　⑴　質問　
　　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することが
できます。

　　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。　
　　�　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの
で御注意ください。

　　ア　質問書の配布・提出場所　
　　　　３⑴と同じ　
　　イ　質問書の配布・提出期間　
　　　�　令和４年10月11日㈫から令和４年10月21日㈮ま

で
　　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで
　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
　　ウ　質問書の提出方法　
　　　�　「外国語版国民健康保険のしおり翻訳等業務委

託に係る質問書」により、電子メール又はＦＡＸ
にて送付してください。送付後、送付した旨を３
⑴の担当宛て電話連絡してください。

　　　　電子メール：40hoken@city.kawasaki.jp
　　　　ＦＡＸ番号：044－200－3930
　⑵　回答　
　　ア　回答日　
　　　　令和４年10月26日㈬
　　イ　回答方法　
　　　�　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に
した質問回答書を、電子メールにより送信します。

６　一般競争入札参加資格の喪失　
　�　次のいずれかに該当するときは、一般競争入札参加
資格を喪失します。　
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。　

　⑵�　競争入札参加申込書について虚偽の記載をしたと
き。

７　入札手続等　
　⑴　入札書の提出方法　
　　　持参
　⑵　入札書の提出日時・場所
　　　提出日時：令和４年11月２日㈬午前11時00分　
　　　提出場所：川崎市川崎区東田町８番地
　　　　　　　　パレール三井ビル12階　
　　　　　　　　�川崎市健康福祉局医療保険部会議室

（Ａ）
　⑶　入札方法
　　ア　入札は、契約金額総額で行います。
　　イ�　入札は、所定の入札書をもって行います。また、

入札書に記載された金額に当該金額の100分の10
に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未
満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て
た金額）をもって落札価格とするので、入札者は、
消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
るかを問わず、見積もった契約希望金額の110分
の100に相当する金額を入札書に記載してくださ
い。

　　ウ�　入札書は、封筒に入れ、封印して提出してくだ
さい。

　　エ�　１回目で落札しない場合は、再度入札を２回、
計３回の入札を行いますので、その分の入札書を
用意してください。

　⑷　入札保証金　
　　　免除　
　⑸　開札の日時・場所　
　　　７⑵に同じ　
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低　価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。　

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。　

　⑺　入札の無効　
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。　

　⑻　再入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま
す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加
者心得の規定により無効とされた者及び開札に立ち
会わない者を除きます。

　⑼　入札及び開札に立ち会う者に関する事項　
　　�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代
理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立
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ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会
いに関する権限の委任を受けたことを示す委任状を
提出してください。また、一般競争入札参加資格確
認通知書を必ず持参してください。

８　契約手続等　
　⑴　契約保証金
　　　免除
　⑵　前払金
　　　無
　⑶　契約書作成の要否
　　　要　
　⑷　契約条項等の閲覧　
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。　

　⑵�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑷　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ
　　　───────────────────
川崎市公告第1081号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　令和４年度広域避難場所標識保守点検業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区富士見２丁目１番地先ほか18か所
　⑶　履行期間
　　　契約日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　市内に設置している広域避難場所標識について、
高所作業車等を用いて点検を行い、安全の確認を行
う。また、標識盤面のボルト・ナットの取付状態を
確認し、保守を行う。

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿に業種「そ
の他」（種目「その他」）に登載されていること。

　⑷�　川崎市内に本店又は受任地を有していること。
　⑸�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す
る法律第２条第１項第１号による中小企業者である
こと。

　⑹�　過去２年間で２件以上、国または地方公共団体に
おいて、標識、看板の作成を含む同程度の規模の契
約を締結し、これらをすべて誠実に履行しているこ
と。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般
競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す
る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を持
参により提出してください。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210-0005
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎７階
　　　危機管理本部危機管理部　計画担当
　　　電話　044-200-3134（直通）、FAX　044-200-3972、
　　　E-mail　60kikika@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年10月11日㈫から10月17日㈪までの午前８
時30分から午後５時までとします。ただし、土曜日、
日曜日及び平日の正午から午後１時までを除きます。

４　入札説明会及び入札説明書
　⑴　入札説明会
　　　実施しません。
　⑵　入札説明書の交付
　　�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、
質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３
⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所にお
いて、「３⑵　配布・提出期間」の期間で縦覧に供
するとともに、希望者には印刷物を配布します。ま
た、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
において、本件の公表情報詳細のページからダウン
ロードできます。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。
　⑴　日時
　　　令和４年10月18日㈫　午後５時まで
　　�　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に
電子メールのアドレスを登録している　場合は、同
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日の未明に電子メールで配信されます。
　⑵　場所
　　�　「３⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。
６　仕様に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先
　　�　「３⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年10月11日㈫から10月25日㈫までの午前８
時30分から午後５時までとします。ただし、土曜日、
日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１時まで
を除きます。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　�　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。（電
子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付した旨
を「３⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先」の問
い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア　電子メール　60kikika@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044-200-3972
　　ウ　郵送　　　　�「３⑴　配布・提出場所及び問い

合わせ先」に同じ。ただし、「６
⑵　質問受付期間」の期間内に必
着のこと。

　⑸　回答方法
　　�　令和４年10月27日㈭午後５時までに、一般競争入
札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メー
ル又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、この
入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関
しては回答しません。

７　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各
号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に
ついて、虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記
載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ
て契約金額とします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年11月４日㈮　午前10時00分
　　イ　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階
　　　　　　　　　事務局室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続き等
　⑴　契約保証金は､ 次のとおりとします｡
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札
情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴　配布・
提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、
質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎
市のホームページの「入札情報かわさき」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい
て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード
できます。

　　　───────────────────
川崎市公告第1082号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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１　一般競争入札に付する事項
　⑴　契約名
　　　令和４年度外国人就学状況訪問調査業務委託契約
　⑵　履行期間
　　　契約締結日から令和５年３月31日まで
　⑶　履行場所
　　　本市より提出する調査対象者リストに記載の住所
　⑷　契約の概要
　　�　「令和４年度外国人就学状況訪問調査業務委託契
約　仕様書」（以下、「仕様書」という。）及び「令
和４年度外国人就学状況訪問調査業務委託契約　入
札説明書」（以下「入札説明書」という。）によりま
す。

２　入札参加資格
　�　本件入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たしている必要があります。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市委託有資格業者名簿の業種
「その他」種目「その他」に登載されていること。

　⑶�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更
生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律
第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ
ていない者であること。

　⑷�　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指
名停止の措置を受けていないこと。

３�　入札参加資格確認申請書等の配布・提出場所及び問
合せ先
　�　本件入札に参加を希望する者は、次により「入札参
加資格確認申請書（様式１）」を提出してください。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６
　　　明治安田生命ビル３階
　　　川崎市教育委員会事務局総務部学事課
　　　担当：川鍋、米岡
　　　電話　044－200－3267（直通）
　　　電子メール：88gakuzi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年10月11日㈫から令和４年10月18日㈫まで
　　�　休庁日を除く毎日９時から12時まで及び13時から
17時まで

　⑶　提出物
　　　入札参加資格確認申請書
　⑷　入札参加資格確認申請書の提出方法
　　　持参とします。
　⑸　仕様書等の縦覧
　　�　本契約に係る仕様書は、３⑴の場所において、入
札参加資格確認申請書の配布・提出期間中、縦覧に

供します。
４　入札の手続
　⑴　日程の概要
　　　入札手続の日程概要は次のとおりです。
　　ア�　入札参加資格確認結果通知書の送付及び仕様書

等の配布
　　　　令和４年10月20日㈭
　　イ　仕様等に関する質問の提出期限
　　　　令和４年10月27日㈭
　　ウ　仕様等に関する質問への回答
　　　　令和４年11月２日㈬
　　エ　入札及び開札
　　　　令和４年11月８日㈫
　⑵　日程の詳細
　　　日程の詳細は次のとおりです。
　　ア�　入札参加資格確認結果通知書の送付及び仕様書

等の配布
　　　�　入札参加資格確認申請書を提出し、書面審査に

よって入札参加資格があると確認できた参加希望
者には、次のとおり「入札参加資格確認結果通知
書（様式２）」を送付し、併せて仕様書等を配布
します。

　　　ア　入札参加資格確認結果通知書について
　　　　ａ　送付日
　　　　　　令和４年10月20日㈭
　　　　ｂ　送付方法
　　　　　　電子メールにより送付します。
　　　イ　仕様書等について
　　　　ａ　配布する資料
　　　　　⒜　入札説明書
　　　　　⒝　仕様書
　　　　ｂ　配布の場所
　　　　　　３⑴に同じ。
　　　　ｃ　配布日及び時間
　　　　　�　令和４年10月20日㈭から令和４年11月８日

㈫
　　　　　�　休庁日を除く毎日９時から12時まで及び13

時から17時まで（ただし令和４年11月８日は
13時30分まで）

　　　　ｄ　注意事項
　　　　　�　仕様書等を受領する際は、必ず入札参加資

格確認結果通知書を持参してください。
　　イ　仕様等に関する質問
　　　ア　質問の方法
　　　　　�　仕様書等の配布書類の内容に疑義がある場

合は、「令和４年度外国人就学状況訪問調査
業務委託契約　質問書（様式３）」に必要事
項を記入の上、３⑴の問合せ先のアドレス宛
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てに電子メールで送付してください。
　　　　　�　なお、送付の際は、必ず受信確認を要求し

てください。
　　　イ　質問の受付期間
　　　　�　令和４年10月20日㈭９時から令和４年10月27

日㈭17時まで
　　　ウ　回答
　　　　�　令和４年11月２日㈬17時までに、全参加者宛

てに電子メールで送付します。
　　ウ　入札及び開札
　　　ア　入札の方法等　
　　　　a　入札は単価で行います。
　　　　b�　入札書に記載する金額には、１件あたりの

見積単価（法令所定の消費税額及び地方消費
税額を含まないもの）とします。消費税額及
び地方消費税額は、契約の際に加算します。

　　　　c�　入札は所定の入札書をもって行います。入
札書は入札件名を記載した封筒に入れ、封印
して提出してください。

　　　　d�　入札書の提出方法は、持参とします。
　　　イ　入札及び開札の日時等
　　　　ａ　日時
　　　　　　令和４年11月８日㈫　15時00分
　　　　ｂ　場所
　　　　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　　　　明治安田生命ビル　４階教育委員会室
　　　ウ　入札保証金
　　　　　入札保証金は、免除とします。
　　　エ　入札及び開札に立ち会う者に関する事項
　　　　�　入札及び開札に立ち会う者は、入札参加資格

確認通知書を必ず持参してください。
　　　　�　また、入札及び開札に立ち会う者は、入札者

又はその代理人とします。代理人が入札及び開
札に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開
札の立会いに関する権限を委任されたことを示
す委任状を入札前に提出してください。

　　　オ　落札者の決定方法
　　　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成

した予定価格の範囲内で、最低の価格をもって
有効な入札を行った者を落札者とします。ただ
し、著しく低価格の場合は、調査等を行うこと
があります。

　　　カ　再度入札の実施
　　　　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行

います。ただし、その入札が川崎市競争入札参
加者心得第７条の規定により無効とされた者及
び開札に立ち会わない者は除きます。

　　　キ　入札の無効

　　　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及
び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入
札は、これを無効とします。

５　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約保証金は、契約金額の10％とします。ただし、
川崎市契約規則第33条各号のいずれかに該当する場
合は、契約保証金の全部又は一部を免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　契約書の作成を要します。
　⑶　入札及び契約に関する条例等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の契約
関係規程において閲覧することができます。

６　その他
　⑴　言語及び通貨
　　�　本件入札及び契約において使用する言語及び通貨
は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　入札説明書に定めのない事項
　　�　入札説明書に定めるもののほかは、川崎市契約条
例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得
の定めるところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第1083号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　川崎港船舶航行実態調査委託
　⑵　履行場所
　　　川崎港
　⑶　履行期間
　　　契約日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　本委託は、川崎港港湾計画の変更に伴う船舶航行
安全対策の検討調査に資するため、レーダー及び目
視による現地観測を実施して船舶航行の実態を把握
するものである。

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。
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　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「調査・測定」種目「その他の調査・測定」で
登録されている者

　⑷�　過去５年間にレーダー及び目視による船舶航行の
現地観測を実施し、航跡データの解析をした実績が
ある業者

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0007
　　　川崎市川崎区駅前本町12－１
　　　川崎駅前タワーリバーク　20階
　　　川崎市港湾局港湾経営部経営企画課
　　　電話番号　044－200－1730
　　　ＦＡＸ　　044－200－3981
　　　E-mail　　58keiki@city.kawasaki.jp
　　�　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎
市のホームページの「入札情報かわさき」（http://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい
て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード
できます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年10月11日㈫から令和４年10月17日㈪まで
とします（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前
９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑷に記載された要件を満たしていることを証

する書類（契約書の写しなど）
　⑷　提出方法
　　　持参とします。
４　入札説明書の縦覧
　�　入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期間において縦
覧に供します（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午
前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。
５�　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様
書等の交付
　⑴　競争入札参加資格確認通知書の交付
　　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には､ 次に
より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　　ア　交付場所
　　　　　３⑴に同じ
　　　イ　交付日時
　　　　�　令和４年10月20日㈭午前９時から午後５時ま

で（正午から午後１時の間は除きます。）
　⑵　入札説明書及び仕様書等の交付
　　�　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入
札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札
説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア　交付場所
　　　　３⑴に同じ
　　イ　交付日時
　　　　５⑴イに同じ
　　　�　ただし、⑴及び⑵について、令和３・４年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子
メールのアドレスを登録している場合は、令和４
年10月20日㈭に競争入札参加資格確認通知書、入
札説明書及び仕様書等を電子メールにより送付し
ます。

６　仕様に関する問い合わせ先等
　⑴　問い合わせ先
　　　〒210－0007
　　　川崎市川崎区駅前本町12－１
　　　川崎駅前タワーリバーク　20階
　　　川崎市港湾局港湾経営部経営企画課
　　　電話番号　044－200－1730
　　　ＦＡＸ　　044－200－3981
　　　E-mail　　58keiki@city.kawasaki.jp
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年10月21日㈮午前９時から令和４年10月25
日㈫正午まで

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提
出してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。
　　　電子メール　58keiki@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ　　　044－200－3981
　⑸　回答方法
　　�　令和４年10月27日㈭までに、文書（ＦＡＸ又は電
子メール）にて、競争入札参加者全員に送付します。

７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について、
虚偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　持参
　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時
　　　　令和４年11月７日㈪午前10時
　　イ　入札場所
　　　　川崎市川崎区駅前本町12－１
　　　　川崎駅前タワーリバーク　20階　港湾局会議室
　⑶　入札保証金
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　　　免除
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とします。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約の手続き等
　　次により契約を締結します。
　⑴　契約保証金は次のとおりとします。
　　　契約金額の10％とします。
　　�　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場
合は、免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　契約書を作成することを要します。
　⑶　前払金
　　　「入札公表詳細」を参照のこと。
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

10　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　⑷�　この委託は、電子納品の対象です。電子納品とは、
川崎市電子納品要領に基づき、最終成果物を電子
データで納品することです。川崎市電子納品要領に
ついては、川崎市ホームページ（http://www.city.
kawasaki.jp/jigyou/category/78-34-6-0-0-0-0-0-0-0.
html）をご覧ください。

　⑸�　本入札用設計書には、｢登録単価｣ 及び「【参考資
料】積算入力データリスト」を添付しています。「登
録単価｣ は、市で公表していない単価や物価資料に
掲載のない単価等を明示しています。（添付してい
ない場合もあります。）｢【参考資料】積算入力デー
タリスト｣ は、委託設計書の設計内容を明確にする
ため、積算システムに入力した積算情報を参考とし
て掲載したものです。また、摘要欄に記載されてい
るシステム記号等については、システム構成上、標
準的なものを表示しています。

　　　───────────────────
川崎市公告第1084号

　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　海岸保全施設維持管理点検業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区川崎港内
　⑶　履行期間
　　　契約日から令和５年３月20日まで
　⑷　業務概要
　　�　本委託は、海岸法第14条の５（維持又は修繕）及
び海岸法施行規則第５条の８（維持又は修繕に関す
る技術的基準等）に基づき、海岸保全施設の調査点
検を行い、維持管理計画の策定（更新）を行うもの
である。

　　　調査・測量準備・・・・・・・・１式
　　　汀線測量（縦断測量）・・・・・１式
　　　現地調査・・・・・・・・・・・１式
　　　計画書策定（更新）・・・・・・１式
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「建設コンサルタント」、種目「港湾及び空港」
で登録されていること。

　⑷�　平成29年度以降に海岸保全施設または港湾施設の
維持管理計画策定に関する業務を元請けとして実施
し、完了した実績を有すること。

　⑸　次の要件を満たす者を配置できること。　
　　ア�　管理技術者は、技術士（建設部門：港湾及び空

港）、技術士（総合技術監理部門：建設－港湾及
び空港）、ＲＣＣＭの「港湾及び空港」部門のい
ずれかの資格を有する者であること。

　　イ�　照査技術者は、技術士（建設部門：港湾及び空
港）、技術士（総合技術監理部門：建設－港湾及
び空港）、ＲＣＣＭの「港湾及び空港」部門のい
ずれかの資格を有する者であること。

　　　�　なお、管理技術者と照査技術者は兼務できない。
３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま
せん。
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　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0869
　　　川崎市川崎区東扇島38－１　川崎マリエン４階
　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課
　　　電話番号　044－287－6014
　　　ＦＡＸ　　044－287－6038
　　　E-mail　　58koukan@city.kawasaki.jp
　　�　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎
市のホームページの「入札情報かわさき」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい
て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード
できます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年10月11日㈫から令和４年10月17日㈪まで
とします（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前
９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　上記２⑷の実績を確認できる書類等の写し（契

約書の写し等）、及び２⑸の要件を満たすことを
証する書類（資格証の写し等）

　⑷　提出方法
　　　持参とします。
４　入札説明書の縦覧
　�　入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期間において縦
覧に供します（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午
前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。
５�　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様
書等の交付
　⑴　競争入札参加資格確認通知書の交付
　　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には､ 次に
より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア　交付場所
　　　　３⑴に同じ
　　イ　交付日時
　　　�　令和４年10月24日㈪午前９時から午後５時まで

（正午から午後１時の間は除きます。）
　⑵　入札説明書及び仕様書等の交付
　　�　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入
札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札
説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア　交付場所
　　　　３⑴に同じ
　　イ　交付日時
　　　　５⑴イに同じ
　　　�　ただし、⑴及び⑵について、令和３・４年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子
メールのアドレスを登録している場合は、令和４

年10月24日㈪までに競争入札参加資格確認通知書、
入札説明書及び仕様書等を電子メールにより送付
します。

６　仕様に関する問い合わせ先等
　⑴　問い合わせ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年10月25日㈫午前９時から令和４年10月27
日㈭午後４時まで

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提
出してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。
　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038
　⑸　回答方法
　　�　令和４年11月４日㈮までに、文書（ＦＡＸ又は電
子メール）にて、競争入札参加者全員に送付します。

７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について、
虚偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　持参
　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時
　　　　令和４年11月14日㈪午前10時
　　イ　入札場所
　　　　川崎市川崎区東扇島38－１
　　　　川崎マリエン３階会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもっ
て有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもっ
て入札を行った者を落札者とします。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約の手続き等
　　次により契約を締結します。
　⑴　契約保証金は次のとおりとします。
　　　契約金額の10％とします。
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　　�　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場
合は、免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　契約書を作成することを要します。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

10　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　⑷�　この委託は、電子納品の対象です。電子納品とは、
川崎市電子納品要領に基づき、最終成果物を電子
データで納品することです。川崎市電子納品要領に
ついては、川崎市ホームページ（https://www.city.
kawasaki.jp/jigyou/category/78-34-6-0-0-0-0-0-0-0.
html）をご覧ください。

　⑸�　本入札用設計書には、｢登録単価｣ 及び「【参考資
料】積算入力データリスト」を添付しています。「登
録単価｣ は、市で公表していない単価や物価資料に
掲載のない単価等を明示しています。（添付してい
ない場合もあります。）｢【参考資料】積算入力デー
タリスト｣ は、設計書の設計内容を明確にするため、
積算システムに入力した積算情報を参考として掲載
したものです。また、摘要欄に記載されているシス
テム記号等については、システム構成上、標準的な
ものを表示しています。

　　　───────────────────
川崎市公告第1085号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　備蓄倉庫浸水対策等検討業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎７階危機管理本部ほか
　⑶　履行期間
　　　契約日から令和５年３月17日㈮まで
　⑷　業務概要
　　　詳細は入札説明書によります。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２
条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　一般競争入札参加資格確認書の提出締切日におい
て、令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種
「調査・測定」種目「その他の調査・測定」に登載
されていること。

　⑷�　次のいずれかの資格を有する技術者等が所属する
事業者であること。

　　ア�　公益社団法人日本測量協会が認定する「空間情
報総括監理技術者」の資格を有すること。

　　イ�　公益社団法人日本測量協会が認定する「地理空
間情報専門技術（防災）」又は「地理空間情報専
門技術（ＧＩＳ一級）」の資格を有すること。

　⑸�　ＩＳＯ２７００１（ＩＳＭＳ情報セキュリティマ
ネジメントシステム）又はＪＩＳＱ１５００１（プ
ライバシーマーク）のいずれかの認証を取得してい
る事業者であること。

　⑹�　過去、国または地方公共団体において、地理情報
システム（ＧＩＳ）を用い、避難所又は避難場所等
に関する調査業務の実績を有すること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望するものは、次により一般競
争入札参加資格確認申請書及び２⑹に示す契約実績を
確認できる書類（契約書の写しなど）を提出しなけれ
ばなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210-8577
　　　川崎市川崎区東田町５－４
　　　川崎市役所第３庁舎７階
　　　危機管理本部危機対策部地域連携担当　髙尾
　　　電　話　044-200-1432（直通）
　　　ＦＡＸ　044-200-3972　
　　　E-mail　60kikika@city.kawasaki.jp
　　�　なお、一般競争入札参加確認申請書については、
川崎市ホームページ「入札情報かわさき」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/）の「お知らせ」欄
において、「入札公表について（備蓄倉庫浸水対策
等検討業務委託）」ページからダウンロードできます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年10月11日㈫から令和４年10月17日㈪まで
とします。

　　�　（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時30分か
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ら正午まで及び午後１時から午後５時15分まで。）
　⑶　提出方法
　　　持参とします。
４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付、入札説明
書及び仕様書の配布並びに入札説明会
　⑴　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　　�　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書
を提出した者のうち参加資格があると認められた者
には、令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査
申請書の委任先メールアドレス宛て令和４年10月19
日㈬までに送付します。ただし、これが困難な場合
には下記の場所及び日時で直接交付します。

　　ア　日時
　　　�　令和４年10月19日㈬午後１時から午後５時15分

まで
　　イ　場所
　　　　３⑴に同じ
　⑵　入札説明書及び仕様書の交付
　　�　入札説明書及び仕様書は３⑴の場所において、３
⑵の期間で縦覧に供します。また、３⑴同様の方法
でインターネットからダウンロードできます。

　⑶　入札説明会
　　　実施しません。
５　仕様に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　　令和４年10月19日㈬から令和４年10月24日㈪まで
　　�　（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時30分か
ら正午まで及び午後１時から午後５時15分まで。）

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。様式の入手については３⑴と同様と
なります。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メールによります。
　　　E-mail　60kikika@city.kawasaki.jp
　⑸　回答期日・方法
　　�　令和４年10月26日㈬までに、一般競争入札参加資
格確認通知書を交付した全ての者に電子メールにて
送付します。

　⑹　その他
　　�　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合
には、FAXによります。

　　　FAX　044-200-3972
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書等について、虚
偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア　入札は契約金額の総額で行います。
　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額にこの金額の10％（消費税及び地方消費税）に
相当する額を加算した金額でもって落札価格とす
るので、入札者は見積もった契約金額の110分の
100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年10月31日㈪午前11時00分
　　イ　入札場所　
　　　　〒210-8577
　　　　川崎市川崎区東田町５－４
　　　　川崎市役所第３庁舎７階
　　　　危機管理本部危機対策部　災害対策本部室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行う場合があります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約の手続き等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金は､ 次のとおりとします｡
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情
報かわさき」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/
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index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

９　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は､ 入札説明書によります。
　⑶　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　　　───────────────────
川崎市公告第1086号
　　　道路位置の廃止について
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第
３号の規定による道路を次のとおり廃止します。
　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審
査課に備えて縦覧に供します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
築造主
住所・氏名

川崎市川崎区殿町３丁目15番９号
髙橋　正篤

道路位置の
地名・地番

川崎市川崎区殿町三丁目16番１、16番46
別図省略

幅　員
4.00メートル

延　長
29.75メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指　第609号
廃　止
年月日

令和４年
10月11日

　　　───────────────────
川崎市公告第1087号
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�日吉小学校ほか２校ＬＥＤ照明器具賃

貸借契約
　⑵　履行場所　川崎市幸区北加瀬１－37－１ほか２校
　⑶　履行期間　契約日から令和10年２月29日まで
　⑷　調達概要　仕様書によります。
　　�　なお、本契約は環境省で進めている脱炭素先行地
域づくりを推進するための事業であり、本事業には
地域脱炭素移行・再エネ推進補助金が別途交付され
ます。

２　競争入札参加資格
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿に業種「リース」ランク「Ａ」で登
録されていること。

３�　一般競争入札参加申込書の配布・提出及び仕様書等
の閲覧
　　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競
争入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴　配布・提出・仕様書等閲覧場所
　　　〒210－8577
　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市環境局脱炭素戦略推進室
　　　（川崎市役所第３庁舎17階）
　　　担当　大和田、中野
　　　電　話　044－200－1223
　　　ＦＡＸ　044－200－3921
　　�　一般競争入札参加申込書は、インターネットから
もダウンロードすることができます。（「入札情報か
わさき」の「入札情報」の物品の欄の「入札公表」
の中にあります「入札情報かわさき」http://www.
city.kawasaki.jp/233300/index.html。）

　⑵　配布・提出・仕様書等閲覧期間
　　　令和４年10月11日㈫から令和４年10月17日㈪まで
　　�　午前９時～午後５時（ただし、土曜日、日曜日及
び正午～午後１時を除く）

　⑶　提出方法
　　　持参
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度
川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メールア
ドレスに令和４年10月21日㈮までに送付します。
　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない
者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和４年10月21
日㈮午後５時まで配布します。
５　入札説明書及び仕様書の交付
　�　競争入札参加資格があると認めた者には、入札説明
書、仕様書及び質問書を当該委任先メールアドレスに
送付します。
　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない
者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和４年10月21
日㈮午後５時までに配布します。
６　仕様書等に関する質問・回答
　⑴　質問
　　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することが
できます。

　　�　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの
で御注意ください。

　　ア　質問書の配布
　　　　入札説明書の配布と同じ
　　イ　質問書の提出場所
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　　　　３⑴と同じ
　　ウ　質問書の提出期間
　　　　令和４年10月27日㈭まで
　　　�　午前９時～午後５時（ただし土曜日、日曜日及

び正午～午後１時を除く）
　　エ　質問書の提出方法
　　　ア　持参
　　　イ　ＦＡＸ
　　　ウ　メール
　　　　�　なお、ＦＡＸ又はメールにより提出した場合

は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願いま
す。

　　　　電　話　044－200－1223　
　　　　ＦＡＸ　044－200－3921
　　　　E-mail　30dtanso@city.kawasaki.jp

　⑵　回答
　　ア　回答日
　　　　令和４年11月７日㈪
　　イ　回答方法
　　　�　回答については、入札参加者から質問が出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にし
た質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争入札
参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに送
付します。

　　　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録してい
ない者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で配布し
ます。

　　　�　また、回答後の再質問は受付しません。
７　入札参加資格の喪失　
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次
のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し
ます。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
たさなくなったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　ア　入札書の提出日時　　令和４年11月11日㈮
　　　　　　　　　　　　　　午前10時30分
　　イ　入札書の提出場所　　川崎市役所第３庁舎16階
　　　　　　　　　　　　　　環境局会議室
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　開札の日時・場所
　　　８⑴アに同じ
　⑷　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った入札者を落札者とします。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機
関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金
の納付に代えることができます。

　　�　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合
は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵　前払金　　　　　　無
　⑶　契約書作成の要否　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入札情報
かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

10　その他
　⑴�　この委託契約において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑸　関連情報を入手するための照会窓口３⑴に同じ
　⑹�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当
該金額について減額又は削除があった場合は、この
契約を変更又は解除することができるものとします。

　　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その
損失の補償を川崎市に対して請求することができる
ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑺�　本契約については、本市がやむを得ない理由があ
ると認めた場合には、賃貸借物品の設置期限及び賃
貸借期間を変更することができます。

　　　───────────────────
川崎市公告第1088号
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�南加瀬小学校ほか３校ＬＥＤ照明器具

賃貸借契約
　⑵　履行場所　川崎市幸区南加瀬４－24－１ほか３校
　⑶　履行期間　契約日から令和10年２月29日まで
　⑷　調達概要　仕様書によります。
　　�　なお、本契約は環境省で進めている脱炭素先行地
域づくりを推進するための事業であり、本事業には
地域脱炭素移行・再エネ推進補助金が別途交付され
ます。

２　競争入札参加資格
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等
有資格業者名簿に業種「リース」ランク「Ａ」で登
録されていること。

３�　一般競争入札参加申込書の配布・提出及び仕様書等
の閲覧
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
入札参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出・仕様書等閲覧場所
　　　〒210－8577
　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市環境局脱炭素戦略推進室
　　　（川崎市役所第３庁舎17階）
　　　担当　大和田、中野
　　　電　話　044－200－1223　
　　　ＦＡＸ　044－200－3921
　　�　一般競争入札参加申込書は、インターネットから
もダウンロードすることができます。（「入札情報か
わさき」の「入札情報」の物品の欄の「入札公表」
の中にあります「入札情報かわさき」http://www.
city.kawasaki.jp/233300/index.html。）

　⑵　配布・提出・仕様書等閲覧期間
　　�　令和４年10月11日㈫から令和４年10月17日㈪まで
　　�　午前９時～午後５時（ただし、土曜日、日曜日及
び正午～午後１時を除く）

　⑶　提出方法
　　　持参
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度
川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メールア
ドレスに令和４年10月21日㈮までに送付します。
　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和４年10月21
日㈮午後５時まで配布します。
５　入札説明書及び仕様書の交付
　�　競争入札参加資格があると認めた者には、入札説明
書、仕様書及び質問書を当該委任先メールアドレスに
送付します。
　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない
者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和４年10月21
日㈮午後５時までに配布します。
６　仕様書等に関する質問・回答
　⑴　質問
　　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することが
できます。

　　�　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの
で御注意ください。

　　ア　質問書の配布
　　　　入札説明書の配布と同じ　
　　イ　質問書の提出場所
　　　　３⑴と同じ
　　ウ　質問書の提出期間
　　　　令和４年10月27日㈭まで
　　　�　午前９時～午後５時（ただし土曜日、日曜日及

び正午～午後１時を除く）
　　エ　質問書の提出方法
　　　ア　持参
　　　イ　ＦＡＸ
　　　ウ　メール
　　　　�　なお、ＦＡＸ又はメールにより提出した場合

は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願いま
す。

　　　　　電　話　044－200－1223　
　　　　　ＦＡＸ　044－200－3921
　　　　　E-mail　30dtanso@city.kawasaki.jp
　⑵　回答
　　ア　回答日
　　　　令和４年11月７日㈪
　　イ　回答方法
　　　�　回答については、入札参加者から質問が出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にし
た質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争入札
参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに送
付します。

　　　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録してい
ない者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で配布し
ます。

　　　　また、回答後の再質問は受付しません。
７　入札参加資格の喪失　
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次
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のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し
ます。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
たさなくなったとき。　

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　ア　入札書の提出日時　　令和４年11月11日㈮
　　　　　　　　　　　　　　午前11時00分
　　イ　入札書の提出場所　　川崎市役所第３庁舎16階
　　　　　　　　　　　　　　環境局会議室
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　開札の日時・場所
　　　８⑴アに同じ
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った入札者を落札者とします。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機
関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金
の納付に代えることができます。

　　�　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合
は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵　前払金　　　　　　無
　⑶　契約書作成の要否　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入札情報
かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

10　その他
　⑴�　この委託契約において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑸　関連情報を入手するための照会窓口３⑴に同じ
　⑹�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当
該金額について減額又は削除があった場合は、この
契約を変更又は解除することができるものとします。

　　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その
損失の補償を川崎市に対して請求することができる
ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑺�　本契約については、本市がやむを得ない理由があ
ると認めた場合には、賃貸借物品の設置期限及び賃
貸借期間を変更することができます。

　　　───────────────────
川崎市公告第1089号
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�川崎エコタウン会館ほか13施設廃蛍

光管等収集運搬・処分業務委託
　⑵　履行場所　　�川崎市川崎区水江町６－６ほか13施

設（詳細は別紙のとおり）
　⑶　履行期間　　�契約日から令和５年３月31日まで
２　競争入札参加資格
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「廃棄物関連業務」で登録されていること。

　⑷�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
廃蛍光管の運搬・処理業務の契約実績を有すること。
ただし、民間実績については、同等の契約実績を有
すること。　

　⑸�　一般廃棄物処理施設設置許可を取得しているこ
と。　

　⑹�　自社もしくは、上記⑶に登載されている子会社や
協力会社等資本関係がある業者で運搬が可能である
こと。

３�　一般競争入札参加申込書の配布・提出及び仕様書等
の閲覧
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
入札参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－8577
　　　川崎市川崎区宮本町１番地



（第1,853号）令和４年（2022年）10月25日川 崎 市 公 報

－ 3833 －

　　　川崎市環境局脱炭素戦略推進室
　　　（川崎市役所第３庁舎17階）
　　　大和田、中野
　　　電　話　044－200－1223　
　　　ＦＡＸ　044－200－3921
　　�　一般競争入札参加申込書及び図面関係を除く入札
関係書類は、インターネットからもダウンロードす
ることができます。

　　�　（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の欄
の「入札公表」の中にあります

　　�　「入札情報かわさき」https://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html。）

　⑵　配布・提出・仕様書等閲覧期間
　　�　令和４年10月11日㈫から令和４年10月17日㈪まで
　　�　午前９時～午後５時（ただし、土曜日、日曜日及
び正午～午後１時を除く）

　⑶　提出方法
　　ア　持参
　　イ　郵送
　　　�　なお、郵送により入札参加申込書を提出する場

合は、速やかに３⑴の所管課に必ず電話してくだ
さい。

　⑷　提出書類　
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　ウ　上記２⑸の許可証の写し　
　　エ�　上記２⑹の自社以外で運搬する場合、自社との

関係を確認できる書類
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度
川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メールア
ドレスに令和４年10月21日㈮までに送付します。
　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない
者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和４年10月21
日㈮午後５時まで配布します。
５　入札説明書及び仕様書の交付
　�　入札参加申込書を提出した者には、入札説明書、仕
様書を当該委任先メールアドレスに送付します。なお、
当該委任先メールアドレスを登録していない者には３
⑴の場所で提出日から令和４年10月21日㈮午後５時ま
で配布します。
　�　また、入札説明書及び仕様書は３⑴の場所及び提出
期間において閲覧に供します。
６　仕様書等に関する質問・回答
　⑴　質問
　　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することが
できます。

　　�　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの
で御注意ください。

　　ア　質問書の配布
　　　　入札参加申込書の配布と同じ　
　　イ　質問書の提出場所
　　　　３⑴と同じ
　　ウ　質問書の提出期間
　　　�　令和４年10月21日㈮から令和４年10月26日㈬ま

で
　　　　（ただし、土曜日、日曜日を除く）
　　　�　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時

を除く）
　　エ　質問書の提出方法
　　　ア　持参
　　　イ　ＦＡＸ
　　　ウ　メール
　　　　�　なお、ＦＡＸ又はメールにより提出した場合

は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願いま
す。

　　　　　電　話　044－200－1223　
　　　　　ＦＡＸ　044－200－3921
　　　　　E-mail　30tisui@city.kawasaki.jp
　⑵　回答
　　ア　回答日
　　　　令和４年11月１日㈫
　　イ　回答方法
　　　�　回答については、全ての質問及び回答を一覧表

にした質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争
入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレス
に送付します。

　　　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録してい
ない者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で配布し
ます。（午前９時～午後５時（ただし、正午～午
後１時を除く））

　　　　また、回答後の再質問は受付しません。
７　入札参加資格の喪失　
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次
のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し
ます。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
たさなくなったとき。　

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　　入札書の提出日時　　令和４年11月７日㈪
　　　　　　　　　　　　　午後２時00分
　　　入札書の提出場所　　川崎市役所第３庁舎16階
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　　　　　　　　　　　　　環境局会議室
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　開札の日時・場所
　　　８⑴に同じ
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とします。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　免除
　⑵　前払金　　　　　　無
　⑶　契約書作成の要否　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入札情報
かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

10　その他
　⑴�　この委託契約において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑷�　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ
別紙

履行場所
番号 施設名 住所
１ 川崎エコタウン会館 川崎市川崎区水江町６－６

２ 教育文化会館・川崎
図書館大師分館

川崎市川崎区大師駅前１－１
－５

３ 教育文化会館・川崎
図書館田島分館 川崎市川崎区追分町16－１

４ 川崎総合科学高等学
校 川崎市幸区小向仲野町５－１

５ 戸手小学校 川崎市幸区戸手本町１－165
６ 高津老人いこいの家 川崎市高津区久本３－６－22
７ 地域福祉施設ちどり 川崎市高津区久本３－６－22
８ 中央支援学校 川崎市高津区久本３－７－１
９ 末長老人いこいの家 川崎市高津区末長２－27－２

10 鷲ヶ峰老人いこいの
家 川崎市宮前区菅生ヶ丘32－10

11 川崎市岡本太郎美術
館 川崎市多摩区枡形７－１－５

12 白山中跡地体育施設 川崎市麻生区白山１－１
13 金程小学校 川崎市麻生区金程２－10－１

14 麻生小学校 川崎市麻生区上麻生３－24－
１

　　　───────────────────
川崎市公告第1090号
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�浮島埋立事業所ほか27施設廃蛍光管

等収集運搬・処分業務委託
　⑵　履行場所　　�川崎市川崎区浮島町523－１ほか27

施設（詳細は別紙のとおり）
　⑶　履行期間　　契約日から令和５年３月31日まで
２　競争入札参加資格
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「廃棄物関連業務」で登録されていること。

　⑷�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
廃蛍光管の運搬・処理業務の契約実績を有すること。
ただし、民間実績については、同等の契約実績を有
すること。　

　⑸�　一般廃棄物処理施設設置許可を取得しているこ
と。　

　⑹�　自社もしくは、上記⑶に登載されている子会社や
協力会社等資本関係がある業者で運搬が可能である
こと。

３�　一般競争入札参加申込書の配布・提出及び仕様書等
の閲覧
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
入札参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－8577
　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市環境局脱炭素戦略推進室
　　　（川崎市役所第３庁舎17階）大和田、中野
　　　電　話　044－200－1223　
　　　ＦＡＸ　044－200－3921
　　�　一般競争入札参加申込書及び図面関係を除く入札
関係書類は、インターネットからもダウンロードす



（第1,853号）令和４年（2022年）10月25日川 崎 市 公 報

－ 3835 －

ることができます。
　　�　（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の欄
の「入札公表」の中にあります

　　�　「入札情報かわさき」http://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html。）

　⑵　配布・提出・仕様書等閲覧期間
　　�　令和４年10月11日㈫から令和４年10月17日㈪まで
　　�　午前９時～午後５時（ただし、土曜日、日曜日及
び正午～午後１時を除く）

　⑶　提出方法
　　ア　持参
　　イ　郵送
　　　�　なお、郵送により入札参加申込書を提出する場

合は、速やかに３⑴の所管課に必ず電話してくだ
さい。

　⑷　提出書類　
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し　
　　ウ　上記２⑸の許可証の写し　
　　エ�　上記２⑹の自社以外で運搬する場合、自社との

関係を確認できる書類
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度
川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メールア
ドレスに令和４年10月21日㈮までに送付します。
　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない
者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和４年10月21
日㈮午後５時まで配布します。
５　入札説明書及び仕様書の交付
　�　入札参加申込書を提出した者には、入札説明書、仕
様書を当該委任先メールアドレスに送付します。なお、
当該委任先メールアドレスを登録していない者には３
⑴の場所で提出日から令和４年10月21日㈮午後５時ま
で配布します。
　�　また、入札説明書及び仕様書は３⑴の場所及び提出
期間において閲覧に供します。
６　仕様書等に関する質問・回答
　⑴　質問
　　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することが
できます。

　　�　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの
で御注意ください。

　　ア　質問書の配布
　　　　入札参加申込書の配布と同じ　
　　イ　質問書の提出場所
　　　　３⑴と同じ
　　ウ　質問書の提出期間

　　　�　令和４年10月21日㈮から令和４年10月26日㈬ま
で

　　　　（ただし、土曜日、日曜日を除く）
　　　�　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時

を除く）
　　エ　質問書の提出方法
　　　ア　持参
　　　イ　ＦＡＸ
　　　ウ　メール
　　　　�　なお、ＦＡＸ又はメールにより提出した場合

は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願いま
す。

　　　　　電　話　044－200－1223　
　　　　　ＦＡＸ　044－200－3921
　　　　　E-mail　30tisui@city.kawasaki.jp
　⑵　回答
　　ア　回答日
　　　　令和４年11月１日㈫
　　イ　回答方法
　　　�　回答については、全ての質問及び回答を一覧表

にした質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争
入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレス
に送付します。

　　　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録してい
ない者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で配布し
ます。（午前９時～午後５時（ただし、正午～午
後１時を除く））

　　　　また、回答後の再質問は受付しません。
７　入札参加資格の喪失　
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次
のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し
ます。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
たさなくなったとき。　

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　　入札書の提出日時　　令和４年11月７日㈪
　　　　　　　　　　　　　午後２時30分
　　　入札書の提出場所　　川崎市役所第３庁舎16階
　　　　　　　　　　　　　環境局会議室
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　開札の日時・場所
　　　８⑴に同じ
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
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予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とします。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　免除
　⑵　前払金　　　　　　無
　⑶　契約書作成の要否　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入札情報
かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

10　その他
　⑴�　この委託契約において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑷�　関連情報を入手するための照会窓口３⑴に同じ
別紙

履行場所
番号 施設名 住所
１ 浮島埋立事業所 川崎市川崎区浮島町523－１

２ 渡田こども文化セン
ター 川崎市川崎区渡田１－15－５

３ 下平間小学校 川崎市幸区下平間175
４ 日吉小学校 川崎市幸区北加瀬１－37－１
５ 夢見ヶ崎小学校 川崎市幸区南加瀬２－13－１
６ 南加瀬小学校 川崎市幸区南加瀬４－24－１

７ 南河原こども文化セ
ンター 川崎市幸区都町74－２

８ 下平間こども文化セ
ンター 川崎市幸区下平間70－１

９ 北加瀬こども文化セ
ンター 川崎市幸区北加瀬２－12－12

10 東小倉小学校 川崎市幸区東小倉１－１

11 幸区役所庁舎 川崎市幸区戸手本町１－11－
１

12 苅宿小学校 川崎市中原区苅宿25－１
13 南原小学校 川崎市高津区上作延796
14 高津中学校 川崎市高津区久本３－11－２
15 大山街道ふるさと館 川崎市高津区溝口３－13－３
16 高津市民館 川崎市高津区溝口１－４－１
17 平中学校 川崎市宮前区平３－15－１
18 多摩生活環境事業所 川崎市多摩区枡形１－14－１
19 トイレ（枡形山広場）川崎市多摩区生田緑地内

20 身障者トイレ（枡形山広場） 川崎市多摩区生田緑地内

21 王禅寺こども文化セ
ンター

川崎市麻生区王禅寺東５－32
－15

22 百合丘こども文化セ
ンター

川崎市麻生区百合丘１－11－
２

23 片平こども文化セン
ター 川崎市麻生区片平５－25－１

24 岡上こども文化セン
ター 川崎市麻生区岡上３－13－１

25 岡上小学校 川崎市麻生区岡上675－１
26 金程中学校 川崎市麻生区金程３－16－１
27 岡上わくわくプラザ 川崎市麻生区岡上675－１

28 北部都市基盤整備事
務所 川崎市麻生区古沢120

　　　───────────────────
川崎市公告第1091号
　一般競争入札について次のとおり公告します。　
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　業務件名
　　�　多摩区総合庁舎開放型スプリンクラー設備長寿命
化整備業務委託

　⑵　履行場所　
　　　川崎市多摩区登戸1775番地１
　⑶　履行期間　
　　　契約日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　多摩区総合庁舎設置されている開放型スプリンク
ラー設備の部品交換及び整備業務を行う。

２　一般競争入札参加資格　
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種「施
設維持管理」種目「消火設備保守点検」に登録され
ている者。

　⑶�　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿に、地域
区分「市内」で登録されている者。

　⑷�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す
る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による
中小企業者であること。

　⑸�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。　

　⑹�　過去５年間で、本市又は他官公庁において業務の
実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び
問合せ先　
　�　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般
競争入札参加資格確認申請書、契約実績を証する書類
（契約書の写しや実績一覧表等）を提出してください。
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　⑴　配布・提出場所及び問合せ先　
　　　〒214-8570　川崎市多摩区登戸1775番地１
　　　多摩区役所まちづくり推進部総務課
　　　電　話　044-935-3125（直通）
　　　ＦＡＸ　044-935-3391
　　　電子メール　71soumu@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間　
　　�　令和４年10月11日㈫から令和４年10月17日㈪まで
の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
までとします。（ただし、土曜日、日曜日、祝日等
の本市閉庁日を除く）

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明会及び入札説明書　
　⑴　入札説明会
　　　実施しません。　
　⑵　入札説明書の交付　
　　�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及
び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３
⑴　配布・提出場所及び問合せ先の場所において、
３⑵　配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希
望者には印刷物を配布します。また、川崎市のホー
ムページ「入札情報かわさき」において、本件の公
表情報詳細のページからダウンロードできます。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付　
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格　確認通知書を交付し
ます。　
　⑴　日時
　　　令和４年10月20日㈭　午後１時から午後５時まで
　　�　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に
電子メールのアドレスを登録している場合は、令和
４年10月20日㈭　午後５時までに電子メールで配信
されます。

　⑵　場所
　　　３⑴　配布・提出場所及び問合せ先に同じ。
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴　配布・提出場所及び問合せ先に同じ。
　⑵　質問受付期間　
　　�　令和４年10月20日㈭から令和４年10月26日㈬まで
の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日等の
本市閉庁日を除きます。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。
　　ア　電子メール　71soumu@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044-935-3391
　⑸　回答方法　
　　�　令和４年11月２日㈬午後５時までに、一般競争入
札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メー
ル又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、この
入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関
しては回答しません。

７　競争入札参加資格の喪失　
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各
号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に
ついて、虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する　金額を入札書に
記載してください。　

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封　印して持参し
てください。　

　　ウ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金
額に、消費税及び地方消費税に相　当する額（入
札書に記載した金額の10％）を加算した金額を
もって契約金額とします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時
　　　　令和４年11月９日㈬午前10時00分
　　イ　入札場所
　　　　多摩区役所11階1102会議室
　⑶　入札書の提出方法　
　　　持参とします。　
　⑷　入札保証金　
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続き等
　⑴　契約保証金は､ 次のとおりとします｡
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　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免
除します。

　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ
ればなりません。

　⑵　前払金
　　　否
　⑶　契約書作成の要否　
　　　必要とします。
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情
報かわさき」及び３⑴　配布・提出場所及び問合せ
先の場所で閲覧することができます。　

10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。　

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴　配布・
提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、
質問書の様式が添付されている入

　　�　札説明書は、川崎市のホームページ「入札情報か
わさき」において、本件の公表情報詳細のページか
らダウンロードできます。

　⑷�　本委託は、工期を変更（令和５年12月22日限り）
することがあります。この場合、工期の変更には令
和５年第１回川崎市議会定例会における、繰越明許
の予算の議決を要します。

　　　───────────────────
川崎市公告第1092号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　契約名
　　　ＧＩＧＡ端末事故防止支援業務委託契約
　⑵　履行期間
　　　契約締結日から令和５年３月31日㈮まで
　⑶　履行場所
　　�　川崎市総合教育センター情報・視聴覚センター、
各市立学校及び受注者の事業所

　⑷　委託業務の概要
　　�　「ＧＩＧＡ端末事故防止支援業務委託　仕様書」
（以下「仕様書」という。）及び「ＧＩＧＡ端末事故
防止支援業務委託　入札説明書」（以下「入札説明書」
という。）によります。

２　入札参加資格
　�　本件入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしている必要があります。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市委託有資格業者名簿の業種
「電算関連業務」に登載されていること。

　⑶�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更
生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律
第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ
ていない者であること。

　⑷�　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指
名停止の措置を受けていないこと。

３�　入札参加資格確認申請書等の配布・提出場所及び問
合せ先
　⑴　入札関係書類の配布について
　　�　本件入札に関する仕様書及び入札説明書は、次に
より配布いたします。

　　ア　配布期間
　　　�　令和４年10月11日㈫９時から令和４年11月４日

㈮17時まで
　　イ　配布方法
　　　�　次のサイトからのダウンロードにより配布いた

します。
　　　�　https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000143574.

html
　⑵　入札関係書類の提出及び問合せ先について
　　�　本件入札に参加を希望する者は、次により「入札
参加資格確認申請書（様式１）」を提出してください。

　　ア　提出場所及び問合せ先
　　　　〒213-0001　川崎市高津区溝口６－９－３
　　　　川崎市総合教育センター情報・視聴覚センター
　　　　担当：國分・関口
　　　　電話　044－844-3652（直通）
　　　　電子メール：88zyojoc@city.kawasaki.jp
　　イ　提出期間
　　　�　令和４年10月11日㈫から令和４年10月17日㈪ま

で
　　　�　休庁日を除く毎日９時から12時まで及び13時か

ら17時まで
　　ウ　提出物
　　　　入札参加資格確認申請書
　　エ　入札参加資格確認申請書の提出方法
　　　　持参又は郵送とします。
４　入札の手続
　⑴　日程の概要
　　　入札手続の日程概要は次のとおりです。
　　ア　入札参加資格確認結果通知書の送付
　　　　令和４年10月19日㈬
　　イ　仕様等に関する質問の提出期限
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　　　　令和４年10月26日㈬
　　ウ　仕様等に関する質問への回答
　　　　令和４年10月31日㈪
　　エ　入札及び開札
　　　　令和４年11月７日㈪
　⑵　日程の詳細
　　　日程の詳細は次のとおりです。
　　ア　入札参加資格確認結果通知書の送付
　　　�　入札参加資格確認申請書を提出した参加希望者

には、次のとおり「入札参加資格確認結果通知書
（様式２）」を送付します。

　　　ア　送付日
　　　　　令和４年10月19日㈬
　　　イ　送付方法
　　　　　電子メールにより送付します。
　　イ　仕様等に関する質問
　　　ア　質問の方法
　　　　�　本件契約に係る仕様書等の内容に疑義がある

場合は、「質問書（様式３）」に必要事項を記入
の上、３⑵アの問合せ先のアドレス宛てに電子
メールで送付してください。

　　　　�　なお、送付の際は、必ず受信確認を要求して
ください。また、入札参加者以外からの質問及
び仕様書等以外に関する質問は受け付けません
ので御注意ください。

　　　イ　質問の受付期間
　　　　　令和４年10月26日㈬17時まで
　　　ウ　回答
　　　　�　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

全ての質問及びその回答を一覧表にした質問回
答書を、令和４年10月31日㈪17時までに全参加
者宛てに電子メールで送付します。なお、回答
に対する再質問は受け付けません。

　　ウ　入札参加資格の喪失
　　　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前

に上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、
入札参加資格を喪失します。

　　エ　入札及び開札
　　　ア　入札の方法等　
　　　　ａ　入札は総価で行います。
　　　　ｂ�　入札書に記載する金額には、法令所定の消

費税額及び地方消費税額を含まないものとし
ます。消費税額及び地方消費税額は、契約の
際に加算します。

　　　　ｃ�　入札は所定の入札書をもって行います。入
札書は入札件名を記載した封筒に入れ、封印
して提出してください。　

　　　　ｄ�　入札書の提出方法は、持参とします。

　　　イ　入札及び開札の日時等
　　　　ａ　日時
　　　　　　令和４年11月７日㈪　10時
　　　　ｂ　場所
　　　　　　川崎市高津区溝口６－９－３
　　　　　　川崎市教育委員会総合教育センター
　　　　　　３階第５研修室
　　　ウ　入札保証金
　　　　　入札保証金は、免除とします。
　　　エ　入札及び開札に立ち会う者に関する事項
　　　　�　入札及び開札に立ち会う者は、入札参加資格

確認通知書を必ず持参してください。
　　　　�　また、入札及び開札に立ち会う者は、入札者

又はその代理人とします。代理人が入札及び開
札に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開
札の立会いに関する権限を委任されたことを示
す委任状を入札前に提出してください。

　　　オ　落札者の決定方法
　　　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成

した予定価格の範囲内で、最低の価格をもって
有効な入札を行った者を落札者とします。ただ
し、著しく低価格の場合は、調査を行うことが
あります。

　　　カ　再度入札の実施
　　　　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行

います。ただし、その入札が川崎市競争入札参
加者心得第７条の規定により無効とされた者及
び開札に立ち会わない者は除きます。

　　　キ　入札の無効
　　　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及

び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入
札は、これを無効とします。

５　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約保証金は、契約金額の10％とします。ただし、
川崎市契約規則第33条各号のいずれかに該当する場
合は、契約保証金の全部又は一部を免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　契約書の作成を要します。
　⑶　入札及び契約に関する条例等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
内の「契約関係規定」及び「川崎市例規集」におい
て閲覧することができます。

６　その他
　⑴　入札の延期及び中止
　　�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
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ります。
　⑵　言語及び通貨
　　�　本件入札及び契約において使用する言語及び通貨
は、日本語及び日本国通貨に限ります。

⑶　公告に定めのない事項
　　�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。
　　　───────────────────
川崎市公告第1093号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月12日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 多摩区内主要地方道世田谷町田舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市多摩区枡形４丁目３番地先

履行期間 契約日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時におけ
る本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」
に登録があること。
⑻�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑼　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑽　舗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑾　監理技術者資格者証（業種「舗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月08日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）
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入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 市道久末175号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市高津区久末488番地先

履行期間 契約日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。
⑹　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されていること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑽　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月26日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 餅井坂陸橋橋りょう長寿命化修繕工事

履行場所 川崎市麻生区東百合丘３丁目１番地先

履行期間 契約日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
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参 加 資 格

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「橋りょう」ランク「Ｃ」で
登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月26日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に
付する事項

件　　名 市道千代ヶ丘126号線道路補修（自由勾配側溝）工事

履行場所 川崎市麻生区千代ヶ丘４丁目９番地先

履行期間 契約日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｄ」で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月26日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件５）

競争入札に
付する事項

件　　名 宮前区総合庁舎シャッター改修工事

履行場所 川崎市宮前区宮前平２丁目20番地５

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建具」種目「シャッター取付」で登録さ
れていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　建具工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「建具」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年11月９日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に
付する事項

件　　名 小杉町ポンプ場水中ポンプ更新工事

履行場所 川崎市中原区小杉町３丁目271番地先

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録されて
いること。
⑸　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑹　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑺　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。
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契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年10月28日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に
付する事項

件　　名 宮前区野川南耕地ふれあい公園調整池ポンプ設備改良工事

履行場所 川崎市宮前区南野川２丁目32番地内

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「その他の機械設置」で登録
されていること。
⑸　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑹　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑺　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。
　�　なお、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更することが
できます。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年10月28日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に
付する事項

件　　名 幸スポーツセンター給水設備改修工事

履行場所 川崎市幸区戸手本町１丁目11番地３

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
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参 加 資 格

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川
崎市上下水道指定）」ランク「Ｂ」で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「管」）を配置できること。
⑽　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年11月２日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）　

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1094号
　　　道路位置の廃止について
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第
５号の規定による道路を次のとおり廃止します。
　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審
査課に備えて縦覧に供します。
　　令和４年10月12日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

築造主
住所・氏名

川崎市多摩区登戸2202番地１
川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業
施行者
川崎市　代表者　川崎市長　福田　紀彦

道路位置の
地名・地番

多摩区登戸�２５２７－１１、２５２９
－５の各一部、５２７－５、
２５２７－９、２５２７
－１０、２５２８－４、
２５２８－５、２５２８－６、
２５２８－７、２５２９－７、
２５２９－９

別図省略

幅　員
4.50メートル

延　長
42.30メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指　第611号
廃　止
年月日

令和４年
10月12日

　　　───────────────────
川崎市公告第1095号
　　　道路位置の廃止について
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第
３号の規定による道路を次のとおり廃止します。
　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審
査課に備えて縦覧に供します。
　　令和４年10月12日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

築造主
住所・氏名

川崎市多摩区登戸2202番地１
川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業
施行者
川崎市　代表者　川崎市長　福田　紀彦

道路位置の
地名・地番

多摩区登戸�２５０１－２、２５０１－５、
２５０１－６、２５０１－
１０、２５０１－１２、
２５０２－６、２５０９－３、
無地番地の各一部、２５０１
―７、２５０１－７、
２５０１－８、２５０１－９、
２５０１－１１

別図省略

幅　員
4.5メートル

延　長
34.70メートル

以下余白 以下余白
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川崎市指令ま建指　第610号
廃　止
年月日

令和４年
10月12日

　　　───────────────────
川崎市公告第1096号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の
規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公
告します。
　　令和４年10月12日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　工事を完了した開発区域の名称及び面積
　　川崎市川崎区昭和１丁目68番３
　　　　　　　　　　　　　　　ほか１筆
　　　　　　　　　　　　　　　　1,012平方メートル
２　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　東京都千代田区丸の内２- ４- １

　　株式会社オープンハウス・ディベロップメント
　　代表取締役　福岡良介
３　予定建築物の用途
　　一戸建ての住宅
　　計画戸数：９戸
４　開発許可年月日及び許可番号
　　令和４年１月17日
　　川崎市指令ま宅審　イ第92号
　　令和４年９月８日
　　川崎市指令ま宅審　イ第56号（変更）
　　　───────────────────
川崎市公告第1097号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度学校給食児童用白衣

履行場所 川崎市立学校

履行期間 令和５年３月31日

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「衣料用品」に登載され
ており、Ａ又はＢの等級に格付されていること。
⑷　平成24年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。
　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。
　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でもかまいません。
⑸　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。
⑹�　この購入（製造）物品の納入後、不良品についてすべて責任をもって無償で修理又は交換できる
こと。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係
〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階
電話番号　044－200－2092

入札日時等 令和４年11月30日11時00分（川崎市役所入札室　砂子平沼ビル７階）

入札保証金 　　要

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は契約課ホームページ　「入札情報　かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1098号
　　　（仮称）小杉町二丁目開発計画に係る事後
　　　調査報告書（供用時その２）について
　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条
例第48号）第34条第１項の規定に基づく事後調査報告書
の提出がありましたので、同条例第35条の規定に基づき、
その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規則

（平成12年川崎市規則第106号）第39条で定める事項につ
いて次のとおり公告します。
　　令和４年10月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　事後調査報告書（供用時その２）について
１　指定開発行為者
　・東京都中央区日本橋室町三丁目２番１号
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　　三井不動産レジデンシャル株式会社
　　代表取締役社長　嘉村　徹
　・神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地８
　　ENEOS不動産株式会社
　　代表取締役社長　丹羽　逸夫
２　指定開発行為の名称及び種類
　⑴　名称
　　　（仮称）小杉町二丁目開発計画
　⑵　種類
　　�　都市計画法第４条第12項に規定する開発行為（第
３種行為）

　　　高層建築物の新設（第１種行為）
　　　住宅団地の新設（第１種行為）
　　　商業施設の新設（第３種行為）
　　　大規模建築物の新設（第１種行為）
３　事後調査報告書の要旨
　　第１章　指定開発行為の概要
　　第２章　�条例環境影響評価書に掲げる事後調査計画

の概要　
　　第３章　事後調査結果（緑の質）
４　事後調査報告書の写しの縦覧の期間、場所及び時間
　⑴　期間
　　　令和４年10月14日㈮から令和４年11月14日㈪まで
　　　土曜、日曜及び祝日は除く。
　⑵　場所
　　　中原区役所及び環境局環境対策部環境評価課
　　　（市役所第３庁舎15階）
　⑶　時間
　　　午前８時30分から午後５時まで
　　　───────────────────
川崎市公告第1099号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　教職員人事評価システム機器賃貸借契約
　⑵　履行場所
　　　川崎市総合教育センター
　　　川崎市高津区溝口六丁目９－３
　⑶　履行期限　
　　　令和５年３月１日から令和10年２月29日まで
　⑷　調達物品の概要　
　　　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　本件入札に参加を希望するには、次の事項を全て満
たしている必要があります。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指
名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等
有資格業者名簿の業種「リース」に登録され、かつ
ランクＡ又はＢに格付けされていること。

　⑷�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更
生手続き開始の申立て又は民事再生法（平成11年法
律第225号）に基づく再生手続き開始の申立てがな
されていない者であること。

３�　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の
配布及び提出
　�　本件入札に参加を希望する者は、次により「入札参
加資格確認申請書（様式１）」を提出してください。
　⑴　提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６
　　　明治安田生命ビル２階
　　　川崎市教育委員会事務局職員部教職員人事課
　　　担当：永井
　　　電話　044－200－0366（直通）
　　　電子メール：88kyojin@city.kawasaki.jp
　⑵　提出期間
　　�　令和４年10月17日㈪から令和４年10月21日㈮17時
まで（必着）

　⑶　提出物
　　　入札参加資格確認申請書
　⑷　入札参加資格確認申請書の提出方法
　　　電子メール又は郵便による提出とします。
　　�　電子メールの場合は、ＰＤＦ形式のファイルを10
月21日17時までに送付するものとし、併せて原本を
郵送にて送付してください。

　　�　電子メール又は郵便ともに、電話にて到着確認を
行ってください。

　⑸　仕様書等の縦覧
　　�　本契約に係る仕様書及び入札説明書は、７⑴の場
所に置いて、入札参加資格確認申請書の提出期間中、
配布するほか、以下のＵＲＬのウェブページ内で公
開します。

　　�　https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000144166.
html

４　入札の手続き
　⑴　日程の概要
　　　入札手続の日程概要は次のとおりです。
項目 日程
入札参加資格確認結果通知書の送付 令和４年10月25日㈫
仕様等に関する質問の提出期限 令和４年10月27日㈭
仕様等に関する質問への回答 令和４年11月１日㈫
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カタログ等の提出 令和４年11月７日㈪
入札及び開札 令和４年11月10日㈭
　⑵　日程の詳細
　　　日程の詳細は次のとおりです。
　　ア　入札参加資格確認結果通知書の送付
　　　�　入札参加資格確認申請書を提出し、書面審査に

よって入札参加資格があると確認できた参加希望
者には、次のとおり「入札参加資格確認結果通知
書（様式２）」を送付します。

　　　ア　送付日
　　　　　令和４年10月25日㈫
　　　イ　送付方法
　　　　　電子メール及び郵便にて送付します。
　　イ　仕様等に関する質問
　　　ア　質問の方法
　　　　�　本説明書及び仕様書等の配布書類の内容に疑

義がある場合は、「教職員人事評価システム機
器賃借契約　質問書（様式３）」に必要事項を
記入の上、電子メールにて送付してください、

　　　イ　質問の受付期間
　　　　�　令和４年10月25日㈫９時から令和４年10月27

日㈭17時まで
　　　ウ　回答
　　　　�　令和４年11月１日㈫までに、質問者名を伏せ

た上で、全ての質問及び回答を全参加者宛てに
電子メールにて送付します。

　　ウ　カタログ等の提出
　　　�　入札参加者は、納品予定の機器の性能等を把握

できるカタログ等を、次のとおり提出してくださ
い。

　　　ア　提出期限
　　　　　令和４年11月７日㈪17時まで（必着）
　　　イ　提出方法
　　　　�　持参、郵送及び電子メールによる提出としま

す。
　　　　�　持参及び郵送の場合は、提出場所は７⑴のと

おりとします。
　　　　�　電子メールの場合は、ＰＤＦ形式のファイル

を送付してください。
　　　ウ　疑義に関する説明
　　　　�　提出されたカタログ等の内容について、仕様

書に規定する性能を満たすか否か疑義が生じた
場合、本市から説明を求めることがあります。

　　エ　入札及び開札
　　　ア　入札の方法
　　　　ａ�　入札は５年間のリース総額で行います。な

お、リース総額は１円未満の端数を切り捨て

たリース月額に60を乗じた額とします。
　　　　ｂ�　入札書に記載する金額には、法令所定の消

費税及び地方消費税を含まないものとします。
消費税額及び地方消費税額は、契約の際に加
算します。

　　　　ｃ�　入札は所定の入札書をもって行います。入
札書は入札件名を記載した封筒に入れ、封印
して提出してください。

　　　　ｄ�　入札書の提出方法は、持参又は郵送としま
す。

　　　イ　持参による入札及び開札の日時
　　　　ａ　日時
　　　　　　令和４年11月10日㈭13時30分
　　　　ｂ　場所
　　　　　　川崎市川崎区宮本町３番地３
　　　　　　第４庁舎４階第３会議室
　　　ウ　郵送による入札の期日等
　　　　ａ　期限
　　　　　　令和４年11月９日㈬　17時　必着
　　　　ｂ　宛先
　　　　　　７⑴のとおり
　　　　ｃ　注意事項
　　　　　�　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定

の入札書を入れて封印し、当該封筒に件名と
「入札書在中」の文言を明記し、必ず書留郵
便にて送付してください。また、電話にて到
着確認を行ってください。

　　　エ　入札保証金
　　　　　入札保証金は免除します。
　　　オ　入札及び開札に立ち会う者に関する事項
　　　　�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はそ

の代理人とし、入札参加資格確認結果通知書を
必ず持参してください。代理人が入札及び開札
に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札
の立ち合いに関する権限を委任されたことを示
す委任状を入札前に提出してください。

　　　カ　落札者の決定方法
　　　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成

した予定価格の範囲内で、最低の価格をもって
有効な入札を行った者を落札者とします。ただ
し、著しく低価格の場合は、調査を行うことが
あります。

　　　キ　再度入札の実施
　　　　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行

います。ただし、その入札が川崎市競争入札参
加者心得第７条の規定により無効とされた者及
び開札に立ち会わない者は除きます。

　　　ク　入札の無効
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　　　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及
び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入
札は、これを無効とします。

５　契約手続き等
　⑴　契約保証金
　　�　契約保証金は、川崎市契約規則（昭和39年川崎市
規則第28号）第33条第５号の規定により、納付を免
除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　契約書の作成を要します。
　⑶　入札及び契約に関する条例等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
において閲覧することができます。

６　その他
　⑴　言語及び通貨
　　�　本件入札及び契約において使用する言語及び通貨
は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　本入札説明書に定めのない事項
　　�　本入札説明書に定めるもののほか、川崎市契約条
例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得
の定めるところによります。

　⑶�　予算の減額又は削除があった場合の契約の変更又
は解除

　　ア�　本市は、翌年度以降における所要の予算の該当
金額について減額又は削除があった場合は、本件
契約を変更又は解除することができるものとしま
す。

　　イ�　アに規定する場合において本市が本件契約を解
除し、受注者に損失が生じた場合は、受注者はそ
の損失の補償を本市に対して請求することができ
るものとします。この場合における補償額は、本
市と受注者とが協議して定めるものとします。

　　　───────────────────
川崎市公告第1100号
　プロポーザル方式の実施について次のとおり公告しま
す。
　　令和４年10月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　本企画提案について
　�　本市では、令和４年３月に「川崎市DX（デジタル・
トランスフォーメーション）推進プラン」を策定し、
その中で「デジタルデバイド対策」を重点取組事項に
定め、めざす姿として、「市民のICTリテラシーの向
上を図り、年齢等を問わず等しく市民がデジタル技術
を活用することによる利益を享受できるように」する
とし、地域のデジタル人材と連携して取組を進めるこ

ととしています。
　�　本委託は、手続のオンライン化や窓口のデジタル化
など、本市が推進するDXによる恩恵を多くの人が享
受できるようにするため、７区において３回ずつス
マートフォンに関する講座、教室等を実施するもので
す。
　�　「デジタルデバイド対策」を効果的に実施するため
には、スマートフォンを使い慣れていない市民に向け、
わかりやすく、ニーズの多い内容を盛り込んだ講座や
教室とする必要があることから、これまで川崎市にお
いてデジタルデバイド対策関連講座を行ってきた事業
者、法人を対象とし、その経験やノウハウを生かした
企画案を採択することで、内容の充実した講座、教室
を効率的に行うことが可能となります。このため、参
加を希望した事業者、法人から企画案を募集し、最も
優れた企画案を提案した事業者、法人と随意契約を行
います。
２　件名
　�　令和４年度デジタルデバイド対策関連講座等実施委
託
３　委託期間
　　契約締結日から令和５年３月31日まで
４　履行場所　
　川崎市内のべ21拠点
５　委託業務の内容等
　�　別紙「令和４年度デジタルデバイド対策関連講座等
実施委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり。
６　参加資格
　�　この企画提案に参加するには、次の事項を全て満た
している必要があります。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　提案期日において、令和３・４年度業務委託有資
格業者名簿の業種「その他業務」、種目「催物会場
設営及びイベント，運営・企画」に登載されている
こと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　市内中小企業者若しくは、主たる事務所の所在地
が川崎市内となっているNPO法人、社会福祉法人、
一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人又は公
益社団法人（以下事業者等）であること。

　⑸�　過去５年間に川崎市内において類似の事業の実績
があること。

７　公募手続
　�　本公募に参加を希望する者は、次により参加意向申
出書のほか、上記６の⑸を証する書類（写し可）を提
出しなければなりません。また、参加意向申出書等関
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係資料の交付及びその提出は、次のとおりとします。
　⑴　参加意向申出書等の交付、提出及び問合せ先
　　　〒210－8577
　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市役所第３庁舎９階
　　　総務企画局情報管理部情報化施策推進室
　　　庶務・企画調整担当
　　　電話　　044－200－2109（直通）
　　　ＦＡＸ　044－200－3752
　　　電子メール　17jouhou@city.kawasaki.jp
　　　※�「参加意向申出書」等は、川崎市総務企画局情

報管理部情報化施策推進室のホームページから
ダウンロードも可能です。https://www.city.
kawasaki.jp/170/page/0000143934.html

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年10月14日㈮から令和４年10月25日㈫まで
とします（８時30分から正午まで及び13時から17時
まで（土日を除く。））。

　⑶　提出方法
　　�　持参又は郵送（いずれの場合も、令和４年10月25
日㈫17時までに、必要な書類全てが川崎市役所総務
企画局情報管理部情報化施策推進室に確実に到着す
る必要があります。）

　⑷　公募への参加指名の通知
　　�　参加意向申出書及び資格確認資料に基づき応募資
格を確認後、提案資格確認結果通知書を令和４年10
月28日㈮までにメールにて送付します。

　⑸　質問と回答
　　�　仕様書の内容についての質問は、質問書により、
電子メールにて受け付けます。なお、電話・ファッ
クスでの質疑応答は行いませんので注意ください。

　　ア　受付期間
　　　�　令和４年10月14日㈮８時30分～令和４年11月４

日㈮17時
　　イ　回答
　　　�　令和４年11月９日㈬17時までに参加資格がある

全ての法人に電子メールにて回答いたします。
８　企画提案のための必要書類
　�　次の書類を提出してください。また、提出書類をも
とにプレゼンテーションを行っていただきますので、
別紙「選定評価基準（様式３）」を踏まえて作成いた
だくようご留意ください。
　⑴　企画提案書
　　�　別紙仕様書に基づき作成する企画提案書には、次
の事項を盛り込んでください。（順番は問いません。）

　　ア　今回の業務に対する基本方針
　　イ　実施体制
　　　ア　構成員の人員及び役割分担

　　　イ　これまでの実施経験（実施数、実施講座内容）
　　ウ�　川崎市のデジタルデバイド対策に関する現状の

分析
　　　�　本市のデジタルデバイド対策における現状の分

析と、具体的な課題の抽出
　　エ�　「スマホ初心者向け、より便利になるためのス

マートフォン講座」の実施内容
　　オ　「スマホ何でも相談会」の実施内容
　　カ　「川崎市民に必要なスマホ教室」の実施内容
　　　�　ウの分析、課題から、どのようなスマホ教室を

行うべきか、具体的に提示すること
　　キ　その他自由提案
　⑵　概算見積書
　　�　見積額とその積算の根拠を示し、企画内容は見積
額と整合が取れたものとしてください。

　　　※�企画提案書等作成に伴う費用は提案者の負担と
します。また、御提出いただいた企画提案書は
返却いたしません。

９　提出書式
　⑴　書式
　　ア　企画提案書及び概要見積書の書式は任意です。
　　イ　全てＡ４サイズで作成してください。
　　ウ　資料はPDF化して提出してください。
　　※�なお、ページ内に事業者名、法人名を入れないで

ください。
　⑵　枚数
　　�　提出書類の枚数は、上記「８⑵」以外を全て含め
て15枚以内とします。

10　提出方法・日時・提出先
　⑴　企画提案書等の提出方法
　　　電子メールにてPDFデータを送付
　⑵　企画提案書等の提出期限
　　　令和４年11月15日㈫午後５時まで（必着）
　　　※�期日に遅れた場合はいかなる理由があっても受

領できません。
　⑶　提出先のメールアドレス　
　　　17jouhou@city.kawasaki.jp
　　　（川崎市総務企画局情報管理部情報化施策推進室）
11　企画提案会
　⑴　日時
　　　令和４年11月21日㈪
　　�　（時間及び開催場所については、提案者へ別途通
知します。）

　　　※�提案者が多数いる場合は、令和４年11月18日㈮
～ 11月22日㈫で、本市と提案者で相談の上、
日程を調整する。

　⑵　選考方法
　　�　選考は、本市が設置するプロポーザル評価委員会
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において実施します。
　⑶　プレゼンテーション
　　ア�　プレゼンテーションは、上記「10　提出方法・

日時・提出先」で提出された資料に基づき、20分
以内（質疑応答10分を含む。）で行います。

　　イ�　契約後に本業務に携わる人が企画提案書及び提
案資料の作成及びプレゼンテーションに参加して
ください。なお、出席者は３名以内とします。

　　ウ�　会場にモニター（ＨＤＭＩケーブル付）を設置
しますので、提案者が持参したパソコンをモニ
ターに接続し、プレゼンテーションを行っていた
だきます。

　　　　※�提出された企画提案書等を事前に評価委員に
共有します。

　⑷　企画提案の評価
　　�　企画提案の評価は、あらかじめ定めた「プロポー
ザル評価基準」（様式３）を基に項目ごとに数値化
して採点し、合計点数の最高得点を得た者を本委託
業務の選定事業者又は法人とします。ただし、14　
事業概算額を超えた見積額を提示している場合は、
特定しません。また、合計点数が満点の60％に満た
ない事業者等についても特定しないものとします。
本選定評価基準の評価項目を参考にして、プレゼン
テーションを行ってください。

　　�　なお、採点の結果、最も高い総合点を獲得した事
業者等が複数の場合（同点の場合）は、技術点の高
い事業者等を選定するものとします（それでも決定
しない場合はプロポーザル評価委員会の審議により
事業者等を決定します。）。

12　選考結果通知
　�　選考結果は、令和４年11月28日㈪以降に提案各社す
べてに「選考結果通知書（様式４）」を郵送で通知し
ます。
　�　また、選考結果については市ホームページに掲載し
ます。
13　契約手続等
　�　選考結果の通知後、速やかに選定された法人と契約
を締結します。
　⑴　契約保証金　免除
　⑵　前払金　　　　否
　⑶　契約書の作成　要
14　事業概算額
　　2,775,300円（消費税額及び地方消費税額込み。）
15　その他
　⑴�　本委託業務の受託者は、本委託業務の履行により
知りえた情報により、入札の公平性を阻害又は阻害
するおそれがある業務の入札に参加することはでき
ません。

　⑵�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑶�　参加意向申出書を提出した後に辞退する際には、
辞退届（様式５）を提出してください。

　⑷�　12で非選定の通知を受けた参加者は、通知日から
30日以内において、書面によりその理由について説
明を求めることができます。

　⑸�　提出する書類の作成及び提出に要する経費は応募
者の負担とします。

　⑹　提出された書類は返却いたしません。
　⑺�　提案者が多数あり、受託者の特定に著しい支障が
生じると認められる場合は、プロポーザル評価委員
会においてあらかじめ事前評価を行い、原則上位５
者がヒアリングによる審査・評価を受けることがで
きるものとします。

16　事務局（問い合わせ先及び提出先）
　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地
　　（川崎市役所第３庁舎９階）
　　川崎市総務企画局情報管理部情報化施策推進室
　　村石、谷
　　ＴＥＬ：044－200－2109
　　E-Mail：17jouhou@city.kawasaki.jp
　　　───────────────────
川崎市公告第1101号
　　　道路位置の指定について
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第
５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。
　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審
査課に備えて縦覧に供します。
　　令和４年10月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
築造主
住所・氏名

川崎市宮前区土橋二丁目６番地17
株式会社成建　代表取締役　常盤　孝一

道路位置の
地名・地番

川崎市宮前区西野川一丁目3168番42の一
部

別図省略

幅　員
4.50メートル

延　長
18.51メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指　第210号
指　定
年月日

令和４年
10月14日

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第283号
　　　入　　札　　公　　告
　　令和４年10月25日
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　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　川崎駅周辺地区における防犯カメラ等の賃貸借及
び保守業務

　⑵　履行場所
　　　別紙　川崎市防犯カメラ設置場所一覧表による
　⑶　履行期間
　　　賃貸借期間　�令和５年３月24日から令和10年３月

23日まで
　　　　　　　　　（設置期限　令和５年３月23日）
　⑷　調達概要
　　�　川崎駅周辺の犯罪抑止と治安イメージの向上に向
け、映像データを記録・収集するために、防犯カメ
ラを設置し運用するものです。

　　・防犯カメラ　100台
２　競争参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等
有資格業者名簿の業種「リース」種目で登録されて
いること。なお、有資格業者名簿に記載のない者（入
札参加業種（種目）に記載のない者も含む。）は、
財政局資産管理部契約課に所定の様式により資格審
査申請を令和４年11月８日までに行ってください。

３�　一般競争入札参加申込書の配布・提出及び仕様書・
入札説明書の閲覧
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま
せん。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒210－0007
　　　川崎市川崎区駅前本町11－２
　　　川崎フロンティアビル９階
　　　川崎市市民文化局地域安全推進課
　　　電話　　044－200－2284
　　　ＦＡＸ　044－200－3869
　　　電子メールアドレス　25tiiki@city.kawasaki.jp
　　　※�一般競争入札参加申込書及び仕様書・入札説明

書は、インターネットからもダウンロード・閲
覧することができます。（「入札情報かわさき」
の「入札情報」の物品の欄の「入札公表」の中

にあります。）
　　　　�　「入札情報かわさき」https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年10月25日㈫から令和４年11月８日㈫まで
の次の時間　

　　�　午前８時30分～正午及び午後１時～午後５時
（土・日曜日及び祝日を除く）

　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ　本業務の実施体制を確認できる資料
　⑷　提出方法
　　�　持参又は郵送（いずれの場合も、令和４年11月８
日㈫午後５時までに必要な書類全てが川崎市役所市
民文化局地域安全推進課に到着する必要がありま
す。）

４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　⑴　競争入札参加資格確認通知書
　　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には､ 次に
より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア　交付場所
　　　　３⑴に同じ
　　イ　交付日時
　　　�　令和４年11月16日㈬午前９時から午後５時まで

（正午から午後１時の間は除きます。）
　　　�　ただし、令和３・４年度川崎市製造の請負・物

件の供給等有資格業者名簿へ登録した際に電子
メールのアドレスを登録している場合は、令和４
年11月16日㈬までに競争入札参加資格確認通知書
及び入札説明書を電子メールにより送付します。

５　仕様書等に関する質問・回答
　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することがで
きます。
　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。
　�　また、入札参加者以外の質問には回答しませんので、
御注意ください。
　⑴　問い合わせ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　　令和４年10月25日㈫　午前９時から
　　　令和４年11月10日㈭　午後４時まで
　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提
出してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。
　　　電子メール　　25tiiki@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ　　　　044－200－3869
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　⑸　回答方法
　　ア　回答日
　　　　令和４年11月16日㈬
　　イ　回答方法
　　　�　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に
した質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争入
札参加資格審査申請書の「委任」の委任先メール
アドレスに送付します。なお、当該委任先メール
アドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付し
ます。また、回答後の再質問は受付しません。

６　商品説明書（カタログ等）の提出
　�　入札参加者は、納入する物品の商品説明書（カタロ
グ等）を、令和４年12月１日㈭午後５時15分までに上
記３⑴の場所に提出しなければなりません。また、入
札参加者は、開札日の前日までの間において、本市か
ら該当書類に関し説明を求められたときには、これに
応じなければなりません
７　入札参加資格の喪失
　�　競争参加資格があると認められた者が、次のいずれ
かに該当したときは、この入札に参加することができ
ません｡
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を満たさ
なくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき｡

８　入札手続き等
　⑴　入札金額等
　　　入札金額は、リースの総額（税抜き）とします。
　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日時
　　　　令和４年12月５日㈪　午前10時00分
　　イ　場所
　　　　川崎市川崎区駅前本町11－２
　　　　川崎フロンティアビル９階　会議室
　⑶　入札方法　
　　ア　持参による入札の場合
　　　　入札書の提出日時　　令和４年12月５日㈪
　　　　　　　　　　　　　　午前10時
　　　　入札書の提出場所　　川崎フロンティアビル
　　　　　　　　　　　　　　９階　局会議室
　　イ　郵送による入札の場合
　　　　入札書の提出期限　　令和４年12月２日㈮必着
　　　　入札書の提出場所　　３⑴に同じ　
　　　　　　　　　　　　　�　郵送による入札を行う場

合は、封筒に所定の入札書
を入れて封印し、当該封筒
に１⑴の件名及び「入札書

在中」と明記し、必ず書留
郵便により送付してくださ
い。また、当該送付を行っ
たら速やかに、３⑴の場所
に必ず電話をしてくさい。

　⑷　入札保証金　免除
　⑸　開札の日時・場所　８⑶アに同じ
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

　⑻　再入札
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま
す。再入札を希望する場合は入札会場へお越しくだ
さい。

９　契約手続き等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
計規則第８条に定める有価証券（振替債を除く）の
提供、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を
もって契約保証金の納付に代えることができます。
また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、
契約保証金の納付を免除します。

　⑵　前払金　無
　⑶　契約書作成の要否　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」の
「契約関係規定」で閲覧することができます。

10　その他
　⑴�　この特定調達契約において使用する言語及び通貨
は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑷�　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　⑸�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の該
当金額について減額又は削除があった場合は、この
契約を変更又は解除することができることとします。

　　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その
損失の補償を川崎市に対して請求できるものとし、
補償額は両者協議して定めることとします。
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11　Summary
　⑴�　Nature�and�quantity�of�products�to�be�leased:�
　　　�Contract�for�lease�and�maintenance�work�of�

security�camera
　⑵�　Time-limit�for�tender:
　　　10:00�A.M.,�December,�5,�2022
　⑶�　Contact�point�for�the�notice:
　　　�KAWASAKI�CITY�OFFICE�Citizens'�Affairs�

Department�Public�Safety�Promotion�Section�
11-2,�ekimaehon-cho,�Kawasaki-ku�Kawasaki,�
Kanagawa�210-0007,�Japan

　　　TEL:�044-200-2284
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第284号
　特定調達契約に関する一般競争入札について、次のと
おり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�岡上小学校ほか３校ＬＥＤ照明器具賃

貸借契約
　⑵　履行場所　川崎市麻生区岡上675－１ほか３校
　⑶　履行期間　契約日から令和10年２月29日まで
　⑷　調達概要　仕様書によります。
　　�　なお、本契約は環境省で進めている脱炭素先行地
域づくりを推進するための事業であり、本事業には
地域脱炭素移行・再エネ推進補助金が別途交付され
ます。

２　競争入札参加資格
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等
有資格業者名簿に業種「リース」ランク「Ａ」で登
録されていること。

　　�　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加
業種に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理
部契約課に所定の様式により資格審査申請を令和４
年10月31日㈪までに行ってください。

３�　一般競争入札参加申込書の配布・提出及び仕様書等
の閲覧
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
入札参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出・仕様書等閲覧場所
　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市環境局脱炭素戦略推進室
　　　（川崎市役所第３庁舎17階）
　　　担当　大和田、坂田
　　　電　話　044－200－1223　
　　　ＦＡＸ　044－200－3921
　　�　一般競争入札参加申込書は、インターネットから
もダウンロードすることができます。（「入札情報か
わさき」の「入札情報」の物品の欄の「入札公表」
の中にあります。「入札情報かわさき」http://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

　⑵　配布・提出・仕様書等閲覧期間
　　　令和４年10月25日㈫から令和４年10月31日㈪
　　　（ただし、土曜日、日曜日を除く）
　　　午前９時～午後５時
　　　（ただし、正午～午後１時を除く）
　⑶　提出方法
　　　持参
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度
川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メールア
ドレスに令和４年11月８日㈫までに送付します。
　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない
者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和４年11月８
日㈫午後５時まで配布します。
５　入札説明書及び仕様書の交付
　�　競争入札参加資格があると認めた者には、入札説明
書、仕様書及び質問書を当該委任先メールアドレスに
送付します。
　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない
者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和４年11月８
日㈫午後５時までに配布します。
６　仕様書等に関する質問・回答
　⑴　質問
　　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することが
できます。

　　�　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの
で御注意ください。

　　ア　質問書の配布
　　　　入札説明書の配布と同じ　
　　イ　質問書の提出場所
　　　　３⑴と同じ
　　ウ　質問書の提出期間
　　　　令和４年11月11日㈮まで
　　　　（ただし、土曜日、日曜日を除く）
　　　　午前９時～午後５時
　　　　（ただし、正午～午後１時を除く）
　　エ　質問書の提出方法
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　　　ア　持参
　　　イ　ＦＡＸ
　　　ウ　メール
　　　　�　なお、ＦＡＸ又はメールにより提出した場合

は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願いま
す。

　　　　　電　話　044－200－1223
　　　　　ＦＡＸ　044－200－3921
　　　　　E-mail　30dtanso@city.kawasaki.jp
　⑵　回答
　　ア　回答日
　　　　令和４年11月17日㈭
　　イ　回答方法
　　　�　回答については、入札参加者から質問が出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にし
た質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争入札
参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに送
付します。

　　　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録してい
ない者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で配布し
ます。

　　　�　また、回答後の再質問は受付しません。
７　入札参加資格の喪失
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次
のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し
ます。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
たさなくなったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　ア　持参による入札の場合
　　　　入札書の提出日時　令和４年12月７日㈬
　　　　　　　　　　　　　午前10時30分
　　　　入札書の提出場所　川崎市役所第３庁舎16階
　　　　　　　　　　　　　環境局会議室
　　イ　郵送による入札の場合
　　　　入札書の提出期限　令和４年12月６日㈫
　　　　　　　　　　　　　午後５時必着
　　　　入札書の提出場所　３⑴に同じ
　　　�　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の入

札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名及び
「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便により送
付してください。

　　　�　また、当該送付を行ったら速やかに、３⑴の所
管課に必ず電話をしてください。

　⑵　入札保証金

　　　免除とします。
　⑶　開札の日時・場所
　　　８⑴アに同じ
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った入札者を落札者とします。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機
関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金
の納付に代えることができます。

　　�　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合
は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵　前払金　　無
　⑶　契約書作成の要否　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入札情報
かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

10　その他
　⑴�　この委託契約において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑸　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ
　⑹�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当
該金額について減額又は削除があった場合は、この
契約を変更又は解除することができるものとします。

　　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その
損失の補償を川崎市に対して請求することができる
ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑺�　本契約については、本市がやむを得ない理由があ
ると認めた場合には、賃貸借物品の設置期限及び賃
貸借期間を変更することができます。

11　Summary
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　⑴�　Nature�and�quantity�of�the�products�to�be�leased:�
　　　�Okagami�Elementary�School�LED�Lighting�

Equipment�Lease�Agreement�In�addition�to�3�
schools

　⑵�　Time-limit�for�tender:
　　　10:30�A.M.�7,�December,�2022
　⑶�　Time-limit�for�tender�by�mail:
　　　5:00�P.M.�6,�December,�2022
　⑷�　Contact�point�for�the�notice:
　　　�Decarbonization�Strategy�Development�Office�

Environmental�Protection�Bureau�City�of�
Kawasaki

　　　�1,�Miyamoto-cho,�Kawasaki-ku�Kawasaki,�
Kanagawa�210-8577,�Japan

　　　Tel:�044-200-1223
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第285号
　特定調達契約に関する一般競争入札について、次のと
おり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�浮島埋立事業所ほか５施設ＬＥＤ照明

器具賃貸借契約
　⑵　履行場所　川崎区浮島町523番地１ほか５施設
　⑶　履行期間　契約日から令和10年２月29日まで
　⑷　調達概要　仕様書によります。
２　競争入札参加資格
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等
有資格業者名簿に業種「リース」ランク「Ａ」で登
録されていること。

　　�　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加
業種に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理
部契約課に所定の様式により資格審査申請を令和４
年10月31日㈪までに行ってください。

３�　一般競争入札参加申込書の配布・提出及び仕様書等
の閲覧
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
入札参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出・仕様書等閲覧場所
　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市環境局脱炭素戦略推進室
　　　（川崎市役所第３庁舎17階）
　　　担当　大和田、坂田
　　　電　話　044－200－1223　
　　　ＦＡＸ　044－200－3921
　　�　一般競争入札参加申込書は、インターネットから
もダウンロードすることができます。（「入札情報か
わさき」の「入札情報」の物品の欄の「入札公表」
の中にあります。「入札情報かわさき」http://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

　⑵　配布・提出・仕様書等閲覧期間
　　　令和４年10月25日㈫から令和４年10月31日㈪
　　　（ただし、土曜日、日曜日を除く）
　　　午前９時～午後５時
　　　（ただし、正午～午後１時を除く）
　⑶　提出方法
　　　持参
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度
川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メールア
ドレスに令和４年11月８日㈫までに送付します。
　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない
者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和４年11月８
日㈫午後５時まで配布します。
５　入札説明書及び仕様書の交付
　�　競争入札参加資格があると認めた者には、入札説明
書、仕様書及び質問書を当該委任先メールアドレスに
送付します。
　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない
者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和４年11月８
日㈫午後５時までに配布します。
６　仕様書等に関する質問・回答
　⑴　質問
　　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することが
できます。

　　�　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの
で御注意ください。

　　ア　質問書の配布
　　　　入札説明書の配布と同じ　
　　イ　質問書の提出場所
　　　　３⑴と同じ
　　ウ　質問書の提出期間
　　　　令和４年11月11日㈮まで
　　　　（ただし、土曜日、日曜日を除く）
　　　　午前９時～午後５時
　　　　（ただし、正午～午後１時を除く）
　　エ　質問書の提出方法
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　　　ア　持参
　　　イ　ＦＡＸ
　　　ウ　メール
　　　　�　なお、ＦＡＸ又はメールにより提出した場合

は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願いま
す。

　　　　　電　話　044－200－1223
　　　　　ＦＡＸ　044－200－3921
　　　　　E-mail　30dtanso@city.kawasaki.jp
　⑵　回答
　　ア　回答日
　　　　令和４年11月17日㈭
　　イ　回答方法
　　　�　回答については、入札参加者から質問が出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にし
た質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争入札
参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに送
付します。

　　　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録してい
ない者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で配布し
ます。

　　　�　また、回答後の再質問は受付しません。
７　入札参加資格の喪失
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次
のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し
ます。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
たさなくなったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　ア　持参による入札の場合
　　　　入札書の提出日時　令和４年12月７日㈬
　　　　　　　　　　　　　午前11時15分
　　　　入札書の提出場所　川崎市役所第３庁舎16階
　　　　　　　　　　　　　環境局会議室
　　イ　郵送による入札の場合
　　　　入札書の提出期限　令和４年12月６日㈫
　　　　　　　　　　　　　午後５時必着
　　　　入札書の提出場所　３⑴に同じ
　　　�　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の入

札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名及び
「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便により送
付してください。

　　　�　また、当該送付を行ったら速やかに、３⑴の所
管課に必ず電話をしてください。

　⑵　入札保証金

　　　免除とします。
　⑶　開札の日時・場所
　　　８⑴アに同じ
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った入札者を落札者とします。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機
関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金
の納付に代えることができます。

　　�　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合
は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵　前払金　無
　⑶　契約書作成の要否　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入札情報
かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

10　その他
　⑴�　この委託契約において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑸�　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ
　⑹�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当
該金額について減額又は削除があった場合は、この
契約を変更又は解除することができるものとします。

　　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その
損失の補償を川崎市に対して請求することができる
ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑺�　本契約については、本市がやむを得ない理由があ
ると認めた場合には、賃貸借物品の設置期限及び賃
貸借期間を変更することができます。

11　Summary
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　⑴�　Nature�and�quantity�of�the�products�to�be�leased:�
　　　�Ukishima�Landfill�Site�LED�Lighting�Equipment�

Lease�Agreement�In�addition�to�5�institutions
　⑵　Time-limit�for�tender:
　　　11:15�A.M.�7,�December,�2022
　⑶　Time-limit�for�tender�by�mail:
　　　5:00�P.M.�6,�December,�2022
　⑷　Contact�point�for�the�notice:
　　　�Decarbonization�Strategy�Development�Office�

Environmental�Protection�Bureau�City�of�
Kawasaki

　　　�1,�Miyamoto-cho,Kawasaki-ku�Kawasaki,�
Kanagawa�210-8577,�Japan

　　　Tel:�044-200-1223
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第286号
　　　落札者等の公示
　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める
規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい
て公示します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　調達の名称及び数量
　�　川崎市役所本庁舎電話交換設備等賃貸借及び保守契
約
　　電話交換設備一式
２　契約に関する事務担当部局　　
　　総務企画局総務部庁舎管理課
　　川崎市川崎区宮本町１番地
３　落札者を決定した日
　　令和４年９月26日
４　落札者の氏名及び住所
　　株式会社　ＪＥＣＣ
　　専務取締役　依田　茂
　　東京都千代田区丸の内三丁目４番１号
５　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。）
　　309,748,800円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　入札の公告を行った日
　　令和４年８月10日
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第287号
　　　落札者等の公示
　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める
規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい
て公示します。

　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　調達の名称
　�　川崎市インターネット地図情報システム運用保守委
託契約
２　契約事務担当部局の名称及び所在地
　　　総務企画局情報管理部情報化施策推進室
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎９階
３　契約の相手方を決定した日
　　令和４年８月９日
４　契約の相手方の氏名及び住所
　　株式会社　インフォマティクス
　　代表取締役　齊藤　大地
　　川崎市幸区大宮町1310番地　
５　契約金額
　　66,231,000円
６　契約の相手方を決定した手続
　　随意契約
７　随意契約理由
　�　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特
例を定める政令第11条第１項第１号の規定による。
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第288号
　　　落札者等の公示
　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める
規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい
て公示します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　調達の名称
　　川崎市統合型地図情報システム運用保守委託契約
２　契約事務担当部局の名称及び所在地
　　総務企画局情報管理部情報化施策推進室
　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　川崎市役所第３庁舎９階
３　契約の相手方を決定した日
　　令和４年８月９日
４　契約の相手方の氏名及び住所
　　株式会社　インフォマティクス
　　代表取締役　齊藤　大地
　　川崎市幸区大宮町1310番地　
５　契約金額
　　142,395,000円
６　契約の相手方を決定した手続
　　随意契約
７　随意契約理由
　�　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特
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例を定める政令第11条第１項第１号の規定による。
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第289号
　　　落札者等の公示
　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める
規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい
て公示します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　調達の名称及び数量
　⑴　自動心肺蘇生器� 39台
　⑵　ターポリン担架� 29枚
　⑶　酸素ボンベ� ６本
　⑷　救急用空気調整器� １個
　⑸　空気供給ホース� １個
２　契約に関する事務担当部局
　　財政局資産管理部契約課
　　川崎市川崎区宮本町１番地
３　落札者を決定した日
　　令和４年10月５日
４　落札者の氏名及び住所
　　株式会社　エム・アイ・シー
　　代表取締役　内田　洋志
　　横浜市金沢区東朝比奈二丁目２番15号
５　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。）
　　105,777,900円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　入札の公告を行った日
　　令和４年８月25日
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第290号
　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。　
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　購入（製造）物品及び数量
　　　あおぞら定期修理　　　　１式
　⑵　購入（製造）物品の特質等
　　　仕様書によります。
　⑶　納入場所
　　　請負人工場
　⑷　納入期限
　　　令和５年２月28日
　⑸�　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は
本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を
行ってください。ただし、提出期限までに本市の電

子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙
入札方式に替えることができます。

２　一般競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において令和３・４年度川崎市製造の請
負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「船舶・航
空機」種目「船舶」に登載されており、Ａ又はＢの
等級に格付けされていること。

　　�　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加
業種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部
契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和４
年11月８日までに行ってください。

　⑷�　平成24年４月１日以降に、この購入（製造）物品
についての類似の契約実績があること。

　　�　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000
円以上とします。

　　�　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約
実績でもかまいません。

　⑸�　検査を行う設備を日本国内に有しており、本市の
求めにより職員の立会いの下に、検査に応じられる
こと。

　⑹�　本定期修理について、仕様書の内容を遵守し、確
実に実施が可能であること。

３　仕様書等の閲覧
　　次により仕様書等を閲覧することができます。
　⑴　窓口での閲覧の場合
　　ア　閲覧場所　川崎市役所財政局資産管理部契約課
　　　　　　　　　担当　田口
　　　　　　　　　〒210－8577
　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階
　　　　　　　　　電話　044－200－2092
　　イ　閲覧期間　�令和４年10月25日～令和４年11月８

日
　　　　　　　　　�（土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）
　　　　　　　　　�午前８時30分～正午、午後１時～午

後５時
　⑵　インターネットでの閲覧の場合
　　ア　閲覧場所　�川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札情報」の物品の欄の
「入札公表」

　　イ　閲覧期間　�令和４年10月25日～令和４年11月８
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日
　　　　　　　　　午前８時～午後８時
４�　一般競争入札参加申込書等の配布、提出及び問い合
わせ先
　�　下記⑶の書類は、電子入札システムにより提出して
ください。
　　提出期間　令和４年10月25日～令和４年11月８日
　　　　　　　午前８時～午後８時
　�　ただし、電子入札システムによりがたい者は、上記
３⑴アの場所に、上記３⑴イの期間に申込書等を提出
してください。
　�　なお、申込書等の郵送による提出は認めません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先　
　　　上記３⑴アに同じ。
　　�　なお、上記３⑵のとおり、インターネットからも
一般競争入札参加申込書等をダウンロードすること
ができます。

　⑵　配布・提出期間
　　　上記３⑴イに同じ。
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　納入（製造）実績調書（契約内容を確認できる

契約書等の写しを含む）
　　ウ　アフターサービス・メンテナンス申告書
　　　�　また、提出された書類等に関し、説明を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。提出
された書類等を審査した結果、この購入（製造）
物品を納入することができると認められた者に限
り、入札に参加することができます。

５　入札説明書の交付
　�　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者
に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書
は３のとおり縦覧に供します。
６　仕様書作成担当部署及び担当者
　　港湾局川崎港管理センター港湾管理課
　　担当　村田
　　電話　044－287－6014（直通）
７　仕様書に関する質問・回答
　⑴　質問
　　�　次により、仕様書の内容に関して質問することが
できます。

　　�　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付
けません。

　　�　質問することができる方は、入札参加申込を済ま
せた方に限ります。

　　�　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注
意ください。

　　ア　電子入札システムによる質問方法

　　　�　電子入札システムによる質問は、次の期間に入
力及び提出してください。

　　　　入力・提出期間　�令和４年10月25日～令和４年
11月８日

　　　　　　　　　　　　午前８時～午後８時
　　　�　質問入力方法の詳細については、川崎市ホーム

ページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウンロー
ドコーナー」の「入札参加手続関係」に掲載して
いる「電子入札システム質問回答機能操作方法」）
を参照してください。

　　イ　質問書の持参等による質問
　　　�　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴アの場所に質問書を持参するか、指定
の電子メールアドレスあてにＥｘｃｅｌ形式のま
ま送付してください。

　　　�　なお、質問書をメールにて送付した場合は、そ
の旨を上記３⑴アの担当まで御連絡ください。

　　　　配布・提出期間　�令和４年10月25日～令和４年
11月８日

　　　　　　　　　　　　�（土曜日、日曜日及び祝日を
除く。）

　　　　　　　　　　　　�午前８時30分～正午、午後１
時～午後５時

　　　　　　　　　　　　�電子メールアドレス
　　　　　　　　　　　　�23keiyak@city.kawasaki.jp
　　　�　質問書は、川崎市ホームページ（「入札情報か

わさき」の「共通ダウンロードコーナー」の「入
札参加手続関係」）に掲載している「質問書（一
般競争入札用）」からもダウンロードできます。

　　　�　また、持参により質問書を提出する場合には、
紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＥ
ｘｃｅｌ形式のまま保存した質問書を提出してく
ださい。（どちらか一方の場合には、質問を受け
付けません。）

　⑵　回答
　　ア　回答予定日　令和４年11月22日　午後５時まで
　　イ　回答方法
　　　�　入札参加者から質問があった場合は、すべての

質問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子
ファイルにし、競争入札参加資格があると認めら
れた入札参加者に対して、川崎市ホームページ
（「入札情報かわさき」の「業者登録システム」の
「仕様書等ダウンロード」）にて掲載します。

　　　�　なお、質問がない場合には掲載いたしません。
　　　�　閲覧又は取得方法については、（「入札情報かわ

さき」の「共通ダウンロードコーナー」の「入札
参加手続関係」）に掲載している「電子入札シス
テム質問回答機能操作方法」を参照してください。



（第1,853号）令和４年（2022年）10月25日川 崎 市 公 報

－ 3861 －

　　　�　なお、回答後の再質問は受け付けません。
８　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和
３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物
品」の委任先メールアドレスに、令和４年11月22日ま
でに一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。
　�　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな
い者には、令和４年11月22日の午前９時～正午に上記
３⑴アの場所において一般競争入札参加資格確認通知
書等を交付します。
９　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

10　入札の手続等
　⑴　入札方法、日時及び場所
　　�　総価で行います。入札の際、総価に対する単価内
訳の用意をお願いします。

　　�　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所
渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見
積もるものとし、所定の入札書に記載してください。

　　ア　電子入札システムによる入札の場合
　　　　入札書の提出期限　令和４年12月５日
　　　　　　　　　　　　　午前10時00分
　　イ　持参による入札の場合
　　　ア　入札書の提出日時　令和４年12月５日
　　　　　　　　　　　　　　午前11時00分
　　　イ　入札書の提出場所　川崎市役所入札室
　　　　　　　　　　　　　　�川崎市川崎区砂子１－７

－４　砂子平沼ビル７階
　　ウ　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合
　　　ア　入札書の提出期限　令和４年12月１日　必着
　　　イ　入札書の提出先　　上記３⑴アに同じ
　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　　上記10⑴イに同じ。
　⑶　入札保証金　
　　�　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免
除します。ただし、過去３年間に執行した本市の同
種の入札等において、落札したにもかかわらず契約
を締結しなかった者又は本市と契約を締結したにも
かかわらず契約を履行しなかった者は、川崎市契約
規則第９条第２号の「その者が契約を締結しないこ
ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセントを入札書提出前に納付しなければなり
ません。

　　�　なお、郵便をもって入札する場合は、入札書と同
時に納付することができます。

　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し
く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

11　契約の手続等
　　次により契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免
除します。ただし、過去３年間に執行した本市の同
種の入札等において、落札したにもかかわらず契約
を締結しなかった者、または、本市と契約を締結し
たにもかかわらず契約を履行しなかった者は、川崎
市契約規則第33条第１項第５号の「契約者が契約を
履行しないこととなるおそれがない」と認められま
せん。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の
10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争
入札参加者心得等は、上記３⑴アの場所において閲
覧できます。

12　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると
ころによります。

　⑷�　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委
員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時
停止することがあります。

13　Summary
　⑴　�Nature�and�quantity�of�the�products�to�be�

manufactured:
　　　�Regularly�Repair�Service�of�Ship�"Aozora"����1set
　⑵　Time-limit�for�tender�:�
　　　ａ　By�electronic�bidding�system
　　　　　10:00�A.M.�5�December�2022
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　　　ｂ　Direct�delivery
　　　　　11:00�A.M.�5�December�2022
　　　ｃ　By�mail
　　　　　1�December�2022
　⑶　Contact�point�for�the�notice:
　　　�KAWASAKI�CITY�OFFICE�Contract�Section�

Property�Administration�Department�Finance�
Bureau

　　　�1�Miyamoto-cho,�Kawasaki-ku,�Kawasaki-city,�
Kanagawa�210-8577,�Japan

　　　TEL:�044-200-2092
　⑷　Language:�
　　　�Japanese�is�the�only�language�used�in�all�the�

contract�procedures
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第291号
　　　落札者等の公示
　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める
規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい
て公示します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　調達の名称
　�　令和４年度国民健康保険システム改修等業務委託
（２回目）
２　契約事務担当部局の名称及び所在地
　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課
　　川崎市川崎区宮本町１番地
３　契約の相手方を決定した日
　　令和４年９月28日
４　契約の相手方の氏名及び住所
　　日本電気　株式会社　神奈川支社
　　支社長　米本　期子　
　　横浜市西区みなとみらい２丁目３番８号
　　クイーンズタワーＣ
５　契約金額
　　48,558,411円
６　契約の相手方を決定した手続
　　随意契約
７　随意契約理由
　�　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特
例を定める政令第11条第１項第２号の規定による｡

税 公 告

川崎市税公告第124号
　　　公売公告兼見積価額公告

　国税徴収法（昭和34年法律第147号）第95条及び同法
第99条の規定により、次のとおり差押財産の公売及び見
積価額を公告します。
　　令和４年９月27日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第125号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年９月28日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第126号
　次の市税に係る督促状を別紙記載の者に送達すべきと
ころ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明の
ため送達することができないので、地方税法（昭和25年
法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25
年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。
　なお、当該書類は、送達を受けるべき者の申出により
交付します。
　　令和４年９月29日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

年　度 税　目 期　別
この公告によ
り滞納処分に
着手し得る日

件数
・
備考

令和４年度 市民税・県民税
（普通徴収）

第１期
分

令和４年
10月12日

計
222件

令和４年度
（令和３年
度課税分）

市民税・県民税
（普通徴収）

６月
随時分

令和４年
10月12日

計
９件

令和４年度 市民税・県民税
（普通徴収）

７月
随時分

令和４年
10月12日

計
９件

令和４年度 市民税
（法人） ６月分 令和４年

10月12日
計
１件

令和４年度 市民税
（法人） ７月分 令和４年

10月12日
計
１件

令和４年度
固定資産税
都市計画税

（土地・家屋）

６月
随時分

令和４年
10月12日

計
３件

令和４年度
固定資産税
都市計画税

（土地・家屋）

第１期
分

令和４年
10月12日

計
１件
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令和４年度
固定資産税
都市計画税
（土地・家屋）

第２期
分

令和４年
10月12日

計
45件

令和４年度 軽自動車税
（種別割） 全期分 令和４年

10月12日
計
４件

令和４年度
（令和３年
度課税分）

市民税・県民税
（普通徴収）

７月
随時分

令和４年
10月12日

計
１件

令和３年度 市民税・県民税
（普通徴収）

第１期
分

令和４年
10月12日

計
１件

令和３年度 市民税・県民税
（普通徴収）

第２期
分

令和４年
10月12日

計
１件

令和３年度 市民税・県民税
（普通徴収）

第３期
分

令和４年
10月12日

計
１件

令和３年度 市民税・県民税
（普通徴収）

第４期
分

令和４年
10月12日

計
２件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第127号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月７日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第128号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月７日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第129号
　差押解除通知書を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月12日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第130号
　参加差押解除通知書を別紙記載の者に送達すべきとこ
ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた
め送達することができないので、地方税法（昭和25年法
律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年
川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年10月12日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第131号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月12日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
（別紙省略）

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第80号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月４日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　下水道工事設計積算基準等作成業務委託

履行場所 川崎市全域

履行期間 令和５年８月31日限り



（第1,853号）令和４年（2022年）10月25日 川 崎 市 公 報

－ 3864 －

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部門」
で登録されている者
⑷�　本市上下水道局が発注した委託業務において、「管路施設実施設計（詳細設計）」の元請けとして
の履行完了実績をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。
⑸�　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウは兼務できない。また、ア～ウは、受注者
との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的
かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要
　ア　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者
　イ�　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道部門：
下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ�　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下
水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年10月27日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第81号
　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年10月４日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 渡田ポンプ場ほかＮｏ．１雨水ポンプ用エンジン整備その他工事

履行場所 川崎市川崎区鋼管通４－17－１ほか

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されていること。
⑸　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑹　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑺　主任技術者（業種「機械器具設置」）を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　
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参 加 資 格

　　�　ただし、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は
専任を要しません。

⑻　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。
　　上下水道施設における、ポンプ設備又は自家発電設備に係るエンジンの分解整備工事の完工実績。
　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年10月26日　午後２時30分
（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 京町ポンプ場建設電気その９工事

履行場所 川崎市川崎区京町２－23－１

履行期間 契約の日から令和６年10月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録されていること。
⑸　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑹　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
⑺　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　なお、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可
能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

　　�　また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更すること
ができます。変更後の技術者は、「評価項目に対する配点及び自己採点表（第３号様式別紙）」に
おける評価項目の「配置予定技術者の同種工事の施工経験」において、当初配置する技術者と同
等以上の評価を有することが必要です。

⑻　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。



（第1,853号）令和４年（2022年）10月25日 川 崎 市 公 報

－ 3866 －

参 加 資 格
　�　下水道法第２条２の「下水道」に定義される下水道施設（マンホール形式ポンプ場を除く）にお
ける自家発電設備の製作及び据付工事の完工実績（修理及び整備工事を除く。）。
　�　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年11月８日　午後５時
（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

⑴�　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適
用します。
⑵�　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共通事項」
に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、
落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」
を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が
達成されなかったときの対応」を御覧ください。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 等々力水処理センターほか建設電気その54工事

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１ほか

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録されていること。
⑸　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑹　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
⑺　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　なお、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可
能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。
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参 加 資 格

　　�　また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更すること
ができます。変更後の技術者は、「評価項目に対する配点及び自己採点表（第３号様式別紙）」に
おける評価項目の「配置予定技術者の同種工事の施工経験」において、当初配置する技術者と同
等以上の評価を有することが必要です。

⑻　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。
　�　下水道法第２条２の「下水道」に定義される下水道施設（処理施設に限る）における受変電設備
の製作及び据付工事の完工実績（修理及び整備工事を除く。）。
　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年11月８日　午後５時
（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

⑴�　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適
用します。　
⑵�　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共通事項」
に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、
落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」
を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が
達成されなかったときの対応」を御覧ください。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第82号
　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年10月11日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎

競争入札に
付する事項

件　　名 自動車賃貸借７台一式（軽貨物）

履行場所 局指定場所

履行期間 令和５年７月１日から令和11年６月30日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」、種目「車両」
に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされていること。
⑷　仕様書の内容を遵守し、当該物品を確実に納入することができること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係
（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）
電話　044－200－2091

入札日時等 令和４年11月24日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要
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入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第83号
　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年10月11日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度中原区ほか下水幹枝線実施設計委託第12号

履行場所 川崎市中原区、幸区地内

履行期間 令和５年７月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部門」
で登録されている者
⑷�　平成29年度以降に契約した、下水道管路施設における耐震実施設計（ﾚﾍﾞﾙ1, ２）業務を含む、改築・
詳細設計（布設替え工法（開削工法）及び管更生工法）に係わる実施設計について、元請けとして
の履行完了実績をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。
⑸�　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウは兼務できない。また、ア～エは、受注者
との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的
かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要
　ア　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者
　イ�　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道部門：
下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ�　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下
水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

　エ　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者を配置できること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月１日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 渋川雨水貯留管ほか実施設計委託その１

履行場所 川崎市幸区矢上４－１ほか

履行期間 令和６年１月15日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部門」
で登録されている者
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参 加 資 格

⑷�　平成19年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した委託業務において、計画排水
能力（雨水）12.0ｍ３／秒以上の下水道ポンプ場における監視制御設備の新設、増設または更新に
伴う実施設計の元請けとしての履行完了実績をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。
⑸�　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウは兼務できない。また、ア～ウは、受注者
との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的
かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要
　ア　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者
　イ�　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道部門：
下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ�　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下
水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月１日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第84号
　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年10月11日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 下新城地区ほか下水枝線第220号工事

履行場所 川崎市中原区下新城１丁目、高津区子母口地内ほか

履行期間 契約の日から225日間

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」ランク「Ａ」で登録されて
いること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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参 加 資 格

　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑼　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年11月７日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 井田杉山町地区ほか下水幹枝線第219号工事

履行場所 川崎市中原区井田杉山町、下小田中６丁目地内ほか

履行期間 契約の日から250日間

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」ランク「Ａ」で登録されて
いること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が30点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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－ 3871 －

参 加 資 格

　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年11月７日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 片平地区下水枝線第９号工事

履行場所 川崎市麻生区片平２丁目、片平３丁目地内

履行期間 契約の日から350日間

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ランク「Ａ」
で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が40点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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参 加 資 格

　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年11月７日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に
付する事項

件　　名 上水３号・５号配水本管流量計改良に伴う1300ｍｍ～ 800ｍｍ布設替工事

履行場所 川崎市宮前区土橋２－３先

履行期間 契約の日から令和６年５月８日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」
で登録されていること。
⑸　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑹　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑺　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。
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参 加 資 格

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年11月７日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に
付する事項

件　　名 小田地区ほか下水枝線第47号工事

履行場所 川崎区小田３丁目、小田５丁目地内ほか

履行期間 契約の日から235日間

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ランク「Ａ」
で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑼　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。
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参 加 資 格

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年11月７日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に
付する事項

件　　名 宮前平地区ほか下水枝線第218号工事

履行場所 川崎市宮前区宮前平２丁目、宮崎５丁目地内ほか

履行期間 契約の日から240日間

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」ランク「Ａ」で登録されて
いること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が30点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。
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参 加 資 格

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年11月７日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に
付する事項

件　　名 虹ヶ丘地区下水枝線第216号工事

履行場所 川崎市麻生区虹ヶ丘１丁目、２丁目地内

履行期間 契約の日から150日間

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」ランク「Ａ」で登録されて
いること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑼　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。
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参 加 資 格

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年11月７日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に
付する事項

件　　名 麻生水処理センター建設土木その12工事

履行場所 川崎市麻生区上麻生６－15－１

履行期間 契約の日から295日間

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑼　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。
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参 加 資 格
　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年11月７日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に
付する事項

件　　名 入江崎水処理センター沈砂洗浄棟屋根改修工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１

履行期間 契約の日から令和５年４月28日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」で
登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年11月２日　午後２時30分
（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件10）

競争入札に
付する事項

件　　名 加瀬水処理センター電灯設備取替工事

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22

履行期間 契約の日から令和５年５月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「照明灯設備」ランク「Ｂ」
で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑽　主任技術者（業種「電気」）を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　�　ただし、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は
専任を要しません。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年11月２日　午後２時30分
（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に
付する事項

件　　名 渋川ポンプ場Ｎｏ．３高段雨水ポンプ用エンジン整備工事

履行場所 川崎市幸区矢上４－１

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。



（第1,853号）令和４年（2022年）10月25日川 崎 市 公 報

－ 3879 －

参 加 資 格

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されていること。
⑸　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑹　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑺　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。
⑻　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。
　　上下水道施設における、ポンプ設備又は自家発電設備に係るエンジンの分解整備工事の完工実績。
　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年11月２日　午後２時30分
（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に
付する事項

件　　名 細山配水塔　細山高区配水流量計及び千代ヶ丘送水流量計更新工事

履行場所 川崎市麻生区細山６－３－11（細山配水塔内）

履行期間 契約の日から令和５年７月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「その他の電気設備」ランク「Ｃ」
で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。
⑽　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。
　�　水道施設又は工業用水道施設における、監視制御設備に付随する電気計装設備の設置工事又は更
新工事（修繕工事含む。）の完工実績。
　　ただし、共同企業体により施工した工事については出資比率が20％以上であること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100



（第1,853号）令和４年（2022年）10月25日 川 崎 市 公 報

－ 3880 －

入札日時等
令和４年11月２日　午後２時30分
（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

上下水道局公告（調達）

川崎市上下水道局公告（調達）第30号
　　　落札者等の公示
　川崎市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特
例を定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札
者等について公示します。
　　令和４年10月25日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
１　調達の名称及び数量
　⑴�　水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウム１ｔ（単
価契約）

　⑵　高分子凝集剤１ｔ（単価契約）（下水）
２　契約事務担当課の名称及び所在地
　　財政局資産管理部契約課
　　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階
３　落札者を決定した日
　⑴　令和４年９月６日
　⑵　令和４年10月５日
４　落札者の氏名及び住所
　⑴　日軽産業　株式会社　化成品グループ
　　　東京都港区新橋一丁目１番13号
　　　アーバンネット内幸町ビル
　　　化成品グループ長　秋山　洋二
　⑵　葵薬品産業　株式会社
　　　川崎市川崎区本町１丁目５番地15
　　　タウンビル１階
　　　代表取締役　間瀬　良夫
５　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。）
　⑴　30,300円
　⑵　895,000円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　入札の公告を行った日
　⑴　令和４年７月25日
　⑵　令和４年８月25日

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第43号
　　　入　　札　　公　　告
　工事請負契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年10月５日
　　　　　川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄
１　総則
　⑴�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報
を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　�　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（以下
「建築契約係」といいます。）

　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　明治安田生命ビル13階
　　　電話044‒200‒2100
　⑵�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい
ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以
下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規
程は、建築契約係の窓口で縦覧できるほか、インター
ネットにおいて、病院局入札情報のページで閲覧す
ることができます。

　　�　（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/
contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.
html）

　⑶�　本書に示された諸手続きで期間が定められている
場合、閉庁日は当該期間から除かれます。さらに、
縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の
日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午
後５時15分までに限ります。

　⑷　競争参加の申込み及び競争参加資格について
　　ア�　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に建築契約係窓口で受付けます。
　　イ�　競争参加者は、別紙の案件ごとに定められた競

争参加資格のほか、次の全ての条件を満たす必要
があります。

　　　ア�　川崎市病院局契約規程第２条の規定に該当し
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ないこと。
　　　イ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。
　　　ウ�　法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。
　　　エ�　本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する
こと。

　　ウ�　競争参加資格があると認めた者には、別紙の案
件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交付し
ます。競争参加資格があると認め難い者には、別
途お知らせします。

　　エ�　競争参加資格があると認めた者が、競争参加申
込書及び本書に定めるその他の提出書類について
虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加す
ることはできません。

　⑸　入札及び開札について
　　ア�　本案件は郵便入札にて執行します。入札方法の

詳細については別に定めるところによります。ま
た、開札は別紙の案件ごとに定める日時において、
次の場所で執行します。

　　　　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係
　　　　（川崎市川崎区宮本町１番地）
　　イ�　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。
　　　�　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた
旨の書面を提出しなければなりません。

　　ウ　入札保証金は免除します。
　　エ�　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格
の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った入札者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、
最低制限価格が設定されている案件については、
その価格に満たない価格で入札した者の入札は無
効とします。

　　　�　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回
り、落札者を決定できないときは、翌日に再度入
札を行います。その際は、対象者に別途連絡しま
す。

　　オ�　参加者心得において無効と定める入札は、これ
を無効とします。

　⑹　契約の締結について
　　　契約書の作成を必要とします。
　　�　詳細については、各案件の「発注情報詳細」及び
「川崎市病院局入札契約に関する共通事項（工事・
病院局・一般競争入札）」を御覧ください。

（案件１）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 多摩病院情報処理機械室ほか冷暖房その他設備改修工事

履行場所 川崎市多摩区宿河原１丁目30番37号

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

⑴　川崎市病院局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されている
こと。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
⑷�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されて
いること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「冷暖
房設備」ランク「Ｂ」で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号
による中小企業者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

申 込 締 切 日 令和４年10月12日㈬まで受付けます。

予 定 価 格 未定
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入 札 保 証 金 免除とします。

最 低 制 限 価 格 設定します。

郵 便 入 札 締 切 日 令和４年10月28日㈮　必着

開 札 日 令和４年11月１日㈫　午前10時00分

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市病院局公告第44号
　　　入　　札　　公　　告
　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年10月11日
　　　　　川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄
１　総則
　⑴�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報
を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　�　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担
当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル７階
　　　電話　044‒200‒3857（直通）
　⑵�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい
ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以
下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規
程並びに物品調達に関する仕様書等入札に必要な書
類は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イ
ンターネットにおいて、病院局入札情報のページで
閲覧及びダウンロードすることができます。

　　�　（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/
contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.
html）

　⑶�　本書に示された諸手続きで期間が定められている
場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、
閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の
日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午
後５時15分までに限ります。

　⑷　競争参加の申込み及び競争参加資格について
　　ア�　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受け
付けます。

　　イ�　本書において「名簿」とは、「令和３・４年度
川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名
簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと
に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条
件を満たす必要があります。

　　　ア　契約規程第２条の規定に該当しないこと。
　　　イ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。
　　　ウ�　法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。
　　　エ�　本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する
こと。

　　ウ�　競争参加資格があると認められた者には、別紙
の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交
付します。競争参加資格があると認め難い者には、
別途お知らせします。

　　エ�　競争参加資格があると認められた者が、競争参
加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ
いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参
加することはできません。

　⑸　仕様等に関する問合せの方法について
　　�　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局
入札情報のページで取得できます。）により受け付
けます。また、提出された質問書は、１⑴の照会窓
口に回答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院
局入札情報のページにも掲載を行います。

　⑹　入札及び開札について
　　ア�　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。
　　イ　入札書の提出方法は、持参とします。
　　ウ�　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。
なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権限
及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた旨
の書面を事前に提出しなければなりません。

　　エ　入札保証金は免除します。
　　オ�　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格
の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った入札者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、
最低制限価格が設定されている案件については、
その価格に満たない価格で入札した者の入札は無
効とします。

　　　�　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回
り、落札者を決定できないときは、再度入札を行
います。ただし、その前回の入札が参加者心得の
規定により無効とされた者及び開札に立会わない
者は再度入札に参加できません。

　　カ�　参加者心得において無効と定める入札は、これ
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を無効とします。
　⑺　契約の締結について
　　�　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締
結します。

　　ア�　契約保証金は契約金額の10パーセントとします。
ただし、契約規程第34条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ　契約書の作成を必要とします。
　⑻　その他
　　�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、
契約規程、参加者心得等の定めるところによります。

（案件１）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 川崎病院で使用する超音波吸引器の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「医療機器」
種　目「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年10月11日から令和４年10月18日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 令和４年10月27日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件２）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 川崎病院で使用する輸液ポンプの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「医療機器」
種　目「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年10月11日から令和４年10月18日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 令和４年10月27日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

病院局公告（調達）

川崎市病院局公告（調達）第14号
　　　入　　札　　公　　告
　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。

　　令和４年10月25日
　　　　　川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄
１　競争入札に付する事項
　⑴　調達件名
　　　川崎市立井田病院で使用する電気の調達
　⑵　調達数量
　　　約8,011,800キロワット時
　⑶　納入場所
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　　　川崎市立井田病院（川崎市中原区井田２－27－１）
　⑷　履行期間
　　　令和５年２月１日から令和６年１月31日まで
　⑸　調達概要
　　　上記期間内における単価納入契約の締結
　⑹　契約の失効
　　�　川崎市議会において、この契約に係る予算を定め
る議決がない場合又は当該予算の削除を伴う議決が
あった場合については、発注者はこの契約を変更又
は解除できます。詳細については入札説明書により
ます。

２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は､ 次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　１⑶の場所を含む区域における電気の供給につい
て、電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の
２の規定に基づき小売電気事業者として登録を受け
ている者であること。

　⑵�　川崎市病院局契約規程（平成17年川崎市病院局規
程第39号。以下「契約規程」という。）第２条の規
定に該当しないこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　入札期日において令和３・４年度川崎市製造の請
負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「その他の
物品販売」種目「電気供給」に登載されていること。
なお､ 有資格業者名簿に登載のない者（入札参加業
種に登載のない者も含む。）　は財政局資産管理部契
約課に所定の様式により､ 資格審査申請を令和４年
11月７日㈪までに行うこと。

　⑸�　調達される電気の品質及び数量について､ 仕様書
の内容を順守し、確実に納入することができるとと
もに、アフターサービスを本市の求めに応じて、速
やかに提供できること。

　⑹�　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月
１日制定。以下、「環境配慮電力入札要綱」という。）
第４条第２項に基づき､ 本市の全ての電力入札に参
加する資格を持つものであること。なお､ 環境配慮
電力入札要綱第４条第１項に定める手続きを行って
いない者は、令和４年11月７日㈪までに行ってくだ
さい。

３　競争参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0006　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル７階
　　　病院局経営企画室契約担当（担当：吉村）

　　　電話（直通）　044－200－3857
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年10月25日㈫から令和４年11月７日㈪まで
の下記の時間

　　�　午前８時30分から正午までと午後１時から午後５
時15分まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。
　⑶　提出方法
　　　持参
４　仕様等
　�　仕様書は３⑴の場所において、令和４年10月25日㈫
から令和４年11月７日㈪まで閲覧できます。また病院
局入札情報のホームページに掲載します。
　�　（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/
contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.
html）
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には､ 一般競
争入札参加確認通知書を交付します。詳細は入札説明
書によります。
６　仕様等に関する問い合わせ
　�　仕様等に関する質問は、質問書により受け付けます。
詳細は別紙「仕様等に関する問合せの方法について」
のとおりです。
７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が､ 次
のいずれかに該当するときは､ この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法
　　ア　持参による入札の場合
　　　ア　入札書の提出日時
　　　　　令和４年12月８日㈭　午前10時00分
　　　イ　入札書の提出場所
　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　川崎御幸ビル７階　病院局会議室
　　イ　郵送による入札の場合
　　　ア　入札書の提出期限
　　　　　令和４年12月６日㈫　必着
　　　イ　入札書の宛先
　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　川崎市病院局経営企画室経理担当課長
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
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　⑶　開札の日時
　　　８⑴アアと同じ。
　⑷　開札の場所
　　　８⑴アイと同じ。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　契約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価
格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った入札者を落札者とします。ただし、著し
く低価格の場合は、調査を行うことがあります。入
札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回り、落
札者を決定できないときは、令和４年12月12日㈪に
再度入札を行います。その際は、対象者に別途連絡
します。ただし、その前回の入札が参加者心得の規
定により無効とされた者は再度入札に参加できませ
ん。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市病院局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は､ これを無効とします。

９　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　ア�　契約規程第34条各号に該当する場合は､ 免除し

ます。
　　イ�　ア以外の場合は､ 契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　否
　⑷　議決の要否
　　　否
　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　契約規程及び川崎市病院局競争入札参加者心得等
は､ ３⑴の場所において閲覧できます。

10　その他
　⑴�　使用する言語及び通貨は､ 日本語及び日本国通貨
に限ります。

　⑵　詳細は､ 入札説明書によります。
　⑶　関連情報を入手するための照会窓口
　　　３⑴と同じ
11　Summary
　⑴　Nature�and�quantity�of�product�to�be�purchased:
　　　�Electricity�to�be�used�at�Kawasaki�Municipal�Ida�

Hospital.�The�estimated�electricity�of�the�year�
about�8,011,800kWh.

　⑵　Time-limit�for�tender:
　　　10:00�A.M.�8th�December�2022
　⑶　Time-limit�for�tender�by�mail:
　　　6th�December�2022

　⑷　Contact�point�for�the�notice:
　　　�KAWASAKI�CITY�OFFICE�Accounting�section,�

Management�Planning�Office,�Municipal�Hospital�
Management�Bureau�Kawasakimiyuki�bldg.�7F�
1-8-9,�Isago,�Kawasaki�Kawasaki,�Kanagawa,�
210-0006,�JAPAN

　　　TEL�044-200-3857（Direct-in）
　　　───────────────────
川崎市病院局公告（調達）第15号
　　　入　　札　　公　　告
　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄
１　総則
　⑴�　別紙の案件に係る契約において使用する言語及び
通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報
を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　�　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担
当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル７階
　　　電話　044－200－3857（直通）
　⑶�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい
ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以
下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規
程並びに調達に関する仕様書は、病院局契約担当の
窓口で閲覧できるほか、インターネットにおいて、
病院局入札情報のページで閲覧することができます。

　　�　https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/
contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.
html

　⑷�　別紙の案件の入札に関する苦情等については、川
崎市政府調達苦情処理検討委員会へ申し立てること
ができます。落札者の決定後、苦情申し立てが行わ
れた場合、川崎市政府調達苦情処理検討委員会の申
し立て検討期間中、契約手続を一時停止することが
あります。

　⑸�　本書に示された諸手続きで期間が定められている
場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、
諸手続きの時間については、当該期間の日の午前８
時30分から正午までと、午後１時から午後５時15分
までに限ります。

　⑹�　本書に定める事項のほか調達の詳細は、仕様書、
川崎市契約条例、契約規程及び参加者心得の定める
ところによります。

２　競争参加の申込み及び競争参加資格について
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　⑴�　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定めた期間
に病院局契約担当窓口で受け付けます。

　⑵�　競争参加者は、次の全ての条件を満たす必要があ
ります。

　　ア　契約規程第２条の規定に該当しないこと。
　　イ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中ではないこと。
　　ウ�　法令等に従い、本件契約を確実に履行する資格

及び能力を有すること。
　　エ�　本書に定める各種書面の提出、受領等、競争参

加者の義務を誠実に履行すること。
　⑶�　「令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給
等有資格業者名簿（以下「名簿」といいます。）」に
登録のない者（別紙の案件に定められた業種に登録
のない者も含みます。）は、所定の様式をもって競
争参加の申込締切日までに財政局資産管理部契約課
で資格審査の申請を行ってください。

　⑷�　競争参加資格があると認められた者には、別紙の
案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交付し
ます。競争参加資格があると認め難い者には、別途
お知らせします。

　⑸�　競争参加資格があると認められた者が、競争参加
申込書及び本書に定めるその他の提出書類について
虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加する
ことはできません。

３　仕様等に関する問合せの方法について
　�　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局入
札情報のページで取得できます。）により受け付けま　
す。また、提出された質問書は１⑵の照会窓口に回答
書と共に掲示を行い、併せて１⑶の病院局入札情報の
ページにも掲載を行います。
４　入札及び開札について
　⑴�　入札及び開札の日時・場所等については、別紙の
案件ごとの定めるところによります。

　⑵�　入札及び開札に立会う者は、競争参加資格確認通

知を受けた者又はその代理人とし、その者は競争参
加資格確認通知書を必ず持参するものとします。な
お、代理人が立会う場合は、入札に関する権限及び
開札の立会いに関する権限の委任を受けた書面を事
前に提出しなければなりません。

　⑶�　郵便により入札書を提出する場合は、封筒の書式
その他の事項について、必ず事前に病院局契約担当
に御相談ください。提出は、３の回答が掲載された
後に受け付けます。

　⑷�　落札者の決定については、契約規程第14条の規定
に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最
低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札
者とします。ただし、著しく低価格の場合は、調査
を行うことがあります。入札書記載金額の最も低い
者が予定価格を上回り、落札者を決定できないとき
は、入札日の翌日から起算して３日後に再度入札を
行います。その際は、対象者に別途連絡します。た
だし、その前回の入札が参加者心得の規定により無
効とされた者は再度入札に参加できません。

　⑸�　参加者心得において無効と定める入札は、これを
無効とします。

５　契約の締結について
　�　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締結
します。
　⑴�　契約保証金は契約金額の10パーセントとします。
ただし、契約規程第34条各号に該当する場合は保証
金の納付を免除します。

　⑵　前払金の適用はありません。
　⑶　契約書の作成を必要とします。
　⑷�　川崎市議会において、この契約に係る令和５年度
の予算を定める議決がない場合又は当該予算の削除
を伴う議決があった場合については、発注者はこの
契約を変更又は解除することができます。

　　　詳細については入札説明書によります。

（案件１）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 川崎市立川崎病院で使用するガス（都市ガス）の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 令和５年１月１日から令和５年12月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「燃料・油脂類」
種　目「プロパンガス・石炭」

そ の 他

１�　履行場所を含む区域において、ガス事業法（昭和29年法律第51号）第３条の規定
によりガス小売事業者としての登録を受けている者であること。
２�　調達されるガスの品質及び数量について､ 仕様書の内容を順守し、確実に納入す
ることができるとともに、アフターサービスを本市の求めに応じて、速やかに提供
できること。
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競争参加の申込 令和４年10月25日から令和４年11月７日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年12月５日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る
入札書の提出

提出期限 令和４年12月２日必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１　川崎市病院局経営企画室　経理担当課長

入 札 保 証 金 免除します。

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

S u m m a r y

１　�Nature�and�quantity�of�product�to�be�purchased:
　　City�gas�to�be�used�at�Kawasaki�Municipal�Kawasaki�Hospital.
２　Time-limit�for�tender:
　　10:00�A.M.�5th�December�2022
３　Time-limit�for�tender�by�mail:
　　2nd�December�2022
４　Contact�point�for�the�notice:
　　�KAWASAKI�CITY�OFFICE�Accounting�section,�Management�Planning�Office,�Municipal�

Hospital�Management�Bureau�Kawasakimiyuki�bldg.�7F�1-8-9,� Isago,�Kawasaki�Kawasaki,�
Kanagawa,�210-0006,�JAPAN

　　Tel�044-200-3857�(Direct-in)

（案件２）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 川崎市立井田病院で使用するガス（都市ガス）の調達

履行場所 川崎市中原区井田２丁目27番１号（川崎市立井田病院）

履行期間 令和５年１月１日から令和５年12月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「燃料・油脂類」
種　目「プロパンガス・石炭」

そ の 他

１�　履行場所を含む区域において、ガス事業法（昭和29年法律第51号）第３条の規定
によりガス小売事業者としての登録を受けている者であること。
２�　調達されるガスの品質及び数量について､ 仕様書の内容を順守し、確実に納入す
ることができるとともに、アフターサービスを本市の求めに応じて、速やかに提供
できること。

競争参加の申込 令和４年10月25日から令和４年11月７日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年12月５日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る
入札書の提出

提出期限 令和４年12月２日必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１　川崎市病院局経営企画室　経理担当課長

入 札 保 証 金 免除します。

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

S u m m a r y
１　Nature�and�quantity�of�product�to�be�purchased:
　　City�gas�to�be�used�at�Kawasaki�Municipal�Ida�Hospital.
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S u m m a r y

２　Time-limit�for�tender:
　　10:00�A.M.�5th�December�2022
３　Time-limit�for�tender�by�mail:
　　2nd�December�2022
４　Contact�point�for�the�notice:
　　�KAWASAKI�CITY�OFFICE�Accounting�section,�Management�Planning�Office,�Municipal�

Hospital�Management�Bureau�Kawasakimiyuki�bldg.�7F�1-8-9,� Isago,�Kawasaki�Kawasaki,�
Kanagawa,�210-0006,�JAPAN

　　Tel�044-200-3857�(Direct-in)

消 防 局 公 告

川崎市消防局公告第10号
　　　サイレンの吹鳴について
　消防法(昭和23年法律第186号)第26条第３項の規定によ
り消防訓練に伴うサイレンの吹鳴を、次のとおり公告し
ます。
　　令和４年10月５日
　　　　　　　　　川崎市消防長　原　田　俊　一

訓
練

日　　時 令和４年10月18日㈫　14時00分～ 15時00分
場　　所 川崎区東扇島８番地　
消防隊数 消防隊13隊

　　　───────────────────
川崎市消防局公告第11号
　　　指定催しの指定について
　川崎市火災予防条例第57条の３の規定に基づき、下記
の催しを指定催しとして指定したので、次のとおり公告
します。
　　令和４年10月14日
　　　　　　　　　川崎市消防長　原　田　俊　一
指定催し
の名称 第43回かわさき市民祭り

開催場所 川崎区富士見公園（川崎市川崎区富士見町１丁
目・２丁目他）一帯

開催期間
令和４年11月４日㈮10時00分から16時30分まで
令和４年11月５日㈯10時00分から16時30分まで
令和４年11月６日㈰10時00分から16時30分まで

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第22号
　地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年
法律第162号）第13条第２項の規定に基づき、川崎市教
育委員会教育長は、次の者を令和４年10月１日付けで川
崎市教育委員会教育長職務代理者に指名した。
　　令和４年10月３日

　　　　　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　　　　　教育長　小田嶋　満
　氏　名　　教育委員会委員　田中　雅文
　　　───────────────────
川崎市教育委員会告示第23号
　川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。
　　令和４年10月11日
　　　　　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　　　　　教育長　小田嶋　満
１　日　時　　令和４年10月18日㈫　14時00分から
２　場　所　　教育文化会館　第６・７会議室
３　議　事
　　　　議案第34号　　�令和５年度川崎市立高等学校入

学定員について
４　その他報告等
　　　───────────────────
川崎市教育委員会告示第24号
　令和４年10月11日川崎市教育委員会告示第23号につき
まして、次のとおり議事を追加いたします。
　　令和４年10月14日
　　　　　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　　　　　教育長　小田嶋　満
１　日　時　　令和４年10月18日㈫　14時00分から
２　場　所　　教育文化会館　第６・７会議室
３　追加する議事事項
　　　　議案第35号　　�川崎市立学校特別開放施設の使

用に関する規則の一部を改正す
る規則の制定について

　　　　議案第36号　　�川崎市市民館使用規則の一部を
改正する規則の制定について

　　　　議案第37号　　�川崎市教育文化会館使用規則の
一部を改正する規則の制定につ
いて

　　　　議案第38号　　�川崎市青少年の家条例施行規則
の一部を改正する規則の制定に
ついて

　　　　議案第39号　　�川崎市少年自然の家条例施行規
則の一部を改正する規則の制定
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について

監 査 公 表

　　　　　　　　　　　　　　　　�４ 川 監公第 1 0 号
　　　　　　　　　　　　　　　　�令和４年10月14日
　　　川崎市職員措置請求について（公表）
　令和４年８月17日付けをもって受理した標記の請求に
ついて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第
５項の規定に基づき監査を実施しましたので、請求人に
対する通知文を別紙のとおり公表します。
　　　　　　　　川崎市監査委員　大　村　研　一
　　　　　　　　同　　　　　　　植　村　京　子
　　　　　　　　同　　　　　　　浅　野　文　直
　　　　　　　　同　　　　　　　山　田　晴　彦
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近

隣
住

民
は

当
該

説
明

会
へ

の
保

育
所

整
備

課
職

員
の

参
加

を
市

に
求

め
た

が
、

保
育

所
整

備
課

職
員

が
参

加
し

な
い

と
し

た
た

め
、

請
求

人
ら

は
当

該
説

明
会

へ
の

参
加

の
申

込
み

を
し

な
か

っ
た

。
 

ケ
 

こ
ど

も
の

森
か

ら
着

工
時

期
に

遅
れ

が
生

じ
、

令
和

４
年

４
月

１
日

の
開

所
が

困
難

で
あ

る

と
の

申
入

れ
が

あ
っ

た
た

め
、

同
年

７
月

１
日

に
開

所
を

延
期

す
る

旨
を

市
が

公
表

（
令

和
３

年
１

１
月

１
９

日
）

 

コ
 

本
件

保
育

所
の

整
備

予
定

地
で

ボ
ー

リ
ン

グ
調

査
が

開
始

さ
れ

た
（

令
和

４
年

３
月

５

日
）

。
 

サ
 

前
記

カ
の

覚
書

の
内

容
の

う
ち

、
整

備
履

行
期

限
を

同
年

３
月

３
１

日
か

ら
同

年
６

月
３

０

日
に

、
開

所
日

を
同

年
４

月
１

日
か

ら
同

年
７

月
１

日
に

、
そ

れ
ぞ

れ
変

更
す

る
覚

書
を

締
結

（
同

年
３

月
３

１
日

）
 

シ
 

本
件

保
育

所
の

整
備

予
定

地
の

地
盤

が
軟

弱
で

あ
る

こ
と

が
判

明
し

、
施

工
方

法
を

変
更

す

る
必

要
が

生
じ

た
た

め
、

同
年

７
月

１
日

の
開

所
を

同
年

１
０

月
１

日
に

延
期

す
る

旨
を

市
が

公
表

（
同

年
４

月
２

７
日

）
 

ス
 

本
件

保
育

所
の

整
備

予
定

地
の

南
西

側
道

路
に

面
す

る
部

分
の

擁
壁

及
び

崖
が

崩
さ

れ
、

ス

ロ
ー

プ
状

に
変

更
さ

れ
る

工
事

が
施

工
さ

れ
た

（
同

年
６

月
２

４
日

及
び

２
５

日
）

。
 

セ
 

前
記

サ
に

よ
り

変
更

し
た

前
記

カ
の

覚
書

の
内

容
の

う
ち

、
整

備
履

行
期

限
を

同
年

６
月

３

０
日

か
ら

同
年

９
月

３
０

日
に

、
開

所
日

を
同

年
７

月
１

日
か

ら
同

年
１

０
月

１
日

に
、

そ
れ

ぞ
れ

変
更

す
る

覚
書

を
締

結
（

同
年

６
月

３
０

日
）

 

ソ
 

整
備

費
補

助
金

及
び

整
備

施
設

賃
借

料
の

交
付

申
請

の
受

理
（

同
年

８
月

４
日

）
 

タ
 

整
備

費
補

助
金

の
交

付
決

定
（

同
月

２
４

日
）

 

 

2
 

 

の
関

係
職

員
（

以
下

「
関

係
職

員
」

と
い

う
。

）
の

立
会

い
が

あ
っ

た
。

 

請
求

人
ら

が
本

件
措

置
請

求
の

要
旨

を
補

足
し

た
内

容
は

、
お

お
む

ね
別

紙
２

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

  
２

 
関

係
職

員
の

陳
述

 

 
 

 
法

第
２

４
２

条
第

８
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

令
和

４
年

９
月

１
５

日
、

関
係

職
員

か
ら

陳
述

の
聴

取
を

行
っ

た
。

関
係

職
員

か
ら

は
、

「
住

民
監

査
請

求
に

対
す

る
市

の
考

え
方

」
（

添
付

省
略

）
の

提
出

が
あ

っ
た

。
こ

の
際

、
同

項
の

規
定

に
基

づ
く

請
求

人
ら

の
立

会
い

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
関

係
職

員
が

説
明

し
た

内
容

は
、

お
お

む
ね

別
紙

３
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 

３
 

監
査

対
象

事
項

 

法
第

２
４

２
条

に
規

定
す

る
住

民
監

査
請

求
は

、
普

通
地

方
公

共
団

体
の

住
民

が
、

当
該

普
通

地

方
公

共
団

体
の

機
関

又
は

職
員

に
つ

い
て

、
違

法
若

し
く

は
不

当
な

公
金

の
支

出
等

の
財

務
会

計
上

の
行

為
が

あ
る

場
合

、
ま

た
当

該
行

為
が

な
さ

れ
る

こ
と

が
相

当
の

確
実

さ
を

も
っ

て
予

測
さ

れ
る

場
合

な
ど

に
、

監
査

委
員

に
対

し
、

監
査

を
求

め
、

当
該

行
為

の
防

止
、

損
害

の
補

填
等

の
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
ず

べ
き

こ
と

を
請

求
で

き
る

制
度

で
あ

る
。

 

前
記

第
１

の
１

の
本

件
措

置
請

求
の

内
容

の
う

ち
、

①
は

財
務

的
処

理
を

直
接

の
目

的
と

す
る

も

の
と

は
い

え
ず

財
務

会
計

上
の

行
為

と
は

認
め

ら
れ

な
い

も
の

で
あ

り
、

ま
た

、
③

は
整

備
施

設
賃

借
料

の
交

付
申

請
が

令
和

４
年

８
月

２
６

日
に

取
り

下
げ

ら
れ

、
整

備
施

設
賃

借
料

の
支

出
が

相
当

の
確

実
さ

を
も

っ
て

予
測

さ
れ

る
と

は
い

え
な

い
も

の
と

な
っ

た
こ

と
か

ら
、

い
ず

れ
も

監
査

の
対

象
と

な
ら

な
い

た
め

、
こ

れ
を

却
下

す
る

こ
と

と
し

、
②

の
整

備
費

補
助

金
の

交
付

の
停

止
を

求
め

る
と

す
る

点
（

以
下

「
本

件
請

求
」

と
い

う
。

）
の

み
を

監
査

対
象

事
項

と
し

た
。

 

 

第
４

 
監

査
の

結
果

 

 
１

 
事

実
関

係
の

確
認

等
 

 
 

 
請

求
人

ら
及

び
関

係
職

員
の

陳
述

並
び

に
関

係
書

類
の

調
査

等
の

結
果

、
次

の
よ

う
な

事
実

関
係

を
確

認
し

た
。

 

(
1
)
 
事

業
者

の
募

集
か

ら
整

備
施

設
賃

借
料

の
交

付
申

請
の

取
り

下
げ

ま
で

の
経

過
 

ア
 

民
間

事
業

者
活

用
型

保
育

所
整

備
事

業
（

以
下

「
本

件
事

業
」

と
い

う
。

）
の

事
業

者
の

募

集
を

開
始

（
令

和
３

年
２

月
２

２
日

）
 

イ
 

こ
ど

も
の

森
が

提
出

し
た

本
件

事
業

の
申

込
書

を
市

が
受

理
し

た
（

同
年

４
月

５
日

）
。

 

市
は

、
本

件
事

業
の

申
込

書
の

内
容

に
よ

り
、

こ
ど

も
の

森
が

同
年

３
月

２
６

日
に

本
件

保
育

所
の

整
備

予
定

地
の

近
隣

住
民

の
一

部
に

対
し

て
口

頭
で

本
件

保
育

所
の

整
備

計
画

を
周

知

し
、

ま
た

、
不

在
者

に
対

し
て

ポ
ス

テ
ィ

ン
グ

を
行

っ
た

と
す

る
旨

を
確

認
し

た
。

 

ウ
 

市
は

、
本

件
事

業
の

申
込

書
に

係
る

内
容

に
つ

い
て

、
こ

ど
も

の
森

に
対

す
る

ヒ
ア

リ
ン

グ
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ウ
 

整
備

費
補

助
金

に
つ

い
て

 
整

備
費

補
助

金
は

、
建

築
物

の
改

修
等

に
必

要
な

費
用

（
施

設
整

備
費

、
設

計
監

理
費

、
設

計
費

、
備

品
等

に
必

要
な

経
費

）
を

補
助

対
象

経
費

と
し

て
お

り
、

補
助

対
象

経
費

の
４

分
の

３
（

整
備

す
る

保
育

所
の

定
員

及
び

認
可

基
準

を
満

た
す

専
用

の
屋

外
遊

戯
場

の
有

無
に

応
じ

た
補

助
金

上
限

額
ま

で
）

が
交

付
さ

れ
る

。
設

置
・

運
営

法
人

は
、

川
崎

市
民

間
事

業
者

活
用

型
保

育
所

整
備

費
補

助
金

交
付

要
綱

（
以

下
「

整
備

費
補

助
金

交
付

要
綱

」
と

い
う

。
）

第
２

条
第

１
項

に
定

め
る

「
本

市
が

計
画

し
、

か
つ

決
定

し
た

保
育

所
の

設
置

・
運

営
法

人
等

」
に

あ
た

る
の

で
、

整
備

費
補

助
金

交
付

要
綱

に
則

っ
て

整
備

費
補

助
金

の
交

付
申

請
が

可
能

と
な

り
、

整
備

費
補

助
金

交
付

要
綱

第
７

条
に

基
づ

き
、

改
修

工
事

の
請

負
契

約
締

結
前

に
、

設

置
・

運
営

法
人

が
必

要
な

書
類

を
添

え
て

交
付

申
請

を
行

う
。

申
請

が
あ

っ
た

場
合

、
整

備
費

補
助

金
交

付
要

綱
第

８
条

に
基

づ
い

て
、

交
付

申
請

書
及

び
関

係
書

類
の

内
容

を
審

査
し

て
、

補
助

の
適

否
及

び
金

額
を

決
定

し
、

設
置

・
運

営
法

人
に

補
助

金
交

付
指

令
書

に
よ

り
通

知
す

る
。

な
お

、
整

備
費

補
助

金
の

交
付

決
定

は
、

法
人

決
定

と
は

別
に

、
改

め
て

市
が

交
付

の
適

否
等

を
決

定
す

る
も

の
で

あ
り

、
交

付
決

定
後

で
あ

っ
て

も
、

交
付

手
続

を
適

正
に

行
わ

な
い

場
合

等
は

、
整

備
費

補
助

金
の

交
付

決
定

の
全

部
又

は
一

部
を

取
り

消
す

こ
と

が
あ

る
。

 
 

２
 

監
査

委
員

の
判

断
 

(
1
)
 
整

備
費

補
助

金
を

交
付

す
る

こ
と

が
違

法
又

は
不

当
と

い
え

る
か

 

請
求

人
ら

は
、

本
件

請
求

の
理

由
と

し
て

、
こ

ど
も

の
森

に
お

け
る

整
備

費
補

助
金

の
交

付
申

請
が

虚
偽

の
申

請
で

あ
る

こ
と

等
を

掲
げ

、
補

助
金

の
返

還
等

に
つ

い
て

定
め

る
整

備
費

補
助

金

交
付

要
綱

第
１

２
条

の
規

定
の

う
ち

、
同

条
第

２
号

の
「

不
正

な
手

段
を

も
っ

て
補

助
金

の
交

付

を
受

け
た

と
き

」
に

あ
た

る
旨

を
主

張
し

て
い

る
と

解
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
整

備
補

助
金

を
交

付

す
る

こ
と

が
違

法
又

は
不

当
と

い
え

る
か

に
つ

い
て

、
以

下
、

検
討

す
る

。
 

ア
 

近
隣

説
明

の
状

況
等

に
つ

い
て

 

請
求

人
ら

は
、

募
集

要
項

に
近

隣
説

明
に

関
す

る
記

載
が

あ
る

と
こ

ろ
、

こ
ど

も
の

森
が

本

件
事

業
へ

の
応

募
に

際
し

、
事

前
に

近
隣

説
明

を
行

っ
た

事
実

が
な

い
の

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

近
隣

住
民

を
訪

問
し

、
一

部
に

は
口

頭
で

説
明

し
、

不
在

者
に

は
ポ

ス
テ

ィ
ン

グ
を

し
た

と
す

る
旨

を
市

に
報

告
し

て
法

人
決

定
を

受
け

、
設

置
・

運
営

法
人

と
し

て
整

備
費

補
助

金
交

付
要

綱
第

２
条

第
１

項
に

定
め

る
補

助
対

象
者

と
な

り
、

整
備

費
補

助
金

の
交

付
申

請
を

行
っ

た
も

の
で

あ
る

か
ら

、
当

該
申

請
が

虚
偽

の
申

請
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

旨
主

張
す

る
。

 

し
か

し
な

が
ら

、
近

隣
説

明
に

つ
い

て
は

、
整

備
費

補
助

金
交

付
要

綱
に

は
定

め
が

な
く

、

募
集

要
項

で
の

み
定

め
ら

れ
て

い
る

と
こ

ろ
、

保
育

事
業

者
が

保
育

所
を

開
設

し
よ

う
と

す
る

場
合

に
近

隣
説

明
を

必
ず

実
施

し
て

近
隣

住
民

等
の

承
諾

や
同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

す
る

旨
を

定
め

た
法

令
等

の
根

拠
は

存
し

な
い

。
 

 

4
 

 

チ
 

整
備

施
設

賃
借

料
の

交
付

申
請

の
取

り
下

げ
（

同
月

２
６

日
）

 

 

(
2
)
 
本

件
事

業
等

に
つ

い
て

 

ア
 

本
件

事
業

に
つ

い
て

 

本
件

事
業

は
、

保
育

事
業

者
が

賃
貸

物
件

を
自

ら
確

保
し

、
認

可
保

育
所

を
整

備
す

る
も

の

で
あ

り
、

応
募

の
あ

っ
た

保
育

事
業

者
の

中
か

ら
、

選
定

委
員

会
の

評
価

・
選

定
を

経
て

、
設

置
・

運
営

法
人

と
し

て
市

長
が

決
定

す
る

（
以

下
「

法
人

決
定

」
と

い
う

。
）

。
な

お
、

本
件

事
業

の
実

施
に

あ
た

っ
て

根
拠

と
な

る
具

体
的

な
法

令
の

規
定

は
な

い
。

 

 

イ
 

近
隣

住
民

等
へ

の
説

明
に

つ
い

て
 

 
市

に
よ

れ
ば

、
本

件
事

業
の

応
募

に
あ

た
り

、
保

育
事

業
者

が
行

う
近

隣
住

民
等

へ
の

事
前

周
知

及
び

配
慮

に
関

す
る

根
拠

法
令

は
な

く
、

令
和

３
年

度
川

崎
市

民
間

事
業

者
活

用
型

保
育

所
等

整
備

法
人

募
集

要
項

（
令

和
４

年
４

月
開

所
 

第
２

次
募

集
。

以
下

「
募

集
要

項
」

と
い

う
）

に
の

み
定

め
た

も
の

で
あ

る
。

募
集

要
項

の
「

Ⅲ
 

施
設

整
備

等
の

条
件

」
の

「
４

 
そ

の
他

整
備

計
画

に
関

す
る

要
件

」
に

「
（

１
）

近
隣

住
民

等
へ

の
説

明
及

び
配

慮
等

」
を

定
め

、

「
本

事
業

へ
の

応
募

に
当

た
っ

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

近
隣

住
民

等
（

地
元

自
治

会
町

内
会

、
保

育
所

・
川

崎
認

定
保

育
園

、
幼

稚
園

等
を

含
む

。
）

に
対

し
、

当
該

応
募

に
つ

い
て

の
説

明
を

真
摯

に
行

い
、

理
解

を
得

る
こ

と
。

（
近

隣
住

民
等

へ
の

説
明

状
況

に
よ

っ
て

は
、

応
募

を
お

受
け

で
き

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
。

）
」

と
の

記
載

（
以

下
「

近
隣

住
民

等
へ

の
事

前
周

知
及

び
配

慮
に

関
す

る
記

載
」

と
い

う
。

）
が

あ
る

。
 

募
集

要
項

の
近

隣
住

民
等

へ
の

事
前

周
知

及
び

配
慮

に
関

す
る

記
載

に
よ

り
行

わ
れ

る
近

隣

住
民

等
に

対
す

る
当

該
応

募
に

つ
い

て
の

説
明

（
以

下
「

近
隣

説
明

」
と

い
う

。
）

と
は

、
当

該
保

育
所

の
近

隣
住

民
等

に
対

す
る

当
該

応
募

に
つ

い
て

の
事

前
の

説
明

を
い

い
、

市
で

は
、

応
募

に
あ

た
り

、
近

隣
説

明
を

地
域

の
理

解
を

得
る

上
で

重
要

な
プ

ロ
セ

ス
と

考
え

て
お

り
、

こ
ど

も
の

森
に

対
し

て
も

近
隣

説
明

を
丁

寧
に

行
う

よ
う

指
導

し
て

い
る

と
し

て
い

る
。

 

他
方

、
そ

れ
ぞ

れ
の

応
募

物
件

ご
と

に
立

地
条

件
等

が
異

な
り

、
各

々
事

前
周

知
が

必
要

な

範
囲

も
異

な
る

た
め

、
具

体
的

な
基

準
も

な
い

こ
と

か
ら

、
地

域
の

住
民

に
周

知
す

る
た

め
に

、

募
集

要
項

に
お

い
て

地
元

自
治

会
町

内
会

を
含

め
て

事
前

周
知

す
る

よ
う

記
載

し
て

い
る

。
 

一
般

的
に

、
各

保
育

事
業

者
は

、
選

定
後

に
開

所
に

向
け

て
整

備
計

画
を

詳
細

に
精

査
し

て

い
く

た
め

、
応

募
時

点
で

は
不

確
定

な
事

項
も

多
い

こ
と

か
ら

、
募

集
要

項
に

記
載

さ
れ

た
説

明
に

つ
い

て
は

、
あ

く
ま

で
整

備
予

定
地

に
関

し
て

本
件

事
業

へ
の

応
募

を
事

前
周

知
す

る
こ

と
で

、
整

備
計

画
に

つ
い

て
近

隣
住

民
等

に
知

っ
て

も
ら

う
と

い
う

位
置

付
け

で
あ

り
、

ポ
ス

テ
ィ

ン
グ

な
ど

に
よ

る
事

前
周

知
も

認
め

て
い

る
。
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年
法

律
第

８
８

号
)
第

５
条

第
１

項
及

び
第

３
項

の
規

定
に

違
反

す
る

旨
を

主
張

す
る

が
、

こ
れ

ら
の

決
定

は
い

ず
れ

も
法

令
に

根
拠

が
あ

る
も

の
で

は
な

く
、

同
法

第
２

条
第

１
項

第
２

号
の

処
分

と
は

解
さ

れ
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
審

査
基

準
に

関
す

る
行

政
手

続
法

の
規

定
が

適
用

さ
れ

る
も

の
で

は
な

い
。

 

そ
の

他
、

請
求

人
ら

が
縷

々
主

張
す

る
内

容
は

、
整

備
費

補
助

金
の

交
付

が
違

法
又

は
不

当
に

あ
た

る
理

由
と

は
足

り
え

ず
、

い
ず

れ
も

採
用

で
き

な
い

。
 

 

(
2
)
 
結

論
 

以
上

の
と

お
り

、
整

備
費

補
助

金
の

交
付

を
差

し
止

め
る

べ
き

違
法

又
は

不
当

な
点

が
あ

る
と

は
認

め
ら

れ
ず

、
請

求
人

ら
の

主
張

に
は

い
ず

れ
も

理
由

が
な

い
。

 

よ
っ

て
、

本
件

措
置

請
求

は
、

前
記

第
３

の
３

の
と

お
り

、
本

件
保

育
所

の
開

設
に

関
す

る
設

置
の

認
可

の
停

止
を

求
め

る
と

す
る

点
及

び
整

備
賃

借
料

の
交

付
の

停
止

を
求

め
る

と
す

る
点

に

つ
い

て
は

、
法

第
２

４
２

条
の

要
件

を
欠

き
不

適
法

で
あ

る
た

め
、

こ
れ

を
却

下
す

る
こ

と
と

し
、

そ
の

余
に

つ
い

て
は

、
請

求
人

ら
の

主
張

に
理

由
が

な
い

た
め

、
こ

れ
を

棄
却

す
る

。
 

 

３
 

意
見

 
 

監
査

結
果

は
、

以
上

の
と

お
り

で
あ

る
が

、
今

回
の

監
査

を
通

じ
て

、
監

査
委

員
と

し
て

の
意

見

を
述

べ
る

。
 

法
第

２
４

２
条

に
基

づ
く

住
民

監
査

請
求

は
、

財
務

会
計

上
の

行
為

又
は

怠
る

事
実

に
違

法
又

は

不
当

な
点

が
あ

る
か

ど
う

か
を

監
査

す
る

も
の

で
あ

っ
て

、
地

域
住

民
に

お
け

る
行

政
へ

の
不

信
感

の
解

消
や

発
生

し
た

紛
争

の
解

決
を

目
的

と
す

る
も

の
で

は
な

い
た

め
、

本
件

措
置

請
求

に
つ

い
て

は
前

記
２

(
2
)
の

結
論

の
と

お
り

だ
が

、
以

下
の

と
お

り
付

言
す

る
。

 

募
集

要
項

Ⅲ
４

の
「

（
１

）
近

隣
住

民
等

へ
の

説
明

及
び

配
慮

等
」

の
ウ

で
は

、
「

選
定

後
に

お

い
て

は
、

近
隣

住
民

等
に

対
し

、
事

業
計

画
や

運
営

等
に

つ
い

て
適

宜
説

明
や

調
整

を
真

摯
に

行
う

と
と

も
に

、
苦

情
・

紛
争

等
に

つ
い

て
も

、
応

募
法

人
の

責
任

に
お

い
て

、
誠

意
を

持
っ

て
対

応
す

る
こ

と
。

」
と

さ
れ

て
い

る
と

お
り

、
入

所
児

童
が

安
心

し
て

健
や

か
に

保
育

所
で

の
生

活
を

送
る

こ
と

が
児

童
福

祉
の

向
上

を
図

る
と

い
う

保
育

施
策

の
目

的
に

合
致

す
る

と
こ

ろ
で

あ
る

の
で

、
相

互
の

信
頼

関
係

を
醸

成
す

べ
く

、
誠

実
か

つ
真

摯
な

対
応

が
図

ら
れ

る
こ

と
を

要
望

す
る

も
の

で
あ

る
。
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そ
し

て
、

前
記

第
４

の
１

(
2
)
イ

記
載

の
と

お
り

、
募

集
要

項
に

お
け

る
近

隣
説

明
と

は
、

あ

く
ま

で
整

備
予

定
地

に
関

し
、

本
件

事
業

へ
の

応
募

を
事

前
周

知
す

る
こ

と
で

、
整

備
計

画
に

つ
い

て
近

隣
住

民
等

に
知

っ
て

も
ら

う
と

い
う

位
置

付
け

で
あ

り
、

ポ
ス

テ
ィ

ン
グ

な
ど

に
よ

る
事

前
周

知
も

認
め

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

前
記

第
４

の
１

(
1
)
の

事
実

経
過

に
よ

れ
ば

、
市

は
、

こ
ど

も
の

森
が

提
出

し
た

本
件

事
業

の

申
込

書
の

内
容

に
よ

り
、

本
件

保
育

所
の

近
隣

説
明

の
状

況
等

を
確

認
し

、
ま

た
、

こ
ど

も
の

森

に
対

し
て

実
施

し
た

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
っ

て
も

確
認

し
て

お
り

、
こ

ど
も

の
森

と
請

求
人

ら
を

含

む
近

隣
住

民
と

の
間

に
近

隣
説

明
の

状
況

や
方

法
等

に
相

違
点

が
あ

っ
た

と
し

て
も

、
そ

れ
を

以

て
、

た
だ

ち
に

本
件

保
育

所
の

開
設

に
関

す
る

整
備

費
補

助
金

の
交

付
が

整
備

費
補

助
金

交
付

要

綱
第

１
２

条
第

２
号

の
「

不
正

な
手

段
を

も
っ

て
補

助
金

の
交

付
を

受
け

た
と

き
」

に
あ

た
る

と

ま
で

認
め

る
こ

と
は

困
難

で
あ

る
。

 

こ
の

点
に

つ
い

て
、

請
求

人
ら

は
、

こ
ど

も
の

森
が

法
人

決
定

を
受

け
た

後
、

近
隣

住
民

が
不

在
な

ま
ま

、
本

件
保

育
所

の
開

設
に

関
す

る
説

明
会

が
強

行
さ

れ
た

旨
を

主
張

す
る

が
、

保
育

所

の
開

設
に

あ
た

り
、

保
育

事
業

者
が

市
の

職
員

が
参

加
し

た
形

で
近

隣
住

民
へ

の
説

明
会

を
開

催

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

す
る

根
拠

等
は

な
く

、
近

隣
住

民
が

市
の

職
員

が
参

加
し

な
い

こ
と

を

不
満

と
し

て
説

明
会

へ
の

参
加

を
表

明
せ

ず
、

実
質

的
に

住
民

不
在

の
ま

ま
説

明
会

が
実

施
さ

れ

た
と

し
て

も
、

財
務

会
計

行
為

の
違

法
も

し
く

は
不

当
に

あ
た

る
と

は
い

え
な

い
。

よ
っ

て
、

請

求
人

ら
の

上
記

主
張

は
採

用
で

き
な

い
。

 

 

イ
 

本
件

保
育

所
の

工
事

等
に

つ
い

て
 

請
求

人
ら

は
、

本
件

請
求

の
理

由
と

し
て

、
本

件
保

育
所

の
整

備
予

定
地

の
工

事
に

お
い

て
、

法
令

違
反

の
建

物
の

工
事

が
行

わ
れ

て
お

り
、

ま
た

、
威

嚇
要

員
を

用
い

た
現

地
で

の
作

業
が

強
行

さ
れ

、
工

事
施

工
に

も
問

題
が

あ
る

な
ど

と
主

張
す

る
。

 

し
か

し
な

が
ら

、
市

の
所

管
部

署
が

現
地

を
確

認
し

た
と

こ
ろ

、
当

初
計

画
し

て
い

た
敷

地

中
央

側
の

工
事

を
行

う
に

あ
た

り
、

施
工

上
、

一
時

的
に

崖
を

ス
ロ

ー
プ

状
に

し
て

い
た

も
の

で
あ

っ
て

、
計

画
変

更
し

て
当

初
申

請
さ

れ
た

建
築

物
以

外
の

建
築

を
し

て
い

た
状

況
で

は
な

い
た

め
、

当
該

時
点

で
は

関
係

法
令

に
違

反
し

て
い

る
状

況
で

は
な

い
こ

と
が

確
認

さ
れ

て
い

る
。

そ
の

他
、

請
求

人
ら

が
主

張
す

る
事

実
を

裏
付

け
る

客
観

的
な

証
拠

が
示

さ
れ

て
お

ら
ず

、

財
務

会
計

上
の

違
法

も
し

く
は

不
当

に
あ

た
る

と
は

認
め

ら
れ

な
い

。
よ

っ
て

、
請

求
人

ら
の

上
記

主
張

は
採

用
で

き
な

い
。

 

 

ウ
 

そ
の

他
 

請
求

人
ら

は
、

こ
ど

も
の

森
に

対
す

る
法

人
決

定
及

び
本

件
保

育
所

整
備

の
延

期
決

定
に

つ

い
て

、
明

確
な

審
査

基
準

が
存

在
し

な
い

中
で

行
わ

れ
た

も
の

で
あ

り
、

行
政

手
続

法
(
平

成
５
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法
第
２
４
２
条
に
規
定
す
る
住
民
監
査
請
求
は
、
違
法
若
し
く
は
不
当
な
公
金
の
支
出
等
の
財
務
会
計
上
の
行
為
が
あ
る

場
合
、
ま
た
は
当
該
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
相
当
の
確
実
さ
を
も
っ
て
予
測
さ
れ
る
場
合
な
ど
に
、
必
要
な
措
置
を
講
ず

べ
き
こ
と
を
請
求
で
き
る
制
度
で
あ
る
。
 

 
２
０
２
２
年
６
月
２
９
日
に
開
催
さ
れ
た
川
崎
市
議
会
に
お
い
て
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
は
「
現
時
点
で
工
事
は
着
実
に

進
行
し
て
い
る
と
聴
い
て
い
る
。
１
０
月
１
日
に
開
設
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
」
と
発
言
し
て
い
る
。
添
付
書
類
５

は
、
２
０
２
２
年
６
月
２
９
日
に
開
催
さ
れ
た
川
崎
市
議
会
に
か
か
る
議
事
録
を
示
す
資
料
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
上
記
の

「
ｃ
．
補
助
金
の
給
付
」
、
「
ｄ
．
賃
借
料
の
補
助
」
に
か
か
る
公
金
の
支
出
等
の
財
務
会
計
上
の
行
為
が
相
当
の
確
実
さ

を
も
っ
て
予
測
さ
れ
る
場
合
に
該
当
し
、
本
件
は
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
と
言
え
る
。
 

 （ （
２２
））
川川
崎崎
市市
ここ
どど
もも
未未
来来
局局
にに
よよ
るる
行行
為為
がが
違違
法法
まま
たた
はは
不不
当当
でで
ああ
るる
理理
由由
  

（（
２２
－－
１１
））
時時
期期
をを
渡渡
過過
しし
てて
もも
開開
設設
ささ
れれ
なな
いい
保保
育育
園園
にに
、、
補補
助助
金金
等等
がが
支支
払払
わわ
れれ
るる
ここ
とと
はは
不不
当当
でで
ああ
るる
  

 
当
初
の
開
設
時
期
で
あ
る
令
和
４
年
４
月
１
日
を
渡
過
し
て
も
、
当
該
保
育
園
は
開
設
さ
れ
て
い
な
い
。
 

 
開
設
さ
れ
て
な
い
保
育
園
に
対
し
保
育
園
開
設
の
認
可
、
補
助
金
、
土
地
賃
借
料
の
補
助
を
認
め
る
こ
と
は
不
当
で
あ

る
。
 

 
一
回
目
の
延
期
に
よ
り
新
た
な
開
設
時
期
と
さ
れ
た
令
和
４
年
７
月
１
日
を
渡
過
し
て
も
、
当
該
保
育
園
は
開
設
さ
れ
て

い
な
い
。
開
設
さ
れ
て
な
い
保
育
園
に
対
し
保
育
園
開
設
の
認
可
、
補
助
金
、
土
地
賃
借
料
の
補
助
を
認
め
る
こ
と
は
不
当

で
あ
る
。
 

 
二
回
目
の
延
期
に
よ
り
新
た
な
開
設
時
期
は
令
和
４
年
１
０
月
１
日
と
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
工
事
の
進
捗
を
鑑
み

る
に
令
和
４
年
１
０
月
１
日
に
保
育
園
の
開
設
が
さ
れ
な
い
こ
と
も
予
測
さ
れ
る
。
新
た
な
開
設
時
期
と
さ
れ
た
令
和
４
年

１
０
月
１
日
を
渡
過
し
て
も
当
該
保
育
園
が
開
設
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
開
設
さ
れ
な
い
保
育
園
に
対
し
保
育
園
開
設
の

認
可
、
補
助
金
、
土
地
賃
借
料
の
補
助
を
認
め
る
こ
と
は
、
更
に
不
当
で
あ
る
。
 

（ （
２２
－－
２２
））
審審
査査
基基
準準
がが
不不
存存
在在
でで
ああ
るる
ここ
とと
はは
違違
法法
でで
ああ
るる
  

 
当
初
、
本
件
の
開
設
時
期
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
で
あ
っ
た
。
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
「
川
崎
市

民
間
事
業
者
活
用
型
保
育
所
等
整
備
法
人
 
募
集
要
領
」
の
１
１
頁
に
は
「
令
和
４
年
４
月
１
日
開
所
を
厳
守
し
ま
す
。
令

和
４
年
３
月
末
ま
で
に
工
事
が
完
了
し
な
い
場
合
や
令
和
４
年
４
月
１
日
開
所
が
で
き
な
い
揚
合
は
、
原
則
と
し
て
施
設
整

備
費
等
の
補
助
対
象
外
と
な
り
ま
す
。
」
と
の
記
載
が
あ
る
（
添
付
書
類
６
）
。
当
該
規
定
の
文
章
は
、
下
線
が
施
さ
れ
強

調
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
強
い
文
章
に
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
到
底
参
考
記
載
で
あ
る
と
解
す
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
同

募
集
要
領
に
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
の
開
所
予
定
を
延
期
で
き
る
旨
の
記
載
は
な
い
。
 

 
そ
も
そ
も
、
当
該
保
育
園
整
備
延
期
の
決
定
の
基
と
な
っ
た
法
人
決
定
は
、
明
確
な
審
査
基
準
が
存
在
し
な
い
中
で
行
わ

れ
、
行
政
手
続
法
第
５
条
第
１
項
、
第
３
項
に
違
反
す
る
。
当
該
保
育
園
整
備
延
期
の
決
定
は
、
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
の

担
当
者
の
勝
手
な
判
断
に
よ
り
行
わ
れ
た
。
当
該
保
育
園
整
備
延
期
の
決
定
は
、
明
確
な
審
査
基
準
が
存
在
し
な
い
中
で
行

わ
れ
、
行
政
手
続
法
第
５
条
第
１
項
、
第
３
項
に
違
反
す
る
。
行
政
手

続
法
第
５
条
第
１
項
、
第
３
項
は
、
行
政
処
分
は
審

査
基
準
に
基
づ
き
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
、
規
定
す
る
。
 

 
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
は
、
数
次
に
わ
た
り
「
審
査
基
準
に
代
替
し
、
募
集
要
領
に
よ
り
審
査
を
行
っ
て
い
る
」
旨
、
主

張
す
る
。
一
方
、
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
は
、
「
募
集
要
領
に
か
か
る
規
定
は
参
考
ま
で
に
記
載
し
た
訓
示
規
定
で
あ

る
」
、
「
審
査
に
お
い
て
判
断
さ
れ
な
い
」
、
「
募
集
要
領
は
事
業
者
向
け
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
も
主
張
す
る
。

こ
の
こ
と
は
前
述
の
「
審
査
基
準
に
代
替
し
、
募
集
要
領
に
よ
り
審
査
を
行
っ
て
い
る
」
旨
の
主
張
と
大
い
に
矛
盾
す
る
。

こ
れ
ら
の
主
張
は
、
審
査
基
準
が
存
在
し
な
い
こ
と
の
自
白
で
あ
る
。
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
に
よ
る
弁
明
は
破
綻
し
て
い

る
。
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
の
担
当
者
が
、
勝
手
に
後
付
け
で
無
理
な
理
由
を
付
け
て
こ
ど
も
の
森
を
擁
護
し
て
い
る
と
解

さ
れ
る
。
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
は
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
対
し
便
宜
を
図
っ
て
い
る
。
 

（ （
２２
－－
３３
））
株株
式式
会会
社社
ここ
どど
もも
のの
森森
にに
よよ
るる
虚虚
偽偽
のの
申申
請請
をを
容容
認認
しし
たた
ここ
とと
はは
不不
当当
でで
ああ
るる
  

川
崎
市
職
員
措
置
請
求
書
 

 

令
和
４
年
８
月
１
６
日
 

 
 川
崎
市
監
査
委
員
 
殿
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
請
求
人
 
（
※
氏
名
省
略
）
 

  
以
下
の
と
お
り
外
部
監
査
人
に
よ
る
監
査
を
求
め
ま
す
。
 

 １ １
、、
請請
求求
のの
要要
旨旨
  

（（
１１
））
川川
崎崎
市市
ここ
どど
もも
未未
来来
局局
にに
よよ
るる
行行
為為
  

 
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
子
育
て
推
進
部
保
育
所
整
備
課
（
以
下
、
「
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
」
と
略
す
）
は
、
下
記
の
株

式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
る
保
育
園
の
開
設
に
関
し
、
以
下
の
ａ
～
ｄ
に
示
す
行
為
を
行
な
っ
た
、
ま
た
は
行
な
お
う
と
し

て
い
る
。
 

①
 
建
物
名
  

 
 
（
仮
称
）
ま
な
び
の
森
保
育
園
鷺
沼
 

 
 
 
②
 建

設
地
住
所
 
 
川
崎
市
宮
前
区
鷺
沼
４
－
２
－
８
 

ａ
．
法
人
決
定
 

 
令
和
３
年
５
月
２
６
日
に
、
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
は
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
を
宮
前
区
鷺
沼
４
－
２
－
８
に
お
け
る

保
育
園
の
開
設
者
と
す
る
法
人
決
定
を
行
な
っ
た
。
添
付
書
類
１
は
、
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
か
ら
令
和
３
年
１
１
月
１
日

に
送
付
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。
 

ｂ
．
保
育
所
整
備
延
期
の
決
定
 

 
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
は
、
延
期
を
規
定
し
た
審
査
基
準
が
存
在
し
な
い
な
か
担
当
者
の
勝
手
な
判
断
に
よ
り
、
株
式
会

社
こ
ど
も
の
森
に
よ
る
保
育
園
の
開
設
に
つ
き
、
開
所
予
定
を
令
和
４
年
７
月
１
日
と
す
る
保
育
所
整
備
延
期
の
決
定
（
以

降
「
一
回
目
の
延
期
」
と
呼
ぶ
）
を
令
和
３
年
１
１
月
１
９
日
に
、
開
所
予
定
を
令
和
４
年
１
０
月
１
日
と
す
る
保
育
所
整

備
延
期
の
決
定
（
以
降
「
二
回
目
の
延
期
」
と
呼
ぶ
）
を
令
和
４
年
４
月
２
７
日
に
行
な
っ
た
。
当
該
保
育
所
整
備
延
期
の

決
定
は
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
る
保
育
園
開
設
の
認
可
、
補
助
金
、
土
地
賃
借
料
の
補
助
を
認
め
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
添
付
書
類
２
、
添
付
書
類
３
は
、
保
育
所
整
備
延
期
の
決
定
を
示
す
資
料
で
あ
る
。
 

ｃ
．
補
助
金
の
給
付
（
保
育
園
開
設
の
認
可
に
基
づ
く
）
 

 
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
は
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
る
保
育
園
の
開
設
を
認
可
し
、
補
助
金
を
給
付
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
上
記
「
ａ
．
法
人
決
定
」
は
「
ｃ
．
補
助
金
の
給
付
」
を
行
う
前
提
で
決
定
さ
れ
て
お
り
、
「
ａ
．
法
人
決
定
」
と

「
ｃ
．
補
助
金
の
給
付
」
は
個
別
に
独
立
し
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
旨
、
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
か
ら
聞
い
て
い

る
。
補
助
金
と
し
て
給
付
さ
れ
る
額
は
、
保
育
児
童
６
０
人
で
あ
る
と
こ
ろ
５
，
４
０
０
万
円
で
あ
る
。
保
育
園
開
設
の
認

可
、
補
助
金
の
給
付
を
行
う
た
め
、
「
ｂ
．
保
育
所
整
備
延
期
の
決
定
」
は
、
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
に
よ
り
意
図
的
に
行

わ
れ
た
。
添
付
書
類
４
は
、
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
「
川
崎
市
民
間
事
業
者
活
用
型
保
育
所
等
整
備
法

人
 
募
集
要
領
」
の
補
助
金
の
給
付

に
か
か
る
資
料
で
あ
る
。
 

ｄ
．
賃
借
料
の
補
助
 

 
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
は
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
る
保
育
園
に
対
し
賃
借
料
と
し
て
一
定
の
金
額
を
給
付
し
て
い

る
と
聞
く
。
賃
借
料
の
補
助
と
し
て
給
付
さ
れ
る
額
は
、
保
育
児
童
６
０
人
で
あ
る
と
こ
ろ
、
５
１
１
，
５
０
０
円
で
あ

る
。
添
付
書
類
４
は
、
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
「
川
崎
市
民
間
事
業
者
活
用
型
保
育
所
等
整
備
法
人
 

募
集
要
領
」
の
賃
借
料
の
補
助
に
か
か
る
資
料
で
あ
る
。
 

別
紙

１
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（
例
え
ば
コ
ロ
ナ
持
続
化
給
付
金
や
補
助
金
の
申
請
）
に
ま
で
影
響
を
与
え
る
前
例
と
な
る
。
 

 
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
は
、
後
付
け
で
無
理
な
理
由
に
て
こ
ど
も
の
森
を
擁
誰
す
る
姿
勢
が
目
立
つ
。
川
崎
市
こ
ど
も
未

来
局
は
、
虚
偽
の
申
請
に
よ
り
こ
ど
も
の
森
に
騙
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
怒
り
を
も
っ
て
対
応
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
擁
護
す
る
姿
勢
で
あ
り
、
大
い
に
違
和
感
が
あ
る
。
 

 
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
る
虚
偽
の
申
請
を
容
認
し
、
法
人
決
定
を
行
な
っ
た
こ
と
は
不
当
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
虚
偽

の
申
請
に
基
づ
き
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
の
保
育
園
開
設
の
認
可
、
補
助
金
、
土
地
賃
借
料
の
補
助
を
認
め
る
こ
と
は
不

当
で
あ
る
。
 

 
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
は
、
「
市
と
し
て
は
、
選
定
手
続
き
は
問
題
な
か
っ
た
」
旨
、
主
張
す
る
が
誤
り
で
あ
る
。
株
式

会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
る
虚
偽
の
申
請
を
容
認
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
市
に
よ
る
手
続
き
に
は
問
題
が
あ
っ
た
。
 

（ （
２２
－－
４４
））
要要
綱綱
のの
規規
定定
にに
違違
反反
すす
るる
  

 
「
川
崎
市
民
間
事
業
者
活
用
型
保
育
所
整
備
費
補
助
金
交
付
要
綱
」
の
第
１
２
条
（
２
）
は
、
「
不
正
な
手
段
を
も
っ
て

補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
補
助
の
決
定
を
取
り
消
す
、
ま
た
は
補
助
金
の
返
還
を
命
ず
る
」
旨
、
規
定
す
る
。
上

記
（
２
－
３
）
の
と
お
り
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
は
、
虚
偽
の
記
載
に
よ
り
保
育
園
開
設
に
か
か
る
申
請
を
行
な
っ
た
。

虚
偽
の
申
請
に
基
づ
き
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
の
保
育
園
開
設
の
認
可
、
補
助
金
の
交
付
を
認
め
る
こ
と
は
不
当
で
あ

る
。
 

「
川
崎
市
民
間
事
業
者
活
用
型
保
育
所
整
備
施
設
賃
借
料
補
助
要
網
」
の
第
９
条
（
１
）
は
、
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手

段
に
よ
り
、
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
補
助
金
の
交
付
決
定
を
取
り
消
す
」
旨
、
規
定
す
る
。
上
記
（
２
－
３
）

の
と
お
り
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
は
、
虚
偽
の
記
載
に
よ
り
保
育
園
開
設
に
か
か
る
申
請
を
行
な
っ
た
。
虚
偽
の
申
請
に

基
づ
き
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
の
土
地
賃
借
料
の
補
助
を
認
め
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
。
 

（ （
２２
－－
５５
））
児児
童童
のの
減減
少少
にに
もも
かか
かか
わわ
らら
ずず
補補
助助
金金
等等
のの
交交
付付
をを
認認
めめ
るる
ここ
とと
はは
不不
当当
でで
ああ
るる
  

川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
か
ら
入
手
し
た
「
保
育
園
の
待
機
児
童
数
」
に
関
す
る
資
料
に
よ
れ
ば
、
令
和
３
年
、
４
年
の
川

崎
市
に
お
け
る
保
育
園
待
機
児
童
は
ゼ
ロ
で
あ
る
。
待
機
児
童
は
ゼ
ロ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
税
金
を
原
資
と
す
る
過

分
な
補
助
金
を
民
間
業
者
に
支
払
っ
て
ま
で
保
育
園
を
増
設
す
る
こ
と
は
、
税
金
の
使
い
方
と
し
て
不
当
で
あ
る
。
添
付
書

類
１
０
に
、
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
か
ら
入
手
し
た
「
保
育
園
の
待
機
児
童
数
」
を
示
す
資
料
を
添
付
す
る
。
 

一
方
、定

員
に
満
た
な
い
保
育
園
も
出
て
お
り「

在
籍
す
る
児
童
の
減
少
に
伴
っ
て
運
営
費
が
減
り
維
持
で
き
る
か
不
安
」

と
の
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
聞
く
。
添
付
書
類
１
１
に
、
「
待
機
児
童
急
減
、
園
は
運
営
不
安
」
を
報
じ
る
２
０
２
２
年

７
月
１
３
日
付
け
朝
日
新
聞
朝
刊
第
１
面
の
記
事
に
か
か
る
資
料
を
添
付
す
る
。
 

ま
た
、
２
０
２
２
年
７
月
２
８
日
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ
ュ
ー
ス
に
よ
り
、
東
京
都
２
３
区
の
認
可
保
育
所
２
，
５
２
６
施
設
の
う

ち
、
半
数
に
当
た
る
１
，
３
５
１
施
設
に
お
い
て
園
児
の
定
員
を
満
た
さ
ず
、
経
営
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が

報
じ
ら
れ
た
。
保
育
園
に
お
け
る
定
員
割
れ
の
傾
向
は
、
各
地
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り
、
新
規

の
保
育
園
開
設
を
認
め
る
こ

と
、
お
よ
び
補
助
金
等
の
交
付
を
認
め
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
。
 

（ （
２２
－－
６６
））
そそ
のの
他他
ＡＡ
  

［
こ
れ
ま
で
の
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
る
不
正
行
為
ま
た
は
不
誠
実
な
る
行
為
に
つ
い
て
］
 

本
件
は
、
以
下
に
示
す
「
社
会
通
念
上
正
義
の
観
念
に
反
す
る
よ
う
な
特
段
の
事
情
」
を
有
す
る
。
 

最
高
裁
昭
和
６
０
年
７
月
１
６
日
第
三
小
法
廷
判
決
・
民
３
９
巻
５
号
９
８
９
頁
（
昭
和
５
５
（
オ
）
３
０
９
）
に
よ
れ

ば
、
「
社
会
通
念
上
正
義
の
観
念
に
反
す
る
よ
う
な
特
段
の
事
情
が
存
在
す
る
場
合
は
、
処
分
を
留
保
す
る
こ
と
は
違
法
に

想
到
し
な
い
」
と
の
解
釈
が
成
立
す
る
。
 

ま
た
、
最
高
裁
平
成
１
７
年
１
２
月
７
日
最
高
裁
判
所
大
法
廷
（
平
成
１
６
（
行
ヒ
）
１
１
４
）
の
最
高
裁
判
決
に
よ
れ

ば
、
「
根
拠
規
定
に
の
み
固
執
す
べ
き
で
な
く
、
行
政
庁
は
リ
ス
ク
か
ら
周
辺
住
民
を
保
護
す
る
義
務
が
あ
る
」
と
の
解
釈

が
成
立
す
る
。
ま
た
、
同
判
決
は
「
行
政
庁
は
事
業
認
可
に
当
た
っ
て
、
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
も
含
め
た
諸
利
益
の
調
整
を

十
分
に
行
う
べ
き
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
」
旨
述
べ
る
。
し
た
が
っ
て
川
崎
市
は
、
マ
イ
ナ
ス
の
調
整
と
し

 
令
和
３
年
５
月
２
６
日
に
、
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
は
、
審
査
基
準
が
存
在
し
な
い
な
か
で
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
を
宮

前
区
鷺
沼
４
－
２
－
８
に
お
け
る
保
育
園
の
開
設
事
業
者
と
す
る
「
法
人
決
定
」
を
行
な
っ
た
。
当
該
法
人
決
定
は
、
株
式

会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
る
虚
偽
の
申
請
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
。
審
査
基
準
が
整
備
さ
れ
て
い
れ
ば
虚
偽
の
申
請
が
許
さ
れ
る

こ
と
も
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
審
査
基
準
が
存
在
し
な
い
な
か
で
な
さ
れ
た
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
を
宮
前
区
鷺
沼
４

－
２
－
８
に
お
け
る
保
育
園
の
開
設
事
業
者
と
す
る
「
法
人
決
定
」
は
、
無
効
で
あ
る
。
上
記
の
（
２
－
２
）
に
記
載
し
た

通
り
、
審
査
基
準
が
存
在
し
な
い
な
か
で
行
わ
れ
た
法
人
決
定
は
、
行
政
手
続
法
第
５
条
第
１
項
、
第
３
項
に
違
反
す
る
。
 

 
令
和
３
年
９
月
１
３
日
前
に
保
育
園
の
開
設
予
定
が
あ
る
こ
と
を
知
る
近
隣
住
民
は
皆
無
で
あ
り
、
保
育
園
の
開
設
を
理

解
し
た
者
ま
た
は
同
意
し
た
者
は
、
存
在
し
な
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
元
の
土
地
所
有
者
と
お
話
し
す
る
機
会
が
あ
り
、
保
育

園
が
開
設
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
聞
い
た
関
係
で
、
２
０
２
１
年
９
月
１
３
日
に
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
子
育
て
推
進
部

保
育
所
整
備
課
に
電
話
に
て
問
い
合

わ
せ
、
近
隣
住
民
は
初
め
て
保
育
園
開
設
の
予
定
を
知
っ
た
。
 

 
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
は
、
「
令
和
３
年
３
月
２
６
日
に
近
隣
１
７
軒
を
訪
問
し
５
世
帯
の
方
に
は
説
明
し
、
不
在
の
方

に
は
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
を
行
な
っ
た
」
旨
、
保
背
園
の
開
設
に
か
か
る
申
請
書
類
に
お
い
て
主
張
す
る
が
、
こ
の
報
告
は
虚
偽

で
あ
る
。
添
付
書
類
７
は
、
「
近
隣
住
民
に
対
し
説
明
を
行
っ
た
、
ま
た
は
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る
チ
ラ
シ
の
配
布
を
行
っ

た
」
と
す
る
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
り
捏
造
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。
 

 
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
資
料
に
お
け
る
①
～
⑰
に
か
か
る
宮
前
区
鷺
沼
４
丁
目
近
隣
住
民
（
以
降
、

「
近
隣
住
民
」
と
略
し
て
記
す
）
は
、
「
保
育
園
の
開
設
に
つ
い
て
説
明
」
を
受
け
て
お
ら
ず
、
「
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る

チ
ラ
シ
の
配
布
」
も
受
け
て
い
な
い
こ
と
を
証
言
し
た
。
添
付
書
類
８
に
証
言
に
か
か
る
証
拠
書
面
を
添
付
す
る
。
近
隣
住

民
は
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
添
付
書
類
７
に
お
け
る
①
～
⑰
の
世
帯
に
対
し
、
戸
別
に
聞
き
取
り
を

行
い
「
保
育
園
の
開
設
に
つ
い
て
説
明
」
を
受
け
て
お
ら
ず
、
「
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る
チ
ラ
シ
の
配
布
」
も
受
け
て
い
な

い
旨
の
証
言
を
得

た
。
署
名
に
記
載
さ
れ
た
番
号
は
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
添
付
書
類
７
に
記
載
さ

れ
た
１
～
１
７
の
番
号
に
相
当
す
る
。
さ
ら
に
、
添
付
書
類
９
に
、
周
辺
住
民
を
含
む
３
８
世
帯
の
署
名
を
添
付
す
る
。
 

 
令
和
３
年
２
月
～
５
月
に
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
は
、
「
令
和
３
年
３
月
２
６
日
に
近
隣
１
７
軒
を
訪
問
し
５
世
帯
の

方
に
は
説
明
し
、
不
在
の
方
に
は
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
を
行
な
っ
た
」
旨
の
申
請
番
類
を
、
川
崎
市
に
対
し
提
出
し
た
。
し
か
し

な
が
ら
当
該
文
書
は
虚
偽
で
あ
る
。
当
該
申
請
書
類
に
示
さ
れ
た
①
～
⑰
に
か
か
る
宮
前
区
鷺
沼
４
丁
目
近
隣
住
民
は
、
前

述
の
と
お
り
当
該
文
書
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
証
言
し
た
。
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
る
当
該
虚
偽
の
文
書
に
よ
る
申
請

は
、
［
私
文
書
偽
造
］
刑
法
第
１
５
９
条
３
項
に
該
当
す
る
蓋
然
性
が
高
い
。
 

 
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
「
川
崎
市
民
間
事
業
者
活
用
型
保
育
所
等
整
備
法
人
 
募
集
要
領
」
の
１
４

頁
に
は
「
近
隣
住
民
へ
の
説
明
及
び
配
慮
等
」
の
項
目
に
「
あ
ら
か
じ
め
近
隣
住
民
等
に
対
し
、
当
該
応
募
に
つ
い
て
の
説

明
を
真
摯
に
行
い
、
理
解
を
得
る
こ
と
（
近
隣
住
民
へ
の
説
明
状
況
に
よ
っ
て
は
、
応
募
を
お
受

け
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
）
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
当
該
規
定
の
文
章
は
、
下
線
が
施
さ
れ
強
調
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
強
い
文
章
に
て
記
載
さ

れ
て
お
り
、
到
底
参
考
記
載
で
あ
る
と
解
す
と
は
で
き
な
い
。
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
は
、
「
当
該
規
定
は
参
考
ま
で
に
記

載
し
た
訓
示
規
定
で
あ
る
」
、
「
審
査
に
お
い
て
判
断
さ
れ
な
い
」
、
「
募
集
要
領
は
事
業
者
向
け
に
作
成
し
た
も
の
で
あ

る
」
旨
、
主
張
す
る
。
こ
の
こ
と
は
前
述
の
「
審
査
基
準
に
代
替
し
、
募
集
要
領
に
よ
り
審
査
を
行
っ
て
い
る
」
旨
の
主
張

と
大
い
に
矛
盾
す
る
。
こ
れ
ら
の
主
張
は
、
審
査
基
準
が
存
在
し
な
い
こ
と
の
自
白
で
あ
る
。
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
に
よ

る
弁
明
は
破
綻
し
て
い
る
。
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
の
担
当
者
が
、
勝
手
に
後
付
け
で
無
理
な
理
由
を
付
け
て
こ
ど
も
の
森

を
擁
護
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
は
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
対
し
便
宜
を
図
っ
て
い
る
。
 

 
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
は
、
「
文
書
が
虚
偽
で
あ
っ
て
も
審
査
に
影
響
し
な
い
」
旨
の
主
張
を
す
る
が
、
問
題
は
、
「
審

査
に
影
響
が
あ
る
か
」
で
は
な
く
、
「
虚
偽
の
文
書
に
よ
る
申
請
が
さ
れ
た
か
」
に
あ
る
。
虚
偽
の
文
書
が
川
崎
市
に
提
出

さ
れ
れ
ば
、
審

査
に
影
響
す
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
［
私
文
書
偽
造
］
刑
法
第
１
５
９
条
３
項
違
反
と
な
る
蓋
然
性
が
高
い
。

審
査
へ
の
影
響
は
、
単
に
量
刑
の
軽
重
に
留
ま
る
と
い
え
る
。
 

 
仮
に
、
虚
偽
に
よ
る
申
請
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
保
育
園
の
申
請
に
と
ど
ま
ら
ず
、
川
崎
市
に
対
す
る
全
て
の
申
請



（第1,853号）令和４年（2022年）10月25日 川 崎 市 公 報

－ 3896 －

よ
り
妨
害
さ
れ
、
拒
絶
さ
れ
た
。
つ
ま
り
近
隣
住
民
の
参
加
不
在
と
み
ら
れ
る
「
説
明
会
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
訪
れ
た
近

隣
住
民
は
、
こ
ど
も
の
森
の
妨
害
用
員
に
よ
り
当
該
「
サ
ク
ラ
」
と
思
わ
れ
る
２
名
に
話
し
か
け
る
こ
と
を
妨
害
さ
れ
た
。

依
然
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
は
、
説
明
会
の
開
催
を
拒
ん
で
い
る
。
 

近
隣
住
民
に
真
摯
な
説
明
が
行
な
わ
れ
な
い
ま
ま
、
工
事
が
開
始
さ
れ
た
。
 

（ （
ＡＡ
４４
））
威威
嚇嚇
用用
員員
をを
使使
いい
現現
地地
にに
おお
けけ
るる
作作
業業
をを
強強
行行
しし
たた
ここ
とと
  

令
和
４
年
３
月
５
日
に
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
は
、
近
隣
住
民
に
対
す
る
一
切
の
予
告
な
し
に
現
地
に
お
い
て
ボ
ー
リ

ン
グ
と
思
わ
れ
る
作
業
を
強
行
し
た
。
当
日
、
作
業
者
の
車
両
、
ク
レ
ー
ン
車
、
機
械
搬
送
車
の
他
、
ワ
ゴ
ン
車
２
台
の
合

計
５
台
程
度
の
車
両
が
突
然
、
現
地
宮
前
区
鷺
沼
４
－
２
－
８
に
訪
れ
た
。
作
業
者
は
４
名
程
度
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
当
該
４
名
の
他
に
、
５
名
～
８
名
の
屈
強
な
る
者
が
、
分
乗
し
て
い
た
２
台
の
ワ
ゴ
ン
車
か
ら
現
れ
た
。
当
該
５
名
～

８
名
は
、
特
段
作
業
を
行
う
わ
け
で
も
な
く
、
そ
の
態
度
、
風
貌
、
言
動
か
ら
察
す
る
に
我
々
近
隣
住
民
を
威
嚇
す
る
た
め

に
訪
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
当
日
の
動
画
記
録
を
提
出
す
る
準
備
あ
り
）
。
当
該
５
名
～
８
名
は
、
我
々
近
隣
住
民

が
、
作
業
者
に
話
し
か
け
る
こ
と
を
妨
害
し
た
。
そ
の
結
果
、
現
地
に
お
い
て
ボ
ー
リ
ン
グ
と
思
わ
れ
る
作
業
を
強
行
し

た
。
 

こ
の
よ
う
な
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
の
行
為
は
、
反
社
会
勢
力
と
類
似
す
る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
川
崎
市

は
、
反
社
会
勢
力
を
排
除
し
て
い
る
。
反
社
会
勢
力
と
類
似
す
る
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
を
、
川
崎
市
か
ら
排
除
す
る
こ
と

を
要
求
す
る
。
 

（ （
ＡＡ
５５
））
確確
認認
申申
請請
手手
続続
きき
なな
くく
擁擁
壁壁
おお
よよ
びび
崖崖
のの
工工
事事
をを
行行
なな
っっ
たた
ここ
とと
  

当
該
土
地
の
南
西
側
の
道
路
に
面
す
る
部
分
は
、
約
３
メ
ー
ト
ル
の
擁
壁
お
よ
び
崖
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該

擁
壁
お
よ
び
崖
は
、
６
月
２
４
日
、
２
５
日
の
工
事
に
よ
り
崩
さ
れ
、
ス
ロ
ー
プ
状
に
変
更
さ
れ
た
。
 

当
該
擁
壁
お
よ
び
崖
を
ス
ロ
ー
プ
状
に
変
更
す
る
工
事
は
、
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
確
認
申
請
手
続
き
が
必
要
と
さ
れ
る

が
、
確
認
申
請
手
続
き
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
違
法
で
あ
る
。
「
宅
地
造
成
に
関
す
る
工
事
の
技
術
指
針
第
２
改
定
版
（
Ｈ

２
２
．
８
．
１
）
」
に
よ
る
と
、
「
擁
壁
の
高
さ
が
２
ｍ
を
超
え
る
場
合
は
、
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
句
作
物
の
確
認
申
請

手
続
き
が
必
要
と
な
る
。
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
本
件
に
お
い
て
、
当
該
擁
壁
お
よ
び
崖
を
ス
ロ
ー
プ
状
に
変
更
す
る
工

事
に
つ
い
て
、
確
認
申
請
手
続
き
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
建
築
基
準
法
違
反
と
な
る
。
 

ま
た
、
川
崎
市
に
提
出
さ
れ
た
図
面
に
よ
る
と
、
既
存
の
擁
壁
を
残
す
と
の
記
載
と
な
っ
て
お
り
、
図
面
と
異
な
る
工
事

が
実
行
さ
れ
た
。
 

ス
ロ
ー
プ
状
に
擁
壁
お
よ
び
崖
を
変
更
し
た
理
由
は
、
「
工
事
用
の
重
機
が
キ
ャ
タ
ピ
ラ
に
て
自
走
し
て
敷
地
内
に
入
れ

る
よ
う
に
す
る
た
め
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
当
該
ス
ロ
ー
プ
は

、
当
該
土
地
の
南
西
側
の
道
路
に
面
す
る
部
分
か
ら
、
当
該

土
地
の
北
東
方
向
に
１
５
メ
ー
ト
ル
程
度
、
構
成
さ
れ
た
。
２
０
２
２
年
６
月
２
４
日
金
曜
日
、
６
月
２
５
日
土
曜
日
に
工

事
が
行
わ
れ
た
理
由
は
、
休
日
ま
た
は
週
末
の
時
間
帯
に
工
事
を
行
い
、
行
政
の
介
入
を
免
れ
る
た
め
で
あ
り
背
信
的
悪
意

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

上
記
の
建
築
基
準
法
違
反
に
か
か
る
工
事
に
よ
り
、
作
業
は
一
定
期
間
停
止
す
る
こ
と
と
な
り
、
工
期
は
遅
延
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
工
期
遅
延
は
、
運
営
法
人
の
違
法
な
工
事
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
運
営
法
人

の
責
に
帰
さ
な
い
不
測
の
事
態
」
に
該
当
せ
ず
、
開
所
予
定
を
令
和
４
年
１
０
月
１
日
よ
り
更
に
延
期
す
る
理
由
に
な
り
得

な
い
。
 

擁
壁
お
よ
び
崖
を
ス
ロ
ー
プ
状
に
変
更
す
る
工
事
の
後
、
何
ら
是
正
措
置
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
南
西
側
の
道
路

に
対
し
高
さ
約
３
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
土
地
の
基
準
面
を
、
高
さ
約
０
メ
ー
ト
ル
に
変
更
す
る
工
事
が
行
わ
れ
た
。
当
該
工

事
に
よ
り
、
高
さ
約
５
．
５
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
北
東
側
の
崖
は
、
高
さ
約
８
メ
ー
ト
ル
と
な
っ
た
。
事
業
者
は
、
川
崎
市

に
よ
る
指
導
を
無
視
し
て
工
事
を
推
進
し
て
い
る
と
い

え
る
。
 

（ （
ＡＡ
６６
））
事事
業業
主主
おお
よよ
びび
土土
地地
のの
所所
有有
者者
にに
つつ
いい
てて
  

当
該
保
育
園
の
事
業
主
は
、
株
式
会
社
オ
リ
エ
ン
タ
ル
メ
イ
ン
テ
ナ
ン
ス
（
電
話
番
号
０
４
２
－
５
７
６
－
６
６
０
０
）

て
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
の
保
育
園
開
設
の
認
可
を
し
な
い
こ
と
、
補
助
金
等
の
交
付
を
認
め
な
い
こ
と
が
必
要
と
さ
れ

る
。
 

株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
は
、
宮
前
区
鷺
沼
４
－
２
－
８
に
お
け
る
保
育
園
の
開
設
に
関
し
以
下
の
「
社
会
通
念
上
正
義
の

観
念
に
反
す
る
」
行
為
を
行
な
っ
た
。
上
記
と
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
の
行
為
を
下
記
に
列
挙

す
る
。
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
の
行
為
は
、
下
記
の
と
お
り
異
常
を
極
め
る
。
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
は
、
川
崎
市
に
よ
る

指
導
を
無
視
し
て
工
事
を
推
進
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
事
業
者
が
、
近
隣
に
保
育
園
を
開
設
す
る
こ
と
に
恐
怖

を
覚
え
る
。
 

（ （
ＡＡ
１１
））
川川
崎崎
市市
にに
対対
しし
虚虚
偽偽
文文
番番
をを
提提
出出
しし
たた
ここ
とと
  

令
和
３
年
２
月
～
５
月
に
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
は
、
「
令
和
３
年
３
月
２
６
日
に
近
隣
１
７
軒
を
訪
問
し
５
世
帯
の

方
に
は
説
明
し
、
不
在
の
方
に
は
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
を
行
な
っ
た
」
旨
の
申
請
書
類
を
、
川
崎
市
に
対
し
提
出
し
た
。
し
か
し

な
が
ら
当
該
文
書
は
虚
偽
で
あ
る
。
当
該
申
請
書
類
に
示
さ
れ
た
①
～
⑰
に
か
か
る
宮
前
区
鷺
沼
４
丁
目
近
隣
住
民
は
、
当

該
文
書
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
証
言
し
た
。
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
る
当
該
虚
偽
の
文
書
に
よ
る
申
請
は
、
［
私
文
書

偽
造
］
刑
法
第
１
５
９
条
３
項
に
該
当
す
る
蓋
然
性
が
高
い
。
ま
た
、
補
助
金
等
を
受
け
る
の
で
あ
れ
ば
［
詐
欺
］
刑
法
第

２
４
６
条
違
反
に
該
当
す
る
と
い
え
る
。
 

（ （
ＡＡ
２２
））
近近
隣隣
住住
民民
にに
秘秘
密密
のの
うう
ちち
にに
保保
育育
園園
のの
建建
設設
をを
推推
進進
しし
よよ
うう
とと
しし
たた
ここ
とと
  

令
和
３
年
９
月
１
３
日
前
に
宮
前
区
鷺
沼
４
－
２
－
８
に
お
け
る
保
育
園
の
開
設
予
定
が
あ
る
こ
と
を
知
る
近
隣
住
民
は

皆
無
で
あ
り
、
保
育
園
の
開
設
を
理
解
し
た
者
ま
た
は
同
意
し
た
者
は
、
存
在
し
な
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
元
の
土
地
所
有
者

と
お
話
し
す
る
機
会
が
あ
り
、
保
育
園
が
開
設
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
聞
い
た
関
係
で
、
２
０
２
１
年
９
月
１
３
日
に
川

崎
市
こ
ど
も
未
来
局
子
育
て
推
進
部
保
育
所
整
備
課
に
電
話
に
て
問
い
合
わ
せ
、
近
隣
住
民
は
初
め
て
保
育
園
開
設
の
予
定

を
知
っ
た
。
 

さ
い
た
ま
市
南
区
文
蔵
三
丁
目
２
０
、
お
よ
び
横
浜
市
港
北
区
箕
輪
町
に
お
け
る
同
社
に
よ
る
保
育
園
開
設
に
お
い
て
も

同
様
の
行
為
が
な
さ
れ
て
い
る
。
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
の
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
計
画
的
で
あ
り
常
習
的
で
あ
る
と
い
え

る
。
 

（ （
ＡＡ
３３
））
近近
隣隣
住住
民民
にに
真真
摯摯
なな
説説
明明
をを
行行
なな
わわ
なな
いい
ここ
とと
  

ａ
．
近
隣
住
民
へ
の
不
誠
実
な
訪
問
 

令
和
３
年
９
月
１
５
日
、
２
１
日
に
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
の
担
当
者
は
、
予
告
な
く
不
意
打
ち
に
よ
り
、
一
方
的
に
戸

別
に
近
隣
住
民
の
訪
問
を
試
み
、
「
そ
こ
（
宮
前
区
鷺
沼
４
－
２
－
８
）
に
、
保
育
園
を
建
設
す
る
予
定
で
す
の
で
よ
ろ
し

く
」
と
の
一
言
で
帰
ろ
う
と
し
た
。
 

令
和
３
年
１
１
月
１
１
日
に
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
の
担
当
者
は
、
「
資
料
を
渡
し
た
い
」
と
の
理
由
に
よ
り
予
告
な
く

不
意
打
ち
に
よ
り
、
一
方
的
に
戸
別
に
近
隣
住
民
を
訪
問
し
た
。
当
該
担
当
者
は
経
営
理
念
の
よ
う
な
書
面
を
近
隣
住
民
数

名
に
渡
し
て
帰
っ
た
。
 

こ
れ
ら
を
も
っ
て
「
近
隣
住
民
に
対
し
説
明
を
行
い
、
近
隣
住
民
の
理
解
を
得
た
、
ま
た
は
同
意
を
得
た
」
と
し
た
い
と

の
意
図
は
明
白
で
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
の
対
応
は
、
極
め
て
不
誠
実
で
あ
る
。
ま
た
、
近
隣
住
民
に
よ
っ
て
は
恐
怖
を

覚
え
た
者
も
い
た
。
 

株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
は
、
上
記
を
も
っ
て
数
次
に
わ
た
り
川
崎
市
に
対
し
、
「
近
隣
住
民
へ
の
説
明
を
完
了
し
た
」
と

の
報
告
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
事
実
と
異
な
る
。
 

ｂ
．
近
隣
住
民
不
在
の
説
明
会
 

近
隣
住
民
は
、
開
催
日
時
、
参
加
人
数
、
川
崎
市
の
参
加
等
に
つ
い
て
説
明
会
に
関

す
る
希
望
を
こ
ど
も
の
森
に
対
し
連

絡
し
て
い
た
が
、
令
和
３
年
１
０
月
２
９
日
に
近
隣
住
民
の
希
望
に
沿
わ
な
い
、
形
ば
か
り
の
「
説
明
会
（
こ
れ
を
説
明
会

と
呼
ぶ
か
は
疑
問
で
あ
る
）
」
が
強
行
さ
れ
た
。
こ
ど
も
の
森
の
関
係
者
と
み
ら
れ
る
観
客
２
名
程
度
（
所
謂
「
サ
ク
ラ
」

と
思
わ
れ
る
）
の
み
の
参
加
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
日
訪
れ
た
近
隣
住
民
の
入
室
は
、
こ
ど
も
の
森
の
妨
害
用
員
に
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ｂ
．
保
育
園
の
建
物
の
み
な
ら
ず
園
庭
、
砂
場
、
遊
具
、
プ
ー
ル
な
ど
が
当
該
崖
の
土
砂
崩
れ
お
よ
び
、
崖
上
の
住
宅
の
崩

落
に
よ
り
被
害
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
り
極
め
て
危
険
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
開
設
予
定
と
さ
れ
る
保
育

園
は
、
園
児
６
０
名
を
予
定
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。
６
０
名
も
の
園
児
が
当
該
土
地
の
崖
の
近
傍
に
入
ら
な
い
こ
と

は
、
保
育
園
と
い
う
施
設
の
性
格
上
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
崖
崩
れ
の
土
砂
、
崖
上
の
住
宅
の
崩
落
に
園
児
が
飲
ま

れ
る
可
能
性
が
あ
り
極
め
て
危
険
で
あ
る
。
 

ｅ
．
崖
崩
れ
発
生
時
に
お
け
る
当
該
保
育
園
の
園
児
の
避
難
は
困
難
で
あ
る
。
横
浜
市
中
区
の
例
で
は
、
８
世
帯
１
９
人
に

対
し
避
難
指
示
が
発
せ
ら
れ
た
。
当
該
保
育
園
の
園
児
に
対
し
て
も
避
難
指
示
が
発
せ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
避
難
場

所
の
確
保
も
難
し
く
、
６
０
名
も
の
園
児
の
避
難
は
困
難
で
あ
る
。
 

ｆ
．
当
該
土
地
に
一
般
住
宅
が
建
築
さ
れ
る
場
合
、
一
般
住
宅
の
所
有
者
、
専
有
者
は
、
崖
の
危
険
性
を
理
解
し
た
上
で
住

宅
を
建
設
ま
た
は
専
有
す
る
。
崖
に
対
す
る
対
策
の
程
度
は
、
一
般
住
宅
の
所
有
者
に
よ
り
費
用
等
に
応
じ
判
断
さ
れ
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
、
崖
崩
れ
の
被
害
に

対
す
る
責
任
の
一
端
は
、
崖
下
の
一
般
住
宅
の
所
有
者
に
も
あ
る
と
い
え
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
当
該
土
地
に
保
育
園
が
建
築
さ
れ
る
場
合
、
保
育
園
の
園
児
お
よ
び
保
護
者
は
、
崖
の
危
険
性
に
つ
い

て
理
解
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
園
児
お
よ
び
保
護
者
は
、
崖
に
対
す
る
対
策
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
崖
崩
れ
に
よ
り
６

０
名
も
の
園
児
に
被
害
が
発
生
し
た
場
合
、
重
大
な
争
議
に
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
 

当
該
６
０
名
の
園
児
は
、
ご
両
親
か
ら
お
預
か
り
し
た
尊
い
生
命
で
あ
り
、
園
児
を
危
険
に
接
近
さ
せ
る
こ
と
は
、
断
じ

て
許
さ
れ
な
い
。
安
全
の
観
点
か
ら
、
宮
前
区
鷺
沼
４
－
２
－
８
に
お
け
る
保
育
園
を
建
設
す
る
こ
と
は
、
全
く
以
っ
て
不

適
切
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
崖
の
安
全
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
川
崎
市
建
築
基
準
条
例
 
第
５
条

に
違
反
す
る
。
川
崎
市
建
築
基
準
条
例
を
満
た
さ
な
い
こ
と
は
「
川
崎
市
民
間
事
業
者
活
用
型
保
育
所
等
整
備
法
人
 
募
集

要
領
」
に
違
反
す
る
。
 

 

（ （
３３
））
市市
にに
生生
じじ
るる
損損
害害
  

給
付
金
が
川
崎
市
に
よ
り
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
支
払
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
本
来
支
払
う
必
要
の
な
い
「
ｃ
．
補
助

金
の
給
付
（
保
育
園
開
設
の
認
可
に
基
づ
く
）
」
、
「
ｄ
．
賃
借
料
の
補
助
」
に
か
か
る
損
害
が
川
崎
市
に
生
じ
る
。
 

 

（ （
４４
））
求求
めめ
るる
措措
置置
  

上
記
に
基
づ
き
以
下
の
措
置
を
求
め
る
。
 

ａ
．
保
育
園
認
可
の
停
止
 

開
設
時
期
で
あ
る
令
和
４
年
４
月
１
日
（
当
初
）
、
令
和
４
年
７
月
１
日
（
一
回
目
の
延
期
に
よ
る
）
を
渡
過
し
て
も
、

保
育
園
は
開
設
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
る
宮
前
区
鷺
沼
４
－
２
－
８
に
お
け
る
保
育

園
開
設
の
認
可
の
停
止
を
求
め
る
。
ま
た
、
令
和
４
年
１
０
月
１
日
（
二
回
目
の
延
期
に
よ
る
）
を
渡
過
し
て
も
当
該
保
育

園
が
開
設
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
保
育
園
に
対
し
保
育
園
開
設
の
認
可
を
行
う
こ
と
は
、
更
に
不
当
で
あ
り
、
株
式

会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
る
宮
前
区
鷺
沼
４
－
２
－
８
に
お
け
る
保
育
園
開
設
の
認
可
の
停
止
を
求
め
る
。
 

ｂ
．
補
助
金
の
給
付
の
停
止
 

開
設
時
期
で
あ
る
令
和
４
年
４
月
１
日
（
当
初
）
、
令
和
４
年
７
月
１
日
（
一
回
目
の
延
期
に
よ
る
）
を
渡
過
し
て
も
、

保
育
園
は
開
設
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
る
宮
前
区
鷺
沼
４
－
２
－
８
に
お
け
る
保
育

園
開
設
に
関
す
る
補
助
金
の
給
付
の
停
止
を
求
め
る
。
ま
た
、
令
和
４
年
１
０
月
１
日
（
二
回
目
の
延
期
に
よ
る
）
を
渡
過

し
て
も
当
該
保
育
園
が
開
設
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
保
育
園
に
対
し
補
助
金

の
給
付
を
行
う
こ
と
は
、
更
に
不
当
で

あ
り
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
る
宮
前
区
鷺
沼
４
－
２
－
８
に
お
け
る
保
育
園
開
設
に
関
す
る
補
助
金
の
給
付
の
停
止

を
求
め
る
。
 

ｃ
．
賃
借
料
の
補
助
の
停
止
 

開
設
時
期
で
あ
る
令
和
４
年
４
月
１
日
（
当
初
）
、
令
和
４
年
７
月
１
日
（
一
回
目
の
延
期
に
よ
る
）
を
渡
過
し
て
も
、

と
な
っ
て
い
る
。
当
該
電
話
番
号
に
電
話
す
る
と
「
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
で
す
」
と
の
こ
と
で
、
「
株
式
会
社
オ
リ
エ
ン

タ
ル
メ
イ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
お
願
い
し
ま
す
」
と
言
っ
て
も
、
電
話
口
の
者
は
「
株
式
会
社
オ
リ
エ
ン
タ
ル
メ
イ
ン
テ
ナ
ン

ス
」
が
何
で
あ
る
か
す
ら
、
わ
か
ら
な
い
様
子
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
株
式
会
社
オ
リ
エ
ン
タ
ル
メ
イ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
所
在
地

は
、
当
初
世
田
谷
区
大
蔵
と
な
っ
て
い
た
が
、
７
月
に
東
京
都
国
分
寺
市
泉
町
１
丁
目
２
４
７
１
－
２
２
に
変
更
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
該
住
所
に
株
式
会
社
オ
リ
エ
ン
タ
ル
メ
イ
ン
テ
ナ
ン
ス
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
当
該
住
所
は
東

京
都
国
分
寺
市
に
不
存
在
の
地
番
で
あ
っ
た
。
 

以
上
よ
り
、
株
式
会
社
オ
リ
エ
ン
タ
ル
メ
イ
ン
テ
ナ
ン
ス
な
る
会
社
の
実
体
は
不
存
在
で
あ
り
、
仮
に
存
在
す
る
と
し
て

も
株
式
会
社
オ
リ
エ
ン
タ
ル
メ
イ
ン
テ
ナ
ン
ス
と
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
は
同
一
の
法
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

ま
た
、
当
該
土
地
の
所
有
者
で
あ
る
株
式
会
社
プ
チ
・
ナ
ー
サ
リ
ー
は
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
と
実
質
同
一
で
あ
る
と

聞
く
。
「
川
崎
市
民
間
事
業
者
活
用
型
保
育
所
等
整
備
法
人
 
募
集
要
領
」
は
、
土
地
を
賃
貸
借
し
て
保
育
園
を
開
設
す
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
に
お
い
て
、
土
地
の
所
有
者
と
の
こ
と
で
あ
る
株
式
会
社
プ
チ
・
ナ
ー

サ
リ
ー
と
、
保
育
園
の
開
設
事
業
者
で
あ
る
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
は
、
実
質
同
一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
土
地
賃
借
料
の

補
助
、
補
助
金
の
交
付
を
認
め
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
。
 

（ （
ＡＡ
７７
））
そそ
のの
他他
  

株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
は
、
「
自
治
会
長
に
報
告
し
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
我
々
宮
前
区
鷺
沼
４
丁
目
近
隣
住
民

は
、
不
知
で
あ
る
。
自
治
会
長
と
思
わ
れ
る
人
物
は
、
近
隣
住
民
で
は
な
く
、
本
件
に
利
害
の
な
い
単
な
る
部
外
者
で
あ

る
。
我
々
宮
前
区
鷺
沼
４
丁
目
近
隣
住
民
は
、
自
治
会
長
と
思
わ
れ
る
人
物
か
ら
本
件
に
関
し
何
ら
聞
い
て
い
な
い
。
自
治

会
長
と
思
わ
れ
る
人
物
は
、
選
挙
で
選
出
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
我
々
宮
前
区
鷺
沼
４
丁
目
近
隣
住
民
は
従
う

関
係
に
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
自
治
会
長
に
報
告
し
た
」
こ
と
な
ど
、
何
の
意
味
も
な
さ
な
い
。
（
Ａ
１
）
～
（
Ａ
６
）
に

記
載
し
た
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
の
行
為
に
か
か
る
事
実
は
覆
ら
な
い
。
ま
た
、
川
崎
市
の
決
定
が
行
政
手
続
法
第
５
条

第
１
項
、
第
３
項
に
違
反
す
る
事
実
は
覆
ら
な
い
。
 

（ （
２２
－－
７７
））
そそ
のの
他他
ＢＢ
  

（（
ＢＢ
１１
））
建建
築築
物物
のの
安安
全全
性性
にに
つつ
いい
てて
  

当
該
保
育
園
の
建
設
予
定
地
（
宮
前
区
鷺
沼
４
－
２
－
８
）
の
北
東
部
分
は
、
崖
と
な
っ
て
い
る
。
当
該
崖
は
、
高
さ
約

５
．
５
メ
ー
ト
ル
、
勾
配
角
度
７
０
度
で
あ
り
、
崖
の
定
義
で
あ
る
こ
う
配
が
３
０
度
を
超
え
、
高
さ
は
３
メ
ー
ト
ル
を
超

え
て
い
る
。
当
該
土
地
に
保
育
園
を
建
築
す
る
こ
と
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
り
危
険
で
あ
る
。
 

ａ
．
当
該
崖
は
、
川
崎
市
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
 

ｂ
．
当
該
崖
は
、
検
査
済
証
が
発
行
さ
れ
て
い
な
い
擁
壁
で
あ
り
、
安
全
が
担
保
さ
れ
て
い
な
い
。
 

ｃ
．
昨
今
、
豪
雨
も
非
常
に
多
く
、
土
砂
崩
れ
に
よ
る
被
害
が
全
国
各
地
で
発
生
し
て
い
る
。
２
０
２
２
年
５
月
１
日
に
横

浜
市
中
区
の
一
般
住
宅
地
に
お
い
て
、
５
月
１
３
日
に
長
崎
市
の
一
般
住
宅
地
に
お
い
て
も
、
突
然
崖
崩
れ
が
発
生
し
た
。

大
阪
西
成
で
は
崖
崩
れ
に
加
え
、
崖
上
の
住
宅
が
崩
落
し
た
。
横
浜
市
中
区
の
例
で
は
、
８
世
帯
１
９
人
に
対
し
避
難
指
示

が
発
せ
ら
れ
た
。
宮
前
区
鷺
沼
４
－
２
－
８
に
お
い
て
も
、
当
該
崖
は
、
土
砂
崩
れ
お
よ
び
、
崖
上
の
住
宅
の
崩
落
を
引
き

起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
。
 

保
育
園
の
よ
う
な
重
量
物
を
建
築
し
た
場
合
、
崖
崩
れ
の
発
生
す
る
可
能
性
は
一
層
高
く
な
る
。
崖
崩
れ

は
、
大
阪
西
成

の
よ
う
に
工
事
中
に
発
生
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
横
浜
市
中
区
の
よ
う
に
工
事
中
で
な
く
て
も
突
然
発
生
す
る
場
合
も
あ

る
。
保
育
園
の
建
設
に
か
か
る
特
殊
な
工
事
、
振
動
、
建
築
物
の
重
量
に
よ
り
、
工
事
中
ま
た
は
保
育
園
開
設
後
に
、
崖
崩

れ
お
よ
び
、
崖
上
の
住
宅
の
崩
落
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
高
い
。
 

（ （
ＢＢ
２２
））
建建
築築
物物
がが
保保
育育
園園
でで
ああ
るる
ここ
とと
にに
つつ
いい
てて
  

当
該
土
地
に
保
育
園
を
建
築
す
る
こ
と
は
、
以
下
に
鑑
み
不
適
切
で
あ
る
。
 

ａ
．
保
育
園
は
重
量
物
で
あ
り
、
保
育
園
の
建
設
に
か
か
る
大
掛
か
り
な
工
事
、
振
動
、
建
築
物
の
重
量
に
よ
り
、
工
事
中

ま
た
は
保
育
園
開
設
後
に
、
崖
崩
れ
お
よ
び
、
崖
上
の
住
宅
の
崩
落
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
高
い
。
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請
求

人
の

陳
述

（
要

旨
）

 

 

本
件

は
、

宮
前

区
鷺

沼
４

－
２

－
８

に
保

育
園

を
開

設
し

よ
う

と
し

て
い

る
案

件
に

つ
い

て
、

こ
れ

に
対

し
川

崎
市

が
認

可
、

補
助

金
等

を
発

行
、

交
付

し
よ

う
と

し
て

い
る

と
い

う
案

件
で

あ
る

。
 

 
要

求
事

項
に

つ
い

て
は

、
請

求
書

９
ペ

ー
ジ

（
４

）
求

め
る

措
置

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

当
該

保
育

園
、

鷺
沼

４
－

２
－

８
に

お
け

る
保

育
園

の
認

可
の

停
止

を
求

め
る

。
こ

れ
に

関
し

、
補

助
金

の
給

付
を

停
止

す
る

こ
と

を
求

め
る

。
賃

借
料

も
請

求
さ

れ
て

い
る

の
で

、
賃

借
料

の
補

助
の

停
止

を
求

め
る

。
 

以
降

、
な

ぜ
そ

れ
ら

を
求

め
る

の
か

と
い

う
点

に
つ

い
て

補
足

説
明

を
加

え
て

話
す

。
 

 
ま

ず
、

構
図

、
概

略
だ

が
、

こ
の

事
業

者
株

式
会

社
こ

ど
も

の
森

は
、

違
反

、
不

正
、

不
誠

実
な

行
為

を
繰

り
返

し

行
っ

て
い

る
事

業
者

で
あ

る
。

こ
の

こ
と

は
補

助
金

の
交

付
要

綱
等

に
違

反
し

て
い

る
。

 

 
そ

れ
は

、
補

助
金

交
付

要
綱

の
３

ペ
ー

ジ
目

で
第

1
2
条

の
「
（

２
）

不
正

な
手

段
を

も
っ

て
補

助
金

の
交

付
を

受
け

た
と

き
」

と
い

う
の

が
一

つ
当

て
は

ま
る

。
そ

れ
に

違
反

し
て

い
る

の
が

１
点

。
 

そ
れ

か
ら

、
も

う
一

つ
が

第
２

条
、
「

保
育

所
の

設
置

認
可

等
に

つ
い

て
（

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
）
」

及
び

次

の
「

家
庭

的
保

育
事

業
の

認
可

等
に

つ
い

て
」

の
通

知
に

も
違

反
し

て
い

る
。

こ
の

通
知

、
添

付
書

類
の

追
４

の
厚

生

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
に

よ
る

と
 
、

(
三

)
（

１
）

の
イ

「
社

会
的

信
望

を
有

す
る

こ
と

」
、

経
営

者
、

設
置

者
が

法
人

で
あ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

当
該

経
営

に
携

わ
る

役
員

で
あ

る
が

、
社

会
的

信
望

を
有

す
る

こ
と

に
違

反
し

て
い

る
。

こ

れ
は

な
ぜ

か
と

い
う

の
は

後
で

ま
た

説
明

す
る

。
 

 
そ

れ
か

ら
、

(
ウ

)
の

エ
「

保
育

所
を

経
営

す
る

事
業

に
関

し
、

不
正

又
は

不
誠

実
な

行
為

を
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

る
に

足
り

る
相

当
の

理
由

が
あ

る
者

で
な

い
こ

と
」
、

こ
れ

に
違

反
す

る
。

つ
ま

り
こ

れ
に

違
反

す
る

と
い

う
こ

と
は

、
補

助
金

交
付

要
綱

、
そ

れ
か

ら
賃

借
料

補
助

要
綱

、
こ

の
２

点
に

違
反

す
る

と
い

う
こ

と
に

な
る

。
 

 
さ

て
、

次
だ

が
、

川
崎

市
は

、
こ

の
不

正
を

繰
り

返
す

業
者

を
却

下
又

は
拒

絶
す

る
こ

と
が

で
き

て
い

な
い

と
い

う

状
況

に
あ

る
。

又
は

意
図

的
に

認
可

し
よ

う
と

し
て

い
る

と
い

う
点

が
節

々
に

見
ら

れ
る

。
こ

れ
は

諸
悪

の
根

源
は

何

か
と

い
う

と
、

川
崎

市
に

お
い

て
審

査
基

準
が

不
在

で
あ

る
こ

と
、

こ
れ

が
原

因
で

あ
る

。
審

査
基

準
が

不
在

で
あ

る

こ
と

は
、

行
政

手
続

法
５

条
に

違
反

す
る

。
 

 
審

査
基

準
が

な
い

と
な

ぜ
い

け
な

い
の

か
と

い
う

と
、

例
え

ば
特

許
庁

に
お

い
て

は
審

査
基

準
が

明
確

に
定

め
ら

れ

て
い

る
。

ど
の

よ
う

な
こ

と
が

書
い

て
あ

る
か

と
い

う
と

、
ど

の
よ

う
な

場
合

は
拒

絶
、

却
下

す
る

、
ど

の
よ

う
な

場

合
は

延
長

を
認

め
る

、
認

め
な

い
を

定
め

た
一

種
の

ル
ー

ル
ブ

ッ
ク

で
あ

る
。

審
査

す
る

人
は

ど
の

よ
う

に
審

査
す

る

か
を

定
め

た
も

の
で

あ
り

、
こ

れ
を

も
っ

て
公

平
性

、
透

明
性

を
担

保
し

て
い

る
。

 

 
審

査
基

準
が

な
い

と
ど

う
い

う
こ

と
が

起
こ

る
か

と
い

う
と

、
許

可
す

る
か

拒
絶

、
却

下
す

る
か

の
判

断
と

い
う

の

は
職

員
任

せ
に

な
っ

て
し

ま
う

。
そ

う
す

る
と

、
付

き
合

い
の

深
い

業
者

だ
と

却
下

し
て

は
い

け
な

い
の

で
は

な
い

か

と
い

う
判

断
が

入
っ

て
し

ま
う

。
つ

ま
り

判
断

が
鈍

る
と

い
う

結
果

に
な

る
。

だ
か

ら
、

違
反

だ
と

か
不

正
が

あ
っ

た

と
し

て
も

拒
絶

、
却

下
で

き
な

い
と

い
う

形
に

な
る

。
 

 
な

お
、

拒
絶

、
却

下
す

る
こ

と
に

つ
い

て
は

行
政

手
続

法
８

条
に

も
記

載
さ

れ
て

い
て

、
審

査
基

準
が

あ
る

の
で

あ

れ
ば

、
そ

の
審

査
基

準
が

あ
る

か
ら

即
座

に
却

下
、

拒
絶

す
る

こ
と

は
で

き
る

と
い

う
条

文
が

あ
る

。
仮

に
審

査
基

準

に
な

い
場

合
は

、
そ

の
理

由
を

示
せ

ば
却

下
、

拒
絶

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
い

う
条

文
立

て
に

な
っ

て
い

る
。

す
な

わ

ち
、

川
崎

市
が

却
下

す
る

こ
と

は
、

募
集

要
領

に
そ

う
書

い
て

あ
る

か
ら

問
題

な
い

と
い

う
こ

と
で

あ
る

。
 

 
川

崎
市

を
見

て
い

る
と

、
こ

の
事

業
者

の
投

資
だ

と
か

そ
う

い
っ

た
も

の
を

気
に

し
て

い
る

よ
う

だ
が

、
例

え
ば

薬

事
法

に
よ

る
薬

の
承

認
と

か
、

そ
れ

か
ら

特
許

と
い

っ
た

も
の

が
、

却
下

さ
れ

る
ケ

ー
ス

が
間

々
あ

る
。

し
か

し
な

が

ら
、

業
者

は
研

究
費

と
か

、
生

産
工

場
に

投
資

し
て

い
る

。
そ

れ
で

も
、

薬
事

法
の

認
可

が
下

り
な

か
っ

た
り

、
特

許

が
下

り
な

か
っ

た
り

、
つ

ま
り

、
投

じ
た

研
究

費
、

生
産

ラ
イ

ン
等

は
投

資
し

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

全
く

使
う

こ
と

が

別
紙

２

保
育
園
は
開
設
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
る
宮
前
区
鷺
沼
４
－
２
－
８
に
お
け
る
保
育

園
開
設
に
関
す
る
賃
借
料
の
補
助
の
停
止
を
求
め
る
。
ま
た
、
令
和
４
年
１
０
月
１
日
（
二
回
目
の
延
期
に
よ
る
）
を
渡
過

し
て
も
当
該
保
育
園
が
開
設
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
保
育
園
に
対
し
賃
借
料
の
補
助
を
行
う
こ
と
は
、
更
に
不
当
で

あ
り
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
る
宮
前
区
鷺
沼
４
－
２
－
８
に
お
け
る
保
育
園
開
設
に
関
す
る
賃
借
料
の
補
助
の
停
止

を
求
め
る
。
 

  ２ ２
．．
個個
別別
外外
部部
監監
査査
をを
求求
めめ
るる
理理
由由
  

以
下
の
理
由
に
よ
り
監
査
委
員
に
よ
る
監
査
に
代
え
て
、
個
別
外
部
監
査
人
に
よ
る
監
査
を
必
要
と
し
ま
す
。
 

令
和
４
年
４
月
１
日
に
当
該
保
育
園
の
開
設
が
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
た
た
め
、
川
崎
市
は
、
『
特
例
に
て
』
２
度
に
わ

た
り
「
ｂ
．
保
育
所
整
備
延
期
の
決
定
」
を
行
な
っ
た
。
「
川
崎
市
民
間
事
業
者
活
用
型
保
育
所
等
整
備
法
人
 
募
集
要

領
」
に
「
令
和
４
年
４
月
１
日
開
所
を
厳
守
」
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
が
、
正
当
な
理
由
な
く
、
こ
れ
を
無
視
し
保
育
園
の

開
設
を
強
引
に
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
を
『
特
例
に
て
』
扱
う
理
由
は
存
在
し
な
い
。
川
崎
市

こ
ど
も
未
来
局
は
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
対
し
便
宜
を
図
っ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
偏
っ
た
考
え
を
有
す
る
川
崎
市
に
、
自
浄
作
用
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
た
め
、
監
査
委
員
に
よ
る
監
査

に
代
え
て
、
個
別
外
部
監
査
人
に
よ
る
監
査
を
求
め
ま
す
。
 

  ３ ３
．．
請請
求求
者者
  

請
求
人
  

（
※
氏
名
省
略
）
 

 
 地
方
自
治
法
第
２
４
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
別
紙
事
実
証
明
書
を
添
え
、
必
要
な
措
置
を
請
求
し
ま
す
。
併
せ
て

同
法
第
２
５
２
条
の
４
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
請
求
に
係
る
監
査
に
つ
い
て
、
監
査
委
員
の
監
査
に
代
え
て
、
個

別
外
部
監
査
人
に
よ
る
監
査
を
行
う
こ
と
を
求
め
ま
す
。
 

  ４ ４
、、
添添
付付
書書
類類
  

（
１
）
添
付
書
類
１
 
 
川
崎
市
こ
ど
も
未
来
局
か
ら
送
付
さ
れ
た
資
料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１
通
 

（
２
）
添
付
書
類
２
 
 
ま
な
び
の
森
保
育
園
鷺
沼
（
令
和
４
年
４
月
開
設
予
定
）
の
整
備
延
期
 

を
通
知
す
る
資
料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１
通
 

（
３
）
添
付
書
類
３
 
 
ま
な
び
の
森
保
育
園
鷺
沼
（
令
和
４
年
７
月
開
設
予
定
）
の
整
備
延
期
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
通
知
す
る
資
料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１
通
 

（
４
）
添
付
書
類
４
 
 
補
助
金
に
関
す
る
募
集
要
領
の
記
載
を
示
す
資
料
（
抜
粋
）
 
 
 
 
 
１
通
 

（
５
）
添
付
書
類
５
 
 
２
０
２
２
年
６
月
２
９
日
開
催
の
川
崎
市
議
会
議
事
録
 
 
 
 
 
 
 
１
通
 

（
６
）
添
付
書
類
６
 
 
４
月
１
日
厳
守
を
示
す
募
集
要
領
の
記
載
を
示
す
資
料
（
抜
粋
）
 
 
 
１
通
 

（
７
）
添
付
書
類
７
 
 
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
資
料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１
通
 

（
８
）
添
付
書
類
８
 
 
近
隣
住
民
の
署
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１
通
 

（
９
）
添
付
書
類
９
 
 
周
辺
住
民
を
含
む
３
８
世
帯
の
署
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
１
通
 

（
１
０
）
添
付
書
類
１
０
 
「
保
育
園
の
待
機
児
童
数
」
に
関
す
る
資
料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１
通
 

（
１
１
）
添
付
書
類
１
１
 
「
待
機
児
童
急
減
、
園
は
運
営
不
安
」
を
報
じ
る
新
聞
記
事
 
 
 
 
１
通
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だ
が

、
一

応
今

回
の

添
付

資
料

の
追

４
に

入
れ

た
。

 

 
そ

し
て

(
２

－
３

)
だ

が
、
「

こ
ど

も
の

森
に

よ
る

虚
偽

の
申

請
を

容
認

し
た

こ
と

は
不

当
で

あ
る

」
と

い
う

こ
と

で

あ
る

。
こ

れ
は

虚
偽

の
申

請
は

何
か

と
い

う
と

、
募

集
要

領
の

1
4
ペ

ー
ジ

に
「

近
隣

住
民

等
へ

の
説

明
及

び
配

慮

等
」
、

近
隣

住
民

に
対

し
て

説
明

を
真

摯
に

行
い

、
理

解
を

得
る

こ
と

と
い

う
項

目
が

あ
る

。
こ

れ
も

下
線

が
引

い
て

あ
っ

て
強

い
言

葉
で

書
い

て
あ

る
。

そ
れ

に
対

し
て

、
川

崎
市

に
対

し
株

式
会

社
こ

ど
も

の
森

は
、

住
民

に
説

明
し

た
、

こ
の

チ
ラ

シ
を

配
っ

た
と

い
う

添
付

書
類

７
を

提
出

し
て

川
崎

市
に

申
請

し
て

い
る

。
そ

し
て

、
添

付
資

料
７

の

次
の

ペ
ー

ジ
、

こ
の

家
の

人
た

ち
に

対
し

配
布

し
た

と
い

う
こ

と
を

言
っ

て
い

る
。

し
か

し
な

が
ら

、
こ

れ
ら

の
住

人

全
員

に
署

名
で

ど
う

で
す

か
と

聞
い

た
と

こ
ろ

、
説

明
も

チ
ラ

シ
の

配
布

も
受

け
て

い
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た

。

合
計

2
3
枚

あ
る

が
、

こ
れ

は
署

名
を

も
ら

っ
て

い
る

。
つ

ま
り

、
証

言
を

も
っ

て
、

こ
ど

も
の

森
の

言
っ

て
い

る
こ

と
、

申
請

は
虚

偽
で

あ
る

と
い

う
こ

と
を

証
明

し
た

。
 

 
次

の
４

ペ
ー

ジ
、

こ
ど

も
未

来
局

は
こ

の
規

定
は

参
考

ま
で

に
記

載
し

た
訓

示
規

定
で

あ
る

か
ら

「
審

査
に

お
い

て

判
断

さ
れ

な
い

」
と

言
う

が
、

一
方

、
審

査
基

準
が

な
い

じ
ゃ

な
い

か
と

言
う

と
「

募
集

要
領

に
よ

り
審

査
を

行
っ

て

い
る

」
と

い
う

よ
う

な
こ

と
を

言
う

。
二

律
背

反
し

て
い

る
。

あ
と

は
、

事
業

者
向

け
の

条
項

で
あ

る
な

ん
て

い
う

よ

う
な

こ
と

も
言

っ
た

り
し

て
い

る
。

 

 
虚

偽
の

文
書

に
よ

り
申

請
は

さ
れ

た
と

い
う

こ
と

は
、

さ
き

の
厚

生
省

か
ら

発
行

さ
れ

た
通

知
の

「
不

正
又

は
不

誠

実
な

行
為

を
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
」
、

こ
れ

を
証

明
し

て
し

ま
っ

た
と

言
え

る
。

し
た

が
っ

て
、

交
付

要
綱

違
反

で
あ

る
。

 

 
(
２

－
４

)
も

先
ほ

ど
と

同
じ

よ
う

な
こ

と
を

書
い

て
い

る
。

虚
偽

の
申

請
を

行
っ

た
と

い
う

こ
と

が
要

綱
に

違
反

す

る
。

そ
れ

か
ら

、
賃

借
料

の
要

綱
も

同
じ

よ
う

な
記

載
が

あ
る

。
 

 
そ

れ
か

ら
４

ペ
ー

ジ
（

２
－

５
）
、

児
童

が
減

少
し

て
い

る
の

に
税

金
の

無
駄

遣
い

を
す

る
こ

と
な

か
れ

と
い

う
こ

と
が

書
い

て
あ

る
。

 

 
そ

れ
か

ら
（

２
－

６
）

そ
の

他
Ａ

だ
が

、
こ

こ
に

株
式

会
社

こ
ど

も
の

森
の

不
正

行
為

が
い

っ
ぱ

い
書

い
て

あ
る

。

こ
の

不
正

行
為

は
、

先
の

厚
生

省
か

ら
出

た
規

定
「

社
会

的
信

望
を

有
す

る
こ

と
」

を
有

し
て

い
な

い
、

反
し

て
い

る
。

そ
れ

か
ら

、
「

不
正

又
は

不
誠

実
な

行
為

を
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
」

者
、

こ
れ

に
該

当
す

る
。

し
た

が
っ

て
、

先

ほ
ど

の
要

綱
違

反
で

あ
る

。
 

 
さ

ら
に

、
最

高
裁

判
例

で
も

、
「

社
会

通
念

上
正

義
の

観
念

に
反

す
る

よ
う

な
特

段
の

事
情

が
あ

る
場

合
は

、
処

分

を
留

保
す

る
こ

と
は

違
法

に
相

当
し

な
い

」
と

い
う

反
対

解
釈

で
あ

る
が

、
成

り
立

つ
。

 

 
そ

れ
か

ら
、

同
じ

く
下

の
ほ

う
、

最
高

裁
平

成
1
7
年

1
2
月

７
日

と
書

い
て

あ
る

が
、
「

根
拠

規
定

に
の

み
固

執
す

べ

き
で

な
く

、
行

政
庁

は
リ

ス
ク

か
ら

周
辺

住
民

を
保

護
す

る
義

務
が

あ
る

」
、

ま
た

「
行

政
庁

は
事

業
認

可
に

当
た

っ

て
、

マ
イ

ナ
ス

の
影

響
を

も
含

め
た

諸
利

益
の

調
整

を
十

分
に

行
う

べ
き

義
務

を
負

わ
さ

れ
て

い
る

と
い

え
る

」
と

い

う
わ

け
で

、
自

分
の

担
当

部
署

の
法

律
と

か
、

そ
れ

に
固

執
す

る
こ

と
な

く
、

横
断

的
に

調
整

を
行

う
こ

と
が

必
要

と

さ
れ

る
と

い
う

こ
と

が
最

高
裁

に
て

述
べ

ら
れ

て
い

る
。

 

 
そ

の
ほ

か
、

具
体

的
に

こ
ど

も
の

森
の

不
正

な
の

だ
が

、
か

な
り

こ
ど

も
の

森
の

行
為

は
異

常
を

極
め

て
い

る
。

 

（
Ａ

１
）
、

川
崎

市
に

対
し

、
先

ほ
ど

の
と

お
り

住
民

に
対

し
て

説
明

し
た

よ
と

い
う

虚
偽

の
文

書
を

提
出

し
た

。

こ
れ

は
も

う
審

査
に

影
響

す
る

か
ど

う
か

な
ん

て
関

係
な

く
、

内
容

が
何

で
あ

る
か

は
一

切
関

係
な

く
、

虚
偽

の
文

書

を
出

し
た

だ
け

で
、

も
う

こ
れ

は
不

正
行

為
で

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
先

ほ
ど

の
厚

生
省

の
通

知
に

反
す

る
、

ま
た

補

助
金

要
綱

に
反

す
る

と
い

う
こ

と
に

な
る

。
 

 
そ

れ
か

ら
（

Ａ
２

）
、

そ
の

不
正

の
書

面
の

裏
返

し
に

な
る

が
、

近
隣

住
民

に
対

し
て

秘
密

の
う

ち
に

保
育

園
を

建

て
よ

う
と

し
た

。
ど

う
や

ら
建

ち
上

げ
て

、
後

か
ら

、
も

う
で

き
た

か
ら

し
よ

う
が

な
い

と
い

う
こ

と
を

言
お

う
と

思

っ
た

趣
旨

だ
と

思
う

。
な

お
、

さ
い

た
ま

市
文

蔵
と

い
う

と
こ

ろ
に

も
こ

ど
も

の
森

は
保

育
園

を
建

て
て

い
る

が
、

で
き

な
い

、
そ

う
い

う
こ

と
に

な
る

。
 

 
資

料
の

ほ
う

に
戻

り
、

８
月

1
6
日

付
で

送
付

し
た

資
料

に
基

づ
き

概
略

を
説

明
す

る
。

 

 
請

求
の

趣
旨

と
し

て
は

、
先

ほ
ど

の
と

お
り

、
鷺

沼
４

－
２

－
８

の
ま

な
び

の
森

保
育

園
鷺

沼
、

こ
れ

が
対

象
物

で

あ
る

。
 

 
ａ

と
し

て
、

法
人

決
定

を
川

崎
市

は
行

っ
た

。
 

 
そ

れ
か

ら
ｂ

、
保

育
所

整
備

延
期

の
決

定
も

行
っ

た
。

こ
れ

は
、

令
和

４
年

４
月

１
日

に
本

来
完

結
す

べ
き

と
こ

ろ
、

７
月

１
日

に
開

所
予

定
と

す
る

延
期

、
そ

れ
か

ら
1
0
月

１
日

に
開

所
予

定
と

す
る

延
期

、
２

回
行

っ
て

い
る

。
添

付
書

類
２

、
３

に
は

、
こ

の
整

備
の

延
期

の
資

料
を

添
付

し
て

い
る

。
 

 
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

そ
の

資
料

と
し

て
、

い
く

ら
補

助
金

が
出

る
の

か
と

い
う

点
に

つ
い

て
添

付
書

類
４

に
添

付

し
て

い
る

。
 

 
そ

し
て

、
今

回
審

査
請

求
し

た
理

由
は

、
違

法
若

し
く

は
不

当
な

公
金

の
支

出
の

財
務

会
計

上
の

行
為

が
あ

る
場

合

又
は

当
該

行
為

が
な

さ
れ

る
こ

と
が

相
当

な
確

実
さ

を
も

っ
て

予
測

さ
れ

る
場

合
、

こ
の

当
該

行
為

が
な

さ
れ

る
こ

と

が
相

当
な

確
実

さ
を

も
っ

て
予

測
さ

れ
る

場
合

に
該

当
す

る
。

そ
こ

で
審

査
請

求
を

行
っ

た
。

 

 
そ

の
一

つ
、

予
測

さ
れ

る
理

由
は

、
６

月
2
9
日

の
市

議
会

を
拝

見
し

た
が

、
そ

の
中

で
浅

野
議

員
か

ら
1
0
月

１
日

に

開
設

で
き

な
い

ん
じ

ゃ
な

い
か

、
そ

の
場

合
は

ど
う

す
る

ん
だ

と
い

う
よ

う
な

話
が

あ
っ

た
が

、
そ

れ
に

対
し

て
こ

ど

も
未

来
局

の
局

長
は

、
1
0
月

１
日

に
開

設
で

き
る

も
の

と
考

え
て

い
る

と
答

え
て

い
る

。
と

い
う

わ
け

で
、

1
0
月

１
日

に
支

払
い

の
方

向
だ

と
い

う
こ

と
が

う
か

が
え

る
。

た
だ

し
、

こ
の

返
答

、
や

や
偏

り
が

あ
る

と
思

わ
れ

て
な

ら
な

い
。

つ
ま

り
ど

う
い

う
こ

と
か

と
い

う
と

、
1
0
月

１
日

に
開

設
で

き
る

か
で

き
な

い
か

、
そ

の
場

合
ど

う
す

る
ん

だ
と

い
う

質
問

だ
っ

た
ら

、
1
0
月

１
日

に
開

設
で

き
な

い
の

で
あ

れ
ば

却
下

し
て

、
1
0
月

１
日

に
開

設
で

き
る

の
で

あ
れ

ば

認
可

し
ま

す
と

い
う

の
が

正
当

な
答

え
だ

と
思

う
。

ど
う

も
こ

こ
に

は
思

い
が

入
っ

て
い

て
、

1
0
月

１
日

に
開

設
で

き

る
も

の
と

考
え

て
い

る
、

個
人

の
意

見
を

述
べ

て
い

る
と

言
え

る
。

と
い

う
わ

け
で

、
今

回
、

審
査

請
求

を
行

っ
た

。
 

 
そ

し
て

（
２

）
、

川
崎

市
、

特
に

こ
ど

も
未

来
局

に
よ

る
行

為
が

違
法

、
不

当
で

あ
る

理
由

は
こ

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

（
２

－
１

）
時

期
を

渡
過

し
て

も
開

設
さ

れ
な

い
保

育
園

に
対

し
て

、
補

助
金

等
を

支
払

う
の

は
止

め
る

よ
う

求
め

て

い
る

。
１

回
目

、
開

設
時

期
は

令
和

４
年

４
月

１
日

だ
っ

た
が

、
こ

れ
を

渡
過

し
て

い
る

。
こ

れ
で

も
う

既
に

ア
ウ

ト

だ
が

、
根

拠
な

く
、

審
査

基
準

が
な

い
中

で
延

長
し

て
、

７
月

１
日

ま
で

担
当

が
半

ば
勝

手
に

延
長

し
た

。
そ

れ
か

ら

ま
た

1
0
月

１
日

ま
で

延
長

し
た

。
も

う
１

回
目

の
４

月
１

日
を

渡
過

し
た

時
点

で
ア

ウ
ト

だ
が

、
さ

ら
に

７
月

１
日

を

渡
過

し
た

ま
ま

、
ま

だ
認

可
す

る
方

向
で

考
え

て
い

る
、

1
0
月

１
日

を
渡

過
し

て
も

ま
だ

認
可

す
る

方
向

で
考

え
て

い

る
。

両
方

含
め

て
、

も
う

３
ア

ウ
ト

と
い

え
る

。
 

 
そ

し
て

(
２

－
２

)
「

審
査

基
準

が
不

存
在

で
あ

る
こ

と
は

違
法

で
あ

る
」
、

先
ほ

ど
の

と
お

り
行

政
手

続
法

５
条

違

反
で

あ
る

。
こ

れ
は

法
人

決
定

を
す

る
に

当
た

っ
て

も
審

査
基

準
が

必
要

で
あ

る
し

、
そ

れ
か

ら
延

期
す

る
こ

と
に

つ

い
て

も
審

査
基

準
が

必
要

で
あ

る
。

具
体

的
に

は
、

募
集

要
領

の
1
1
ペ

ー
ジ

に
「

令
和

４
年

４
月

１
日

開
所

を
厳

守
と

し
ま

す
。

３
月

末
ま

で
に

工
事

が
完

了
し

な
い

場
合

や
開

所
が

で
き

な
い

場
合

は
、

原
則

と
し

て
整

備
費

の
補

助
対

象

外
と

な
り

ま
す

。
」

と
下

線
が

引
い

て
あ

っ
て

強
い

文
章

で
書

い
て

あ
っ

て
、

到
底

参
考

記
載

で
あ

る
と

解
す

こ
と

は

で
き

な
い

。
 

 
２

ペ
ー

ジ
目

の
下

か
ら

４
行

目
だ

が
、

そ
も

そ
も

延
期

の
決

定
と

な
っ

た
法

人
決

定
、

こ
ち

ら
は

法
人

決
定

の
話

だ

が
、

審
査

基
準

が
な

い
中

で
行

わ
れ

た
と

い
う

わ
け

で
透

明
性

、
公

平
性

が
な

い
と

い
う

状
況

に
あ

る
。

 

 
そ

れ
か

ら
、

３
ペ

ー
ジ

目
に

移
り

、
こ

ど
も

未
来

局
は

、
数

次
に

わ
た

り
「

審
査

基
準

に
代

替
し

、
募

集
要

領
に

よ

り
審

査
を

行
っ

て
い

る
」

と
か

、
「

審
査

に
お

い
て

判
断

さ
れ

な
い

」
な

ど
と

い
う

こ
と

を
言

っ
て

い
る

。
こ

れ
は

前

回
の

職
員

措
置

に
対

す
る

却
下

の
中

に
こ

の
よ

う
な

こ
と

が
書

い
て

あ
る

。
こ

れ
は

川
崎

市
の

監
査

部
門

の
文

章
な

の
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る
こ

と
な

く
お

願
い

し
た

い
と

い
う

趣
旨

で
あ

る
。

 

先
程

の
補

足
と

し
て

、
近

隣
の

住
民

が
オ

リ
エ

ン
タ

ル
メ

イ
ン

テ
ナ

ン
ス

に
連

絡
し

た
際

に
本

当
に

あ
る

の
か

ど
う

か
分

か
ら

な
い

よ
う

な
話

だ
っ

た
と

思
う

が
、

こ
れ

に
つ

い
て

は
、

な
ぜ

連
絡

を
し

た
か

と
い

う
と

、
工

事
が

始
ま

っ

て
か

ら
の

工
事

の
内

容
が

も
の

す
ご

く
ひ

ど
い

内
容

で
、

日
曜

日
に

工
事

を
行

っ
た

り
と

か
、

朝
早

く
か

ら
工

事
を

始

め
た

り
と

か
、

そ
う

い
う

よ
う

な
行

為
が

あ
っ

た
の

で
、

今
回

の
建

物
の

所
有

者
で

あ
る

オ
リ

エ
ン

タ
ル

メ
イ

ン
テ

ナ

ン
ス

に
連

絡
を

し
た

い
と

い
う

こ
と

で
、

工
事

看
板

の
と

こ
ろ

に
電

話
番

号
が

載
っ

て
い

た
の

で
、

そ
ち

ら
の

ほ
う

に

電
話

を
し

た
。

 

そ
う

し
た

と
こ

ろ
、

先
ほ

ど
の

話
の

と
お

り
、

こ
ど

も
の

森
の

ほ
う

の
電

話
が

つ
な

が
っ

た
と

い
う

こ
と

で
、

そ
ち

ら
の

ほ
う

に
「

オ
リ

エ
ン

タ
ル

メ
イ

ン
テ

ナ
ン

ス
さ

ん
で

な
い

ん
で

す
か

」
と

い
う

ふ
う

に
確

認
を

取
っ

た
と

こ
ろ

、

「
こ

ど
も

の
森

で
す

」
と

い
う

こ
と

で
、
「

オ
リ

エ
ン

タ
ル

メ
イ

ン
テ

ナ
ン

ス
さ

ん
と

ど
う

い
う

関
係

な
ん

で
す

か
」

と
い

う
ふ

う
な

形
で

聞
い

た
と

こ
ろ

、
出

た
女

性
事

務
員

さ
ん

だ
と

思
う

け
れ

ど
も

、
理

解
が

得
ら

れ
な

い
よ

う
な

回

答
で

、
「

私
た

ち
は

ち
ょ

っ
と

分
か

り
ま

せ
ん

」
と

い
う

よ
う

な
こ

と
で

返
答

を
受

け
た

と
い

う
状

況
で

あ
っ

た
。

 

あ
と

、
そ

れ
と

は
ま

た
ち

ょ
っ

と
違

う
話

だ
が

、
今

回
補

助
金

の
申

請
と

い
う

か
、

支
出

を
出

す
場

合
、

普
通

に
考

え
た

場
合

に
、

本
体

の
建

物
の

区
分

と
、

そ
れ

か
ら

、
今

回
の

こ
の

補
助

金
の

対
象

に
な

る
も

の
が

恐
ら

く
施

設
の

整

備
費

、
こ

れ
に

対
し

て
の

補
助

金
だ

と
思

う
の

だ
け

れ
ど

も
、

ど
こ

を
見

て
も

区
分

の
内

容
、

こ
こ

か
ら

こ
こ

ま
で

が

施
主

さ
ん

の
負

担
で

、
こ

こ
か

ら
こ

こ
ま

で
が

こ
ど

も
の

森
さ

ん
の

負
担

だ
と

い
う

、
そ

う
い

う
内

容
の

も
の

が
一

切

載
っ

て
い

な
い

の
で

、
非

常
に

補
助

金
を

出
す

に
し

て
も

基
準

が
な

い
と

い
う

よ
う

な
こ

と
が

見
受

け
ら

れ
る

。
 

追
加

資
料

と
し

て
１

、
２

、
３

と
出

し
た

が
、

追
加

資
料

の
１

、
こ

れ
は

挨
拶

文
と

い
う

こ
と

で
、

さ
っ

き
の

資
料

番
号

７
と

こ
れ

は
文

章
の

内
容

的
に

は
一

緒
だ

が
、

字
の

大
き

さ
と

行
数

が
違

う
。

同
じ

も
の

が
２

枚
存

在
す

る
。

一

体
本

当
に

こ
れ

は
本

物
、

配
ら

れ
た

も
の

な
の

か
ど

う
な

の
か

と
甚

だ
疑

問
で

あ
る

。
 

 
次

、
追

加
資

料
２

、
事

業
者

の
名

前
の

と
こ

ろ
で

、
こ

れ
が

こ
ど

も
の

森
に

な
っ

て
い

て
、

オ
リ

エ
ン

タ
ル

メ
イ

ン

テ
ナ

ン
ス

が
事

業
主

で
あ

る
が

、
そ

う
で

は
な

く
、

こ
ど

も
の

森
が

ま
る

で
全

部
を

取
り

仕
切

っ
て

い
る

よ
う

な
文

章

が
住

民
に

配
布

さ
れ

た
と

い
う

事
実

。
 

 
そ

れ
で

、
追

加
資

料
の

３
、

こ
れ

は
市

長
へ

の
手

紙
で

あ
る

が
、

文
章

を
書

い
て

い
る

の
は

保
育

所
整

備
課

な
の

だ

け
れ

ど
も

、
こ

ど
も

の
森

に
対

し
て

強
く

指
導

す
る

と
い

う
ふ

う
に

言
っ

て
い

る
の

だ
が

、
そ

の
指

導
が

ち
ゃ

ん
と

で

き
な

い
の

で
今

の
こ

う
い

う
結

果
を

招
い

て
い

る
。

こ
う

い
う

会
が

開
か

れ
て

い
る

と
い

う
こ

と
で

あ
る

。
そ

う
い

う

事
実

と
な

っ
て

い
る

。
 

 
そ

れ
で

、
こ

れ
は

資
料

に
は

な
い

内
容

だ
け

れ
ど

も
、

３
月

1
0
日

に
こ

ど
も

の
森

と
保

育
所

整
備

課
が

事
前

説
明

と

い
う

こ
と

で
会

っ
て

い
る

の
だ

が
、

そ
の

と
き

に
、

高
級

住
宅

地
で

保
育

所
整

備
に

似
つ

か
な

い
雰

囲
気

だ
と

い
う

よ

う
に

、
も

う
川

崎
市

は
認

識
し

て
い

る
。

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

こ
ど

も
の

森
は

３
月

2
6
日

、
近

隣
住

民
に

は
周

知
し

た

と
称

し
、

そ
し

て
４

月
５

日
に

い
け

し
ゃ

あ
し

ゃ
あ

と
住

民
に

も
説

明
し

た
と

い
う

虚
偽

の
文

書
を

併
せ

て
申

請
を

し

た
と

い
う

事
実

が
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

 

 
最

後
に

、
審

査
基

準
が

な
い

こ
と

に
関

し
て

、
さ

き
の

募
集

要
領

に
つ

い
て

は
上

位
の

法
律

に
規

定
が

な
い

か
ら

い

い
ん

だ
と

い
う

方
が

い
る

よ
う

だ
け

れ
ど

も
、

だ
か

ら
こ

そ
川

崎
市

が
決

め
た

こ
と

に
対

し
て

審
査

基
準

が
必

要
に

な

る
。

 

何
が

言
い

た
い

か
と

い
う

と
、

こ
の

募
集

要
領

等
は

上
位

の
法

律
ど

う
こ

う
じ

ゃ
な

く
て

、
川

崎
市

自
身

が
決

め
た

こ
と

で
あ

る
。

近
隣

の
了

解
を

得
よ

う
と

い
う

こ
と

だ
と

か
、

７
月

１
日

に
開

設
し

ろ
、

こ
れ

は
川

崎
市

自
身

が
言

い

出
し

た
こ

と
で

あ
る

。
だ

か
ら

こ
そ

下
位

の
も

の
と

し
て

審
査

基
準

が
必

要
と

な
る

。
 

 
何

で
か

と
い

う
と

、
公

平
性

の
た

め
で

あ
る

。
ほ

か
の

真
面

目
に

そ
れ

を
守

っ
た

業
者

と
今

回
の

こ
ど

も
の

森
と

の

間
で

は
、

公
平

性
が

担
保

さ
れ

な
い

。
ほ

か
の

業
者

は
、

も
し

か
し

た
ら

え
ら

い
苦

労
し

て
、

そ
の

時
期

を
間

に
合

わ

「
こ

れ
は

何
が

建
つ

か
知

っ
て

い
ま

す
か

」
と

近
隣

の
人

に
聞

い
た

ら
、
「

知
ら

な
い

」
「

何
が

建
つ

ん
だ

ろ
う

ね
」

と

言
っ

て
い

る
。
「

保
育

園
だ

と
思

い
ま

す
よ

」
と

言
っ

た
ら

、
ど

こ
に

文
句

を
言

え
ば

い
い

ん
だ

ろ
う

な
ん

て
い

う
こ

と
を

言
っ

て
い

る
。

そ
れ

か
ら

、
日

吉
の

ほ
う

も
ど

こ
に

建
つ

か
分

か
ら

な
い

。
こ

ど
も

の
森

の
所

業
と

い
う

の
は

計

画
的

で
常

習
的

で
あ

る
。

し
た

が
っ

て
、

先
ほ

ど
の

不
正

に
当

て
は

ま
る

。
 

 
（

Ａ
３

）
近

隣
に

対
し

て
真

摯
な

説
明

を
行

わ
な

い
。

こ
れ

は
特

に
ひ

ど
い

の
は

、
住

民
説

明
会

と
称

し
て

、
令

和

３
年

1
0
月

2
9
日

に
そ

の
よ

う
な

形
ば

か
り

の
説

明
会

を
持

つ
と

い
う

話
だ

っ
た

が
、

サ
ク

ラ
と

思
わ

れ
る

２
名

を
入

れ

た
が

、
近

隣
住

民
２

人
が

現
地

に
訪

れ
た

ら
、
「

入
っ

ち
ゃ

駄
目

」
と

い
う

の
で

妨
害

さ
れ

て
入

れ
な

か
っ

た
。

つ
ま

り
、

本
当

の
近

隣
住

民
は

入
れ

な
い

で
、

形
ば

っ
か

り
や

っ
た

。
俺

た
ち

は
や

っ
た

ん
だ

、
や

っ
た

ん
だ

と
い

う
の

が

彼
ら

の
言

い
分

で
あ

る
。

 

 
そ

れ
か

ら
（

Ａ
４

）
、

工
事

を
威

嚇
用

員
を

使
っ

て
始

め
た

。
令

和
４

年
３

月
５

日
の

工
事

で
あ

る
が

、
住

民
が

い

ろ
い

ろ
反

対
し

て
い

た
。

工
事

を
始

め
る

の
は

住
民

と
話

合
い

が
ち

ゃ
ん

と
つ

い
て

か
ら

と
い

う
約

束
を

し
て

い
た

が
、

そ
れ

は
お

構
い

な
し

に
大

き
な

重
機

が
到

着
す

る
と

と
も

に
、

す
ば

ら
し

い
勢

い
で

威
圧

要
員

と
し

て
５

名
か

ら

８
名

の
屈

強
な

る
人

が
下

り
て

き
た

。
我

々
が

「
え

っ
、

ま
だ

な
ん

じ
ゃ

な
い

の
」

と
言

っ
て

い
る

間
も

な
く

、
そ

の

機
械

を
現

地
に

上
げ

て
工

事
を

始
め

た
。

そ
し

て
、

そ
の

５
人

か
ら

８
人

の
屈

強
な

る
人

が
そ

こ
の

入
り

口
に

立
ち

は

だ
か

っ
て

邪
魔

を
す

る
、

住
民

が
話

し
か

け
て

も
、

こ
れ

は
こ

う
い

う
よ

う
な

、
言

っ
て

み
れ

ば
反

社
会

勢
力

に
も

近

い
よ

う
な

そ
う

い
う

人
た

ち
で

あ
る

。
多

分
恐

ら
く

、
こ

ど
も

の
森

本
人

は
反

社
に

登
録

さ
れ

て
い

な
い

の
か

も
し

れ

な
い

が
、

恐
ら

く
雇

っ
て

差
し

向
け

た
と

、
そ

う
い

う
こ

と
が

言
え

る
と

思
う

。
 

 
そ

れ
か

ら
（

Ａ
５

）
の

確
認

申
請

、
こ

れ
は

工
事

の
話

だ
が

、
道

路
側

に
擁

壁
が

あ
り

、
確

認
書

が
建

築
の

と
き

に

要
る

の
だ

が
、

そ
れ

を
な

し
で

も
う

崩
し

て
進

め
た

。
そ

れ
か

ら
、

道
路

面
も

下
げ

た
。

 

 
そ

れ
か

ら
（

Ａ
６

）
、

事
業

主
等

と
し

て
、

今
回

登
場

し
て

く
る

人
物

、
我

々
の

ほ
う

で
は

す
べ

て
が

見
え

な
い

の

だ
が

、
株

式
会

社
こ

ど
も

の
森

と
株

式
会

社
オ

リ
エ

ン
タ

ル
メ

イ
ン

テ
ナ

ン
ス

と
株

式
会

プ
チ

・
ナ

ー
サ

リ
ー

が
出

て

く
る

が
、

ど
う

も
実

質
一

体
の

よ
う

で
あ

る
。

オ
リ

エ
ン

タ
ル

メ
イ

ン
テ

ナ
ン

ス
に

近
隣

住
民

が
電

話
し

て
も

、
「

は

い
、

株
式

会
社

こ
ど

も
の

森
で

す
」

と
出

る
。

そ
し

て
「

オ
リ

エ
ン

ト
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
さ

ん
お

願
い

し
ま

す
」

と
言

う

と
、
「

え
っ

、
何

で
す

か
、

分
か

ら
な

い
」

と
い

う
よ

う
な

調
子

で
、

恐
ら

く
は

架
空

会
社

で
あ

る
と

は
思

わ
れ

る
。

何
を

逃
げ

よ
う

と
し

て
い

る
の

か
は

分
か

ら
な

い
が

、
こ

の
よ

う
な

不
正

が
な

さ
れ

て
い

る
。

 

 
そ

れ
か

ら
（

Ａ
７

）
は

、
関

係
な

い
人

に
何

か
説

明
し

た
と

言
っ

て
い

る
。

 

 
（

２
－

７
）

は
建

築
物

の
安

全
性

だ
が

、
北

東
側

に
崖

が
あ

る
が

、
対

策
が

十
分

で
は

な
い

。
崩

れ
て

き
た

時
に

防

護
す

る
防

護
壁

と
い

う
も

の
を

造
る

の
だ

が
、

高
さ

、
そ

れ
か

ら
強

度
と

も
十

分
で

は
な

い
と

思
わ

れ
る

。
特

に
高

さ

の
ほ

う
は

、
上

か
ら

一
般

住
宅

が
崩

れ
て

、
横

浜
や

大
阪

西
成

で
崖

崩
れ

が
あ

っ
た

が
、

あ
あ

い
う

ふ
う

に
民

家
が

降

っ
て

き
た

ら
一

溜
ま

り
も

な
い

と
い

う
状

況
で

あ
る

。
 

 
さ

ら
に

、
こ

れ
が

保
育

園
で

あ
る

と
こ

ろ
が

非
常

に
問

題
と

な
る

。
ど

う
い

う
こ

と
か

と
い

う
と

、
一

つ
に

は
（

Ｂ

２
）

ｂ
の

と
お

り
、

園
児

6
0
名

入
れ

る
の

で
あ

れ
ば

、
建

物
も

さ
る

こ
と

な
が

ら
、

他
に

も
園

児
は

砂
場

、
プ

ー
ル

、

遊
具

に
も

出
て

く
る

。
そ

う
し

た
と

き
に

崖
崩

れ
が

あ
っ

た
の

で
は

、
建

物
が

仮
に

も
っ

た
と

し
て

も
園

児
は

埋
ま

っ

て
し

ま
う

。
何

か
あ

っ
た

と
き

に
、

崖
崩

れ
に

限
ら

ず
火

事
も

そ
う

だ
が

、
6
0
名

も
い

れ
ば

、
避

難
す

る
と

い
っ

て
も

避
難

場
所

の
確

保
も

難
し

い
。

避
難

す
る

の
は

困
難

で
あ

る
。

 

 
（

Ｂ
２

）
ｆ

だ
が

、
一

般
住

宅
が

建
設

さ
れ

る
の

な
ら

、
経

済
的

な
状

況
と

か
に

よ
っ

て
、

下
の

住
民

の
方

の
防

護

壁
と

か
、

そ
れ

か
ら

向
こ

う
か

ら
何

メ
ー

タ
ー

開
け

る
だ

と
か

、
崖

を
ガ

ー
ド

す
れ

ば
い

い
わ

け
だ

が
、

園
児

と
い

う

の
は

そ
ん

な
事

情
を

知
ら

な
い

で
入

っ
て

く
る

。
そ

う
す

る
と

、
後

で
「

え
っ

、
そ

ん
な

話
聞

い
て

な
い

」
と

い
う

話

に
な

り
、

事
故

に
巻

き
込

ま
れ

、
非

常
に

大
事

故
に

つ
な

が
る

。
 

 
と

い
う

わ
け

で
、

８
ペ

ー
ジ

の
（

３
）

だ
が

、
「

市
に

生
じ

る
損

害
」

と
し

て
は

、
不

要
な

補
助

金
等

々
を

負
担

す
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関
係
職
員
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陳
述
（
要
旨
）
 

 

「
住
民
監
査
請
求
に
対
す
る
市
の
考
え
方
」
に
基
づ
い
て
、
説
明
を
行
う
。
 

１
と
し

て
、

本
件

請
求

に
対
し

て
、

以
下

に
述

べ
る

と
お
り

、
い

ず
れ

も
監

査
請

求
人
の

主
張

に
理

由
は

な
い

こ
と
か

ら
、
却
下
又
は
棄
却
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
 

２
と
し
て
、
民
間
事
業
者
活
用
型
保
育
所
整
備
事
業
、
認
可
・
確
認
及
び
補
助
金
、
近
隣
等
へ
の
説
明
に
つ
い
て
、
概
略

を
説
明
す
る
。
 

（
１
）
民
間
事
業
者
活
用
型
整
備
事
業
に
つ
い
て
 

 
こ
の
整
備
事
業
は
、
保
育
事
業
者
が
賃
貸
物
件
を
自
ら
確
保
し
、
賃
貸
物
件
の
内
部
を
改
修
す
る
こ
と
に
よ
り
認
可
保
育

所
を
整
備
す
る
も
の
で
、
応
募
の
あ
っ
た
保
育
事
業
者
の
中
か
ら
、
学
識
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
附
属
機
関
で
あ
る
「
川
崎

市
保
育
所
等
整
備
事
業
者
選
定
委
員
会
」
の
評
価
・
選
定
を
経
て
、
設
置
・
運
営
法
人
と
し
て
市
長
が
決
定
す
る
。
 

ま
た
、
保
育
所
整
備
費
用
等
の
補
助
金
の
交
付
決
定
は
、
法
人
決
定
と
は
別
に
、
設
置
・
運
営
法
人
か
ら
交
付
申
請
を
受

け
、
交
付
の
適
否
等
を
決
定
す
る
。
交
付
決
定
後
で
あ
っ
て
も
、
交
付
手
続
を
適
正
に
行
わ
な
い
場
合
や
市
内
中
小
企
業
へ

の
優
先
発
注
等
を
遵
守
し
な
い
場
合
は
、
補
助
金
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。
 

な
お
、
本
事
業
の
実
施
に
当
た
り
、
根
拠
と
な
る
法
律
、
条
例
等
は
な
い
。
 

 
本
件
請
求
に
関
す
る
事
案
は
、
令
和
３
年
度
の
民
間
事
業
者
活
用
型
整
備
事
業
で
実
施
を
し
て
い
る
。
時
系
列
に
説
明
す

る
と
、
募
集
開
始
が
令
和
３
年
２
月
22
日
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
か
ら
の
申
込
書
の
提
出
が
４
月
５
日
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を

４
月
23
日
に
実
施
し
、
選
定
委
員
会
を
５
月
20
日
に
開
催
。
選
定
委
員
会
の
評
価
・
選
定
を
踏
ま
え
、
本
件
事
業
者

を
法
人

決
定
し
て
、
本
件
事
業
者
と
本
整
備
事
業
に
関
す
る
覚
書
を
締
結
し
た
。
そ
の
後
、
少
し
期
間
は
空
く
が
、
本
件
事
業
者
が

整
備
補
助
金
の
申
請
書
を
提
出
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
令
和
４
年
８
月
24
日
付
で
補
助
金
の
交
付
決
定
を
行
っ
て
い
る
。
 

 
今
後
の
手
続
と
し
て
、
本
件
事
業
者
か
ら
認
可
及
び
確
認
の
申
請
、
補
助
金
の
実
績
報
告
が
出
さ
れ
る
予
定
で
、
本
市
は

補
助
金
の
確
定
、
そ
の
後
、
補
助
金
の
給
付
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。
 

（
２
）
保
育
所
の
設
置
認
可
に
つ
い
て
 

 
設
置
・
運
営
法
人
か
ら
の
認
可
・
確
認
申
請
を
受
け
、
児
童
福
祉
法
35
条
第
４
項
、
第
５
項
、
第
６
項
及
び
第
８
項
並
び

に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
31
条
に
基
づ
き
、
保
育
所
の
設
置
認
可
及
び
確
認
を
行
う
。
な
お
、
保
育
所
の
設
置
認
可
に
つ

い
て
は
、
財
務
会
計
上
の
行
為
に
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
請
求
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。
 

（
３
）
本
事
業
に
対
す
る
補
助
金
に
つ
い
て
 

 
ア
の
民
間
事
業
者
活
用
型
保
育
所
整
備
費
補
助
金
に
つ
い
て
、
本
事
業
の
設
置
・
運
営
法
人
は
、
川
崎
市
民
間
事
業
者
活

用
型
保
育
所
整
備
費
補
助
金
交
付
要
綱
第
２
条
第
１
項
に
定
め
る
「
本
市
が
計
画
し
、
か
つ
決
定
し
た
保
育
所
の
設
置
・
運

営
法
人
等
」
に
当
た
る
も
の
で
、
同
要
綱
に
沿
っ
て
補
助
金
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

建
物
の
改
修
等
に
必
要
な
費
用
を
補
助
対
象
経
費
と
し
て
お
り
、
補
助
対
象
経
費
の
４
分
の
３
、
整
備
す
る
保
育
所
の
定

員
及
び
認
可
基
準
を
満
た
す
専
用
の
屋
外
遊
戯
場
の
有
無
に
応
じ
て
上
限
額
ま
で
交
付
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

整
備
費
補
助
金
交
付
要
綱
第
７
条
に
基
づ
き
、
改
修
工
事
の
請
負
契
約
締
結
前
に
、
設
置
・
運
営
法
人
が
必
要
な
書
類
を

添
え
て
交
付
申
請
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
本
市
は
、
同
要
綱
第
８
条
に
基
づ
き
内
容
を
精
査

し
た
上
、
補
助
の
適
否

及
び
金
額
を
決
定
し
、
設
置
・
運
営
法
人
に
指
令
書
で
通
知
す
る
。
 

 
続
い
て
、
イ
の
民
間
事
業
者
活
用
型
保
育
所
整
備
施
設
賃
借
料
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
川
崎
市
民
間
事
業
者
活
用
型
保
育

所
整
備
施
設
賃
借
料
補
助
要
綱
第
２
条
に
定
め
る
「
本
市
が
計
画
し
、
か
つ
決
定
し
た
保
育
所
の
設
置
・
運
営
法
人
等
」
に

当
た
る
の
で
、
賃
借
料
補
助
要
綱
に
沿
っ
て
補
助
金
の
交
付
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

保
育
所
の
開
設
前
の
整
備
期
間
に
お
い
て
物
件
を
賃
借
す
る
場
合
、
こ
れ
に
要
す
る
経
費
を
補
助
対
象
と
し
て
、
最
大
６

か
月
を
限
度
と
し
て
い
る
。
４
月
開
所
の
場
合
は
10
月
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
１
か
月
に
満
た
な
い
期
間
が
あ
る
場

合
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
期
間
を
補
助
対
象
期
間
と
し
て
い
る
。
 

賃
借
料
補
助
交
付
要
綱
第
５
条
に
基
づ
き
、
設
置
・
運
営
法
人
が
交
付
申
請
を
行
い
、
本
市
は
、
同
要
綱
第
６
条
各
号
に

基
づ
き
、
交
付
申
請
書
及
び
関
係
書
類
の
審
査
を
行
い
、
交
付
の
可
否
を
決
定
し
、
設
置
・
運
営
法
人
に
通
知
す
る
。
 

（
４
）
近
隣
住
民
等
の
説
明
に
つ
い
て
 

別
紙

３

せ
る

と
か

、
近

隣
の

反
対

は
あ

る
け

れ
ど

も
、

そ
れ

は
何

と
か

上
手

く
調

整
し

て
と

、
そ

う
い

う
こ

と
を

や
っ

て
手

間

暇
、

お
金

か
け

て
い

る
、

そ
う

い
う

人
も

い
る

。
だ

か
ら

、
公

平
性

の
た

め
に

審
査

基
準

が
必

要
で

あ
る

。
 

 
総

論
と

し
て

、
川

崎
市

は
審

査
基

準
が

な
い

の
で

、
行

政
手

続
法

５
条

違
反

を
し

て
い

る
。

 

そ
れ

か
ら

、
保

育
園

の
開

設
に

対
し

て
、

こ
ど

も
の

森
は

募
集

要
領

の
違

反
を

し
て

い
る

。
そ

し
て

、
こ

れ
は

補
助

金
の

交
付

要
領

等
の

違
反

で
あ

る
。

根
拠

は
先

ほ
ど

の
厚

生
省

の
通

知
と

な
る

。
 

そ
れ

か
ら

、
建

物
に

関
し

て
も

崖
の

対
策

が
不

十
分

で
あ

っ
た

り
す

る
の

で
、

建
築

基
準

法
違

反
で

あ
る

。
建

築
基

準
法

違
反

と
い

う
こ

と
は

、
募

集
要

領
違

反
で

あ
る

。
募

集
要

領
に

建
築

基
準

法
を

守
れ

と
書

い
て

あ
る

。
そ

う
す

る

と
、

ま
た

こ
れ

が
補

助
金

の
交

付
要

綱
違

反
に

な
る

。
 

と
い

う
わ

け
で

、
こ

れ
ら

が
違

反
の

根
拠

条
文

と
な

る
。

 

 ※
請

求
人

の
請

求
内

容
を

補
足

し
た

陳
述

の
要

旨
を

ま
と

め
て

い
る

。
 



（第1,853号）令和４年（2022年）10月25日 川 崎 市 公 報

－ 3902 －

  

な
お
、
本
事
業
は
、
募
集
要
項
に
基
づ
い
て
行
っ
て
お
り
、
保
育
事
業
者
を
選
定
す
る
た
め
の
審
査
基
準
は
設
け
て
い
る

こ
と
及
び
請
求
人
が
主
張
し
て
い
る
本
件
事
業
者
に
対
し
て
便
宜
を
図
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
申
し

添
え
る
。
 

(２
－
３
)「

株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
に
よ
る
虚
偽
の
申
請
を
容
認
し
た
こ
と
は
不
当
で
あ
る
」
と
す
る
点
に
つ
い
て
 

 
本
市
は
、
令
和
３
年
４
月
５
日
に
提
出
さ
れ
た
民
間
事
業
者
活
用
型
保
育
所
等
整
備
事
業
申
請
書
に
お
い
て
、
一
部
の
方

に
は
口
頭
で
周
知
し
、
不
在
の
方
に
は
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
を
行
っ
た
と
添
付
資
料
７
の
と
お
り
、
事
業
者
か
ら
報
告
を
受
け
て

い
る
。
ま
た
、
本
件
事
業
者
に
対
し
て
行
っ
た
応
募
書
類
の
内
容
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
、
本
市
は
本
件
事
業
者

に
対
し
、
近
隣
住
民
へ
の
周
知
状
況
や
そ
の
反
応
、
法
人
決
定
後
に
も
引
き
続
き
本
件
事
業
者
に
お
い
て
対
応
す
る
こ
と
な

ど
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 
そ
の
後
、
令
和
３
年
９
月
13
日
以
降
、
近
隣
住
民
か
ら
本
市
に
対
し
、
本
件
事
業
者
か
ら
の
事
前
説
明
が
な
か
っ
た
と
申

し
出
が
あ
り
、
本
市
が
令
和
３
年
10
月
に
応
募
書
類
の
内
容
に
つ
い
て
改
め
て
本
件
事
業
者
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
本
件
事

業
者
か
ら
は
令
和
３
年
３
月
26
日
に
現
地
を
訪
問
し
、
一
部
に
は
口
頭
で
周
知
し
、
他
は
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
で
整
備
計
画
の
案

内
文
を
配
布
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
範
囲
を
広
げ
て
住
戸
を
回
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
も
口
頭
で
説
明
を
行
っ
た
方
が
い
る

と
の
報
告
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
本
件
事
業
者
は
、
地
元
の
町
内
会
に
対
し
て
も
、
応
募
前
に
説
明
を
申
し
出
て
い
る
。
 

 
以
上
の
状
況
か
ら
、
近
隣
住
民
・
本
件
事
業
者
双
方
に
見
解
の
相
違
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
、
応
募

書
類
が
虚
偽
で
あ
る
と
す
る
明
確
な
証
拠
は
な
い
こ
と
か
ら
、
本
市
は
虚
偽
で
あ
る
と
は
判
断
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
本
件
事
業
者
に
お
け
る
応
募
時
点
で
の
近
隣
住
民
へ
の
説
明
が
不
十
分
な
面
も
あ
っ
た
こ
と
、
円
滑
な

保
育
所
運
営
の
た
め
に
は
近
隣
住
民
の
理
解
を
得
る
こ
と
は
本
当
に
大
切
な
こ
と
で
あ
る
の
で
、
本
件
事
業
者
に
対
し
て
は

皆
様
に
丁
寧
に
対
応
す
る
よ
う
引
き
続
き
強
く
指
導
し
て
い
る
。
 

（
２
－
４
）「

要
綱
の
規
定
に
違
反
す
る
」
と
す
る
点
に
つ
い
て
 

 
前
述
の
と
お
り
、
本
市
は
応
募
書
類
が
虚
偽
で
あ
る
と
判
断
で
き
な
い
と
考
え
て
お
り
、
要
綱
の
規
定
に
違
反
す
る
と
の

監
査
請
求
人
の
主
張
は
理
由
が
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
 

 
本
件
請
求
に
関
す
る
整
備
費
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
本
年
８
月
４
日
に
申
請
書
を
受
理
し
て
審
査
し
た
結
果
、
８
月
24
日

付
で
交
付
決
定
を
行
っ
た
。
今
後
、
本
件
事
業
者
が
実
績
報
告
を
行
い
、
本
市
が
補
助
金
の
交
付
内
容
の
審
査
等
を
行
っ
て

適
合
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
補
助
金
の
交
付
す
べ
き
金
額
を
確
定
し
、
補
助
金
を
給
付
す
る
。
 

 
ま
た
、
本
件
請
求
に
係
る
保
育
所
整
備
施
設
賃
借
料
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
工
事
の
遅
れ
に
伴
い
、
開
所
前
の
賃
貸
借
の

期
間
が
１
か
月
に
満
た
な
い
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
本
件
事
業
者
か
ら
申
請
を
取
り
や
め
る
申
し
出
が
あ
り
、
本
市
は
本

件

事
業
者
に
申
請
書
類
を
返
却
し
て
い
る
。
 

 
従
っ
て
、
賃
借
料
の
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
財
務
会
計
上
の
行
為
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象

に
は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。
 

（
２
－
５
）「

児
童
の
減
少
に
も
か
か
わ
ら
ず
補
助
金
等
の
交
付
を
認
め
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
」
と
す
る
点
に
つ
い
て
 

 
本
事
業
を
募
集
す
る
際
の
令
和
２
年
４
月
１
日
時
点
の
待
機
児
童
数
は
12
人
で
あ
っ
た
。
 

令
和
３
年
度
民
間
事
業
者
活
用
型
整
備
事
業
は
、
令
和
２
年
２
月
に
策
定
し
た
川
崎
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画

に
定
め
る
「
認
可
保
育
所
等
の
新
設
に
よ
る
定
員
枠
の
拡
大
目
標
値
」
に
基
づ
い
て
募
集
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
令
和
４
年
４
月
１
日
時
点
の
待
機
児
童
は
０
人
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
利
用
申
請
者
数
は
毎
年
1,
00
0人

以
上
増
加

し
て
お
り
、
新
た
な
認
可
保
育
所
の
整
備
な
ど
を
行
い
、
令
和
２
年
４
月
に
1,
25
9人

増
、
令
和
３
年
４
月
に
1,
20
0人

増
、

令
和
４
年
４
月
に
87
5人

増
と
、
毎
年
保
育
所
受
入
枠
を
拡
大
し
て
き
た
こ
と
で
待
機
児
童
が
ゼ
ロ
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
て

い
る
。
ま
た
、
令
和
４
年
８
月
５
日
時
点
に
お
い
て
も
、
近
隣
の
保
育
所
に
入
所
を
希
望
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
入
所

で
き
て
い
な
い
保
留
児
童
数
が
、
近
隣
の
さ
ぎ
沼
な
ご
み
保
育
園
で
57
人
、
た
つ
の
こ
の
は
ら
保
育
園
で
44
人
い
る
。
よ
っ

て
、
本
市
は
新
規
整
備
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
て
お
り
、
請
求
人
の
新
規
保
育
園
開
設
を
認
め
、
補
助
金
等
を
交
付
す
る

の
は
不
当
で
あ
る
と
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
も
の
と
考
え
る
。
 

(２
－
６
)「

そ
の
他
Ａ
」
に
つ
い
て
 

 
請
求
人
は
、
最
高
裁
判
所
平
成
17
年
の
判
例
で
、「

根
拠
規
定
の
み
に
固
執
す
べ
き
で
な
く
、
行
政
庁
は
リ
ス
ク
か
ら
周
辺

住
民
を
保

護
す
る
義
務
が
あ
る
」
と
し
て
、
認
可
し
な
い
こ
と
、
補
助
金
交
付
を
認
め
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し

   
本
事
業
の
応
募
に
当
た
り
、
保
育
事
業
者
が
行
う
近
隣
住
民
等
の
事
前
周
知
及
び
配
慮
に
関
す
る
根
拠
法
令
は
な
く
、
募

集
要
項
上
の
み
に
定
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
 

一
般
的
に
、
保
育
事
業
者
は
、
選
定
後
に
開
所
に
向
け
て
整
備
計
画
を
詳
細
に
精
査
し
て
い
く
も
の
で
、
募
集
要
項
の
Ⅲ

４
(1
)「

近
隣
住
民
等
へ
の
説
明
及
び
配
慮
等
」
ア
に
記
載
の
「
説
明
」
に
つ
い
て
は
、
応
募
時
点
に
お
い
て
保
育
事
業
者
が

整
備
予
定
地
に
関
し
て
本
事
業
の
事
前
周
知
を
す
る
こ
と
で
、
整
備
計
画
を
近
隣
住
民
に
知
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で

差
し
支
え
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
な
ど
に
よ
る
事
前
周
知
も
認
め
て
お
り
、
事
前
周
知
の

結
果
、
近
隣
住
民
か
ら
意
見
、
要
望
が
あ
っ
た
場
合
に
は
適
切
に
対
応
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
。
 

 
募
集
要
項
上
で
も
近
隣
住
民
等
の
了
解
、
承
諾
ま
で
は
求
め
て
お
ら
ず
、
近
隣
住
民
等
に
対
す
る
説
明
状
況
と
い
う
の
は

選
定
委
員
会
に
お
け
る
評
価
項
目
に
も
な
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
た
と
え
近
隣
住
民
等
へ
の
説
明
に
不
十
分
な
面
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
募
集
要
項
を
前
提
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
選
定
結
果
に
影
響
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
近
隣

住
民
か
ら
の
意
見
、
苦
情
等
に
関
し
て
は
、
そ
の
都
度
丁
寧
に
対
応
す
る
よ
う
、
本
市
も
保
育
事
業
者
に
指
導
し
て
い
る
。
 

３
と
し
て
、
措
置
請
求
書
の
各
項
目
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
 

(２
－
１
)「

時
期
を
渡
過
し
て
も
開
設
さ
れ
な
い
保
育
園
に
、
補
助
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
 

 
本
件
事
業
者
は
、
応
募
時
点
で
令
和
４
年
４
月
開
設
が
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
、
本
事
業
へ
の
応
募
申
込
み
を
行
っ
た
。
 

本
市
は
、
事

業
計
画
書
等
に
基
づ
い
て
開
設
が
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
、
選
定
委
員
会
に
お
け
る
選
定
を
経
て
法
人
決
定

を
し
た
。
 

 
し
か
し
な
が
ら
、
令
和
３
年
９
月
に
近
隣
住
民
か
ら
保
育
所
整
備
に
反
対
す
る
声
が
上
が
っ
た
こ
と
を
受
け
、
本
市
か
ら

も
本
件

事
業
者

に
対
し

て
丁
寧

な
対

応
を
す

る
こ
と

を
指
導

し
、

本
件
事

業
者
は

近
隣
住

民
へ

の
説
明

等
を
試

み
て
き
た

が
、
そ
の
対
応
に
時
間
を
要
す
る
中
、
当
初
の
建
築
工
事
着
工
予
定
の
10
月
か
ら
１
か
月
以
上
遅
れ
る
に
至
り
、
結
果
的
に

竣
工
に
も
大
幅
な
遅
れ
が
生
じ
る
見
込
み
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
令
和
４
年
４
月
開
所
が
困
難
で
あ
る
と
事
業
者
で
判
断
を

し
て
、
本
件
事
業
者
が
開
所
延
期
に
係
る
届
出
を
本
市
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

本
市
と
し
て
も
、
こ
れ
を
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
、
届
出
書
を
受
理
し
、
令
和
４
年
７
月
に
開
所
を
延
期
す
る
こ
と

を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
市
と
事
業
者
の
間
で
、
民
間
事
業
者
活
用
型
保
育
所
整
備
に
関
す
る
覚
書
を
締
結
し
て

お
り
、
覚
書
第
７
条
に
基
づ
い
て
第
６
条
第
１
項
に
定
め
る
履
行
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
、
令
和
４
年
３
月
31
日
付
で

覚
書
の
変
更
を
行
っ
て
い
る
。
 

 
そ
の
後
、
本
件
事
業
者
は
、
近
隣
に
お
け
る
地
盤
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
建
物
を
計
画
し
て
い
た
が
、
既
存
建
物
を
除
却
し

た
後
、
令
和
４
年
３
月
５
日
か
ら
７
日
に
か
け
て
現
地
で
調
査

を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
想
定
以
上
に
地
盤
が
軟
弱
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
、
必
要
な
強
度
を
確
保
す
る
た
め
に
施
工
方
法
を
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、
令
和
４
年
７
月
開
所
が
困

難
で
あ
る
と
事
業
者
で
判
断
を
し
て
、
開
所
延
期
に
係
る
届
出
書
を
本
市
に
提
出
し
た
。
 

本
市
と
し
て
も
、
こ
れ
を
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
、
届
出
書
を
受
理
し
、
令
和
４
年
10
月
に
開
所
を
延
期
す
る
こ
と

を
認
め
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
伴
い
、
覚
書
第
７
条
に
基
づ
き
、
令
和
４
年
６
月
30
日
付
で
第
１
回
変
更
覚
書
に
よ
る
改
正
後

の
内
容
を
さ
ら
に
変
更
す
る
覚
書
を
締
結
し
た
。
 

 
な
お
、
保
育
所
整
備
の
延
期
に
つ
い
て
は
、
財
務
的
処
理
を
直
接
の
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
財
務
会
計
上
の

行
為
に
は
該
当
し
な
い
も
の
解
さ
れ
る
。
 

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
は
覚
書
第
７
条
、
第
１
回
変
更
覚
書
及
び
第
２
回
変
更
覚
書
に
基
づ
い
て
適
切
に
履
行
期
限
を

延
長
し
た
も
の
で
あ
り
、
保
育
所
整
備
の
延
期
を
認
め
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
す
る
請
求
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
く
、
本

件
請
求
の
対
象
に
も
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
 

(２
－
２
)「

審
査
基
準
が
不
存
在
で
あ
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
」
と
す
る
点
に
つ
い
て
 

 
行
政
手
続
法
に
定
め
る
処
分
に
つ
い
て
は
、「

公
権
力
の
主
体
た
る
国
ま
た
は
公
共
団
体
が
行
う
行
為
の
う
ち
、
そ
の
行
為

に
よ
っ
て
、
直
接
国
民
の
権
利
義
務
を
形
成
し
ま
た
は
そ
の
範
囲
を
確
定
す
る
こ
と
が
法
律
上
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い

う
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
 

 
本
事
業
に
つ
い
て
は
、
根
拠
と
な
る
法
律
、
条
例
は
な
く

、
法
人
決
定
は
行
政
手
続
法
に
定
め
る
処
分
に
当
た
ら
な
い
こ

と
か
ら
、
行
政
手
続
法
第
５
条
第
１
項
及
び
第
３
項
に
違
反
す
る
と
の
請
求
人
の
主
張
は
理
由
が
な
い
も
の
と
考
え
る
。
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そ
の
後
、
近
隣
住
民
か
ら
再
度
の
説
明
会
の
開
催
の
要
望
を
受
け
、
令
和
３
年
12
月
10
日
に
本
件
事
業
者
が
近
隣
住
民
を

訪
問
し
た
際
、
近
隣
住
民
の
中
か
ら
代
表
者
を
何
名
か
立
て
て
ほ
し
い
と
本
件
事
業
者
が
申
し
出
た
と
こ
ろ
、
な
か
な
か
折

り
合
い
が
つ
か
ず
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
形
で
報
告
を
受
け
て
い
る
。
 

 
令
和
４
年
４
月
１
日
以
降
に
も
、
近
隣
住
民
か
ら
本
件
事
業
者
に
送
付
さ
れ
た
再
度
の
説
明
会
の
開
催
を
求
め
る
要
望
書

に
対
し
て
、
本
件
事
業
者
は
令
和
４
年
４
月
23
日
付
で
文
書
回
答
し
た
と
の
報
告
を
受
け
て
い
る
。
文
書
の
内
容
は
、
近
隣

住
民
の
代
表
者
を
立
て
る
よ
う
に
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、
確
認
や
直
接
説
明
を
聞
き
た
い
場
合
は
本
件
事
業
者
に
連
絡
を

い
た
だ
き
た
い
と
の
内
容
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
令
和
４
年
５
月
25
日
に
工
事
開
始
の
案
内
文
配
布
を
行
っ
て
い
る

ほ
か
、
工
事
に
関
す
る
苦
情
や
要
望
、
ト
ラ
ブ
ル
等
の
対
応
で
近
隣
住
民
を
適
宜
訪
問
し
、
ま
た
電
話
連
絡
を
行
う
な
ど
し

て
い
る
と
報
告
を
受
け
て
い
る
。
 

 
ま
た
、
令
和
４
年
８
月
29
日
、
近
隣
住
民
か
ら
建
築
に
関
す
る
条
件
と
題
す
る
フ
ェ
ン
ス
や
塀
、
窓
サ
ッ
シ
の
仕
様
等
に

関
す
る
要
望
書
を
受
け
て
お
り
、
本
市
は
本
件
事
業
者
か
ら
こ
の
要
望
書
に
適
切
に
対
応
す
る
方
向
で
あ
る
と
報
告
を
受
け

て
い
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
昨
日
、
市
と
事
業
者
と
で
近
隣
住
民
を
訪
問
し
て
、
説
明
を
し
て
い
る
。
 

 
以
上
か
ら
、
本
件
事
業
者
が
近
隣
住
民
に
丁
寧
な
説
明
を
行
お
う
と
し
て
い
な
い
と
は
言
え
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
 

ま
た
、
請
求
人
は
、
予
告
な
く
不
意
打
ち
に
訪
問
し
た
と
主
張
し
て
い
る
が
、
事
前
に
連
絡
手
段
が
な
い
た
め
、
や
む
を

得
ず
直
接
訪
問
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
 

（
２
－
６
－
Ａ
４
）「

威
嚇
用
員
を
使
い
現
地
に
お
け
る
作
業
を
強
行
し
た
」
と
す
る
点
に
つ
い
て
 

本
市
は
、
本
件
事
業
者
に
対
し
て
、
地
盤
調
査
や
現
場
工
事
着
手
な
ど
の
際
は
事
前
に
近
隣
住
民
へ
の
周
知
を
行
う
よ
う

指
導
し
て
い
る
。
 

 
本
件
請
求
に
関
す
る
地
盤
調
査
に
つ
い
て
は
、
当
初
は
令
和
３
年
９
月
29
日
に
、
２
回
目
は
令
和
４
年
１
月
11
日
に
予
定

し
て
い
た
が
、
い
ず
れ
も
近
隣
住
民
の
反
対
を
受
け
作
業
を
中
止
し
た
も
の
の
、
建
設
に
必
要
な
作
業
で
あ
っ
た
た
め
に
や

む
を
得
ず
令
和
４
年
３
月
５
日
に
実
施
し
た
も
の
と
報
告
を
受
け
て
い
る
。
 

 
建
築
主
に
は
、
建
築
基
準
法
等
の
関
係
法
令
に
適
合
す
る
範
囲
内
で
建
物
を
建
築
す
る
自
由
が
あ
り
、
適
法
に
工
事
を
行

う
上
で
地
盤
調
査
は
必
要
な
作
業
で
あ
り
、
本
市
は
、
地
盤
調
査
作
業
を
強
行
し
た
と
す
る
監
査
請
求
人
の
主
張
に
は
理
由

が
な
い
も
の
と
考
え
る
。
 

 
ま
た
、
建
築
主
が
行
う
地
盤
調
査
や
こ
れ
に
伴
う
現
地
作
業
は
、
事
業
主
で
は
な
く
建
築
主
が
行
う
も
の
で
、
本
市
の
補

助
対
象
事
業
で
も
な
い
こ
と
か
ら
、
財
務
会
計
上
の
行
為
に
は
当
た
ら
ず
、
本
件
は
住
民
監
査
請
求
の
対
象
に
な
ら
な
い
も

の
と
考
え
る
。
 

 
な
お
、「

反
社
会
勢
力
と
類
似
す
る
も
の
」
の
定
義
は
不
明
だ
が
、
令
和
３
年
４
月
20
日
付
で
神
奈
川
県
警
本
部
長
宛
て
に

照
会
を
行
い
、
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
代
表
取
締
役
及
び
他
の
役
員
を
含
め
て
暴
力
団
排
除
条
例
に
基
づ
く
排
除
対
象
者
で

な
い
こ
と
は
確
認
し
て
い
る
。
 

（
２
－
６
－
Ａ
５
）「

確
認
申
請
手
続
き
な
く
擁
壁
お
よ
び
崖
の
工
事
を
行
っ
た
」
と
す
る
点
に
つ
い
て
 

 
整
備
予
定
地
の
南
西
側
、
道
路
側
の
擁
壁
に
つ
い
て
は
、
建
築
確
認
申
請
時
の
図
面
で
は
既
存
擁
壁
を
存
置
す
る
こ
と
と

し
て
い
た
。
し
か
し
、
令
和
４
年
６
月
24
日
に
、
近
隣
住
民
か
ら
ま
ち
づ
く
り
局
に
対
し
、
同
地
で
既
存
擁
壁
を
壊
し
て
い

る
と
の
連
絡
が
あ
り
、
ま
ち
づ
く
り
局
が
現
地
に
赴
き
、
既
存
擁
壁
が
解
体
さ
れ
、
崖
を
ス
ロ
ー
プ
状
に
し
て
い
る
と
こ
ろ

を
確
認
し
た
。
 

 
建
築
基
準
法
に
お
い
て
は
、
当
該
建
物
の
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
工
事
を
着
手
す
る
前
に
確
認
済
証

の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
規
定
が
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
地
で
は
、
当
初
計
画
し
て
い
た
敷
地
中
央
側
の
工
事

を
行
う
に
当
た
り
、
施
工
上
、
一
時
的
に
崖
を
ス
ロ
ー
プ
状
に
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、「

計
画
の
変
更
」
を
し
て
当
初
申

請
さ
れ
た
建
築
物
以
外
の
建
築
を
し
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
現
地
確
認
時
点
で
は
建
築
基
準
法
に
違
反
し
て
い
る
状
況
で

は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
現
地
の
確
認
結
果
を
踏
ま
え
、
ま
ち
づ
く
り
局
か
ら
工
事
施
工
者
及
び
工
事
監
理
者
に

対
し
、
建
物
の
計
画
を

変
更
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
必
要
な
手
続
き
等
に
つ
い
て
確
認
済
証
を
交
付
し
た
神
奈
川

県
建
築
確
認
検
査
機
関
と
協
議
す
る
こ
と
及
び
必
要
な
手
続
き
を
行
う
よ
う
指
導
し
た
。
 

 
そ
の

後
、
上

記
の
内

容
に
つ

い
て

は
、
令

和
４
年

７
月

26
日

に
請
求
人

を
含
む

近
隣

住
民

に
現

地
で
説

明
す
る

と
と
も

に
、
７
月
29
日
付
で
同
一
の
申
立
人
よ
り
提
出
の
あ
っ
た
意
見
に
つ
い
て
、
同
８
月
10
日
付
で
回
答
し
て
い
る
。
 

  て
い
る
が
、
例
示
し
て
い
る
最
高
裁
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
施
設
の
事
業
認
可
が
必
要
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
裁

判
官
の

補
足
意

見
で
あ

り
、
今

回
の

よ
う
に

都
市
計

画
の
策

定
や

都
市
計

画
法
上

の
事
業

認
可

を
要
し

な
い
保

育
園
の
建

築
、
認
可
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
こ
の
判
例
に
基
づ
き
、
保
育
所
の
認
可
を
し
な
い
こ
と
、
補
助
金

の
交
付
を
認
め
な
い
こ
と
を
求
め
て
い
る
請
求
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
 

 
ま
た
、
工
事
に
つ
い
て
も
、
近
隣
住
民
か
ら
の
意
見
を
受
け
、
本
市
と
し
て
も
本
件
事
業
者
に
対
し
て
適
切
な
対
応
を
重

ね
て
指
導
し
て
い
る
。
本
件
事
業
者
か
ら
は
、
施
工
会
社
の
対
応
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
す
る
点
も
報
告
を
受
け
て
い
る
。
 

今
後
に
つ
い
て
も
、
請
求
人
が
主
張
す
る
本
市
に
よ
る
指
導
を
無
視
し
て
い
る
と
の
指
摘
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、

適
切
な
工
事
施
工
に
つ
い
て
引
き
続
き
強
く
指
導
し
て
い
く
。
 

（
２
－
６
－
Ａ
１
）「

川
崎
市
に
対
し
虚
偽
文
書
を
提
出
し
た
こ
と
」
と
す
る
点
に
つ
い
て
 

 
３
(２

－
３
)の

と
お
り
、
本
市
は
応
募
書
類
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
は
判
断
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
事
業
者
に

よ
る
応
募
時
点
で
の
近
隣
住
民
へ
の
説
明
に
不
十
分
な
面
が
あ
っ
た
こ
と
、
円
滑
な
保
育
所
運
営
の
た
め
に
は
近
隣
住
民
の

理
解
を
得
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
の
で
、
本
市
は
本
件
事
業
者
に
対
し
て
、
近
隣
住
民
に
丁
寧
に
対
応
す
る
よ
う
引
き
続
き

強
く
指
導
し
て
い
る
。
 

 
ま
た
、
法
人
決
定
に
つ
い
て
は
、
財
務
的
処
理
を
直
接
の
目
的
と
す
る
も
の
と
は
言
え
ず
、
財
務
会
計
上
の
行
為
に
は
該

当
し
な
い
と
解
さ
れ
る
。
 

（
２
－
６
－
Ａ
２
）「

近
隣
住
民
に
秘
密
の
う
ち
に
保
育
園
の
建
設
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
こ
と
」
に
つ
い
て
 

 
本
市
は
、
前
述
の
と
お
り
、
令
和
３
年
３
月
26
日
に
事
前
周
知
を
行
っ
た
と
報
告
を
受
け
て
い
る
。
 

 
ま
た
、
同
年
５
月
27
日
に
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
利
用
駅
、
所
在
地
、
法
人
名
、
定
員
、
案
内
図
、
電
話
番
号
等

を
公
表
し
て
お
り
、
近
隣
住
民
に
限
ら
ず
、
誰
で
も
当
該
保
育
所
の
計
画
に
つ
い
て
知
り
得
る
状
況
に
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、

そ
の
時
点
に
お
い
て
「
秘
密
の
う
ち
」
に
と
表
現
さ
れ
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
 

 
さ
ら
に
、
本
件
事
業
者
が
地
元
町
内
会
に
対
し
て
応
募
前
に
説
明
を
申
し
出
て
い
る
点
も
踏
ま
え
る
と
、
請
求
人
が
主
張

す
る
よ
う
に
「
近
隣
住
民
に
秘
密
の
う
ち
に
保
育
園
の
建
設
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
」
と
推
測
す
る
の
は
難
し
い
と
考
え
て

い
る
。
 

 
選
定
後
の
近
隣
住
民
に
対
す
る
説
明
や
調
整
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
義
務
づ
け
る
法
令
等
は
な
い
が
、
募
集
要
項
や
覚
書

に
お
い
て
も
近
隣
住
民
等
に
対
す
る
挨
拶
の
期
日
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
中
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
事
業
決
定
後
の
近

隣
住
民
へ
の
周
知
が
遅
れ
た
点
に
つ
い
て
は
本
件
事
業
者
も
認
め
て
い
る
。
 

 
以
上
か
ら
、
本
市
は
、
本
件
事
業
者
が
近
隣
住
民
に
秘
密
の
う
ち
に
保
育
園
の
建
設
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
と
す
る
監
査

請
求
人
の
主
張
に
理
由
が
な
い
も
の
と
考
え
る
。
 

（
２
－
６
－
Ａ
３
）「

近
隣
住
民
に
真
摯
な
説
明
を
行
わ
な
い
こ
と
」
と
す
る
点
に
つ
い
て
 

 
募
集
要
項
に
は
「
選
定
後
に
お
い
て
は
、
近
隣
住
民
等
に
対
し
、
事
業
計
画
や
運
営
等
に
つ
い
て
適
宜
説
明
や
調
整
を
真

摯
に
行
う
と
と
も
に
、
苦
情
・
紛
争
等
に
つ
い
て
も
、
応
募
法
人
の
責
任
に
お
い
て
、
誠
意
を
持
っ
て
対
応
す
る
こ
と
」

と

し
て
い
る
。
ま
た
、
原
覚
書
第
11
条
第
２
項
に
お
い
て
も
、「

近
隣
住
民
等
に
対
す
る
事
前
説
明
・
調
整
・
紛
争
等
の
解
決
に

つ
い
て
は
、
乙
（
本
件
事
業
者
）
の
責
任
に
お
い
て
、
誠
意
を
も
っ
て
対
応
す
る
」
と
し
て
い
る
。
 

 
こ
の
点
、
本
件
事
業
者
は
、
措
置
要
求
書
に
記
載
の
日
程
以
外
に
も
、
令
和
３
年
10
月
５
日
、
12
月
10
日
に
近
隣
住
民
へ

の
説
明
の
た
め
に
現
地
を
訪
問
し
て
い
る
ほ
か
、
説
明
会
の
開
催
や
地
盤
調
査
等
の
案
内
文
配
布
を
行
い
、
そ
の
他
、
適
宜

近
隣
住
民
を
訪
問
し
、
ま
た
電
話
連
絡
等
を
行
っ
て
い
る
と
本
市
は
報
告
を
受
け
て
い
る
。
 

 
説
明
会
に
つ
い
て
は
、
児
童
福
祉
法
や
募
集
要
項
、
覚
書
に
お
い
て
も
開
催
は
義
務
と
さ
れ
て
い
な
い
が
、
近
隣
住
民
の

要
望
や
本
市
の
指
導
を
踏
ま
え
、
令
和
３
年
10
月
29
日
に
本
件
事
業
者
が
自
ら
開
催
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
の
参
加
者
が

少
な
か

っ
た
た

め
、
案

内
文
を

配
布

し
た
範

囲
で
説

明
会
資

料
を

配
布
し

た
と
事

業
者
か

ら
は

報
告
を

受
け
て

い
る
。
な

お
、
報
告
に
よ
る
と
、
近
隣
住
民
は
、
本
市
が
説
明
会
に
同
席
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
説
明
会
へ
の
参
加
を
拒
否
し
、
一
度

説
明
の
参
加
を
申
し
込
ん
だ
近
隣
住
民
に
対
し
て
も
申
合
せ
の
上
キ
ャ
ン
セ
ル
し
た
も
の
と
聞
い
て
い
る
。
 

請
求
人
が
、
当
日
訪
れ
た
近
隣
住
民
が
説
明
会
へ
の
妨
害
を
さ
れ
た
と
主
張
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
説
明
会
会
場
に
お
い

て
、
当
該
住
民
が
別
の
参
加
者
に
住
所
等
の
個
人
情
報
を
聞
こ
う
と
い
う
様
子
で
あ
っ
た
た
め
、
本
件
事
業
者
の
判
断
で
入

室
を
お
断
わ
り
し
た
と
い
う
報
告
を
受
け
て
い
る
。
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本
件
に
つ
い
て
も
財
務
会
計
上
の
行
為
に
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
 

（
２
－
６
－
Ａ
６
）「

事
業
主
及
び
土
地
所
有
者
」
に
つ
い
て
 

 
本
件
請
求
に
係
る
土
地
所
有
者
は
株
式
会
社
プ
チ
・
ナ
ー
サ
リ
ー
、
建
築
会
社
は
株
式
会
社
オ
リ
エ
ン
タ
ル
メ
イ
ン
テ
ナ

ン
ス
で
、
本
件
事
業
者
で
あ
る
株
式
会
社
こ
ど
も
の
森
と
は
別
法
人
で
あ
る
こ
と
を
履
歴
事
項
全
部
証
明
書
で
確
認
し
て
い

る
。
資
本
関
係
に
つ
い
て
は
、
プ
チ
・
ナ
ー
サ
リ
ー
の
株
を
こ
ど
も
の
森
が
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
プ
チ
・
ナ
ー
サ
リ
ー
と

こ
ど
も
の
森
は
代
表
者
が
同
一
で
あ
る
。
 

 
請
求
人
が
主
張
す
る
「
実
質
同
一
」
と
の
定
義
は
不
明
だ
が
、
こ
ど
も
の
森
と
プ
チ
・
ナ
ー
サ
リ
ー
、
オ
リ
エ
ン
タ
ル
メ

イ
ン
テ
ナ
ン
ス
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
格
の
あ
る
法
人
で
、
主
張
に
は
理
由
が
な
い
も
の
と
考
え
る
。
 

（
２
－
６
－
Ａ
７
）「

自
治
会
長
へ
の
報
告
」
に
つ
い
て
 

 
応
募
時
点
に
お
け
る
自
治
会
町
内
会
へ
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
近
隣
以
外
の
方
へ
の
周
知
や
地
元
自
治
会
町
内
会
か
ら
の

意
見
等
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
も
の
で
、
地
元
自
治
会
町
内
会
の
説
明
が
近
隣
住
民
へ
の
説
明
に
代
わ
る
も
の
と

考
え
て
い
な
い
。
 

（
２
－
７
－
Ｂ
１
及
び
Ｂ
２
）「

建
物
の
安
全
性
及
び
建
築
物
が
保
育
園
で
あ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
 

 
ま
ち

づ
く
り

局
に
よ

る
と
、

整
備

予
定
地

及
び
当

該
地
域

周
辺

は
、
建

築
基
準

法
や
都

市
計

画
法
そ

の
他
法

令
に
基
づ

き
、
保
育
所
の
建
築
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
整
備
予
定
地
は
、
神
奈
川
県
が
指
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
で
は
な
い
。
整
備
予
定
地
外
の
北
東
の
隣
接
地
に
３
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
崖
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
川
崎
市
建
築
基
準
条
例
第
５
条
の
適
用
を
受
け
る
が
、
本
件
建
築
物
は
民
間
指

定
確

認
検
査
機
関
に
お
い
て
、
同
条
例
第
５
条
を
含
め
、
建
築
基
準
法
そ
の
他
関
係
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
し
、
確
認
済

証
を
交
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
同
条
例
第
５
条
は
崖
の
安
全
性
を
担
保
す
る
も
の
で
な
く
、
崖
付
近
に
建
物
を
建
築

す
る
際
に
崖
崩
れ
に
よ
る
被
害
が
建
築
物
に
及
ば
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
。
 

 
本
件
に
つ
い
て
も
財
務
会
計
上
の
行
為
に
当
た
ら
な
い
た
め
、
対
象
と
は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。
 

（
３
）
本
市
に
損
害
が
生
じ
る
と
の
主
張
に
つ
い
て
 

 
保
育
所
整
備
費
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
給
付
を
し
て
い
な
い
。
当
該
補
助
金
は
、
保
育
所
等
の
整
備
に
要
す
る

費
用
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
改
修
等
に
利
用
す
る
費
用
を
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
保
育
所
整
備
を
促
進
し
、
も
っ
て
児

童
福
祉
の
向
上
を
図
る
も
の
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
請
求
人
が
整
備
費
補
助
金
の
給
付
を
本
市
の
損
害
で
あ
る
と
す
る

主
張
に
は
理
由
が
な
い
も
の
と
考
え
る
。
 

４
と
し
て
、
本
件
請
求
に
係
る
補
助
事
業
の
違
法
性
及
び
妥
当
性
に
つ
い
て
述
ベ
る
。
 

（
１
）
本
件
補
助
事
業
に
お
け
る
具
体
的
な
事
実
関
係
に
つ
い
て
 

令
和
４
年
８
月
４
日
付
で
交
付
申
請
書
を
受
理
し
、
同
年
８
月
24
日
に
交
付
決
定
を
し
た
。
 

（
２
）
定
め
ら
れ
た
手
続
き
等
に
反
し
て
い
な
い
か
 

 
本
件
整
備
費
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
要
綱
に
基
づ
い
て
適
切
に
審
査
等
を
行
っ
て
い
る
。
 

（
３
）
本
件
補
助
事
業
に
お
い
て
補
助
を
行
う
べ
き
公
益
性
 

 
整
備

費
補
助

金
に
つ

い
て
は

、
整

備
費
補

助
金
交

付
要
綱

第
１

条
の
と

お
り
、

保
育
所

等
の

整
備
に

要
す
る

費
用
に
対

し
、
予
算
の
範
囲
内
で
そ
の
改
修
等
に
要
す
る
補
助
を
目
的
と
し
て
お
り
、
保
育
所
整
備
を
促
進
し
、
も
っ
て
児
童
福
祉
の

向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
地
方
自
治
法
第
23
2
条
の
２
に
定
め
る
補
助
を
行
う
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
も
の
で
あ

る
。
 

（
４
）
結
論
 

措
置
要

求
書

１
(4
)
に
お

け
る
「

求
め

る
措

置
」

の
う

ち
、
「
a.
保

育
所
認

可
の

停
止

」
及
び

「
c.
賃

借
料
の

補
助

の
停

止
」
に
つ
い
て
は
、
財
務
会
計
上
の
行
為
が
な
い
こ
と
か
ら
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
に
は
な
ら
ず
却
下
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
ま
た
、「

b.
補
助
金
の
給
付
の
停
止
」
で
求
め
ら
れ
て
い
る
民
間
事
業
者
活
用
型
保
育
所
整
備
費
補
助
金
に
つ
い
て
は
、

整
備
費

補
助
金

要
綱
に

基
づ
い

て
適

切
に
交

付
決
定

を
行
っ

た
も

の
で
あ

り
、
請

求
人
の

主
張

に
は
理

由
が
な

い
こ
と
か

ら
、
棄
却
す
べ
き
で
あ
る
。
 

 ※
関
係
職
員
の
陳
述
の
要
旨
を
ま
と
め
て
い
る
。
 

農 業 委 員 会 告 示

川農委告示第10号
　第28回川崎市農業委員会総会を次のとおり招集します。
　　令和４年10月６日
　　　　　　　　　　　　　川崎市農業委員会
　　　　　　　　　　　　　会長　小　川　耕　平
１　日　時
　　令和４年10月12日㈬　午後２時00分～
２　場　所
　　セレサ川崎農業協同組合梶ヶ谷ビル３階
　　第１会議室
　　（川崎市高津区梶ヶ谷２－１－７）
３　議　題
　⑴　議案第１号　　�相続税の納税猶予適格者証明（新

規）について
　⑵　議案第２号　　�相続税の納税猶予特例農地利用状

況確認（免除）について
　⑶　議案第３号　　�生産緑地の農業の主たる従事者証

明について（議案）
　⑷　議案第４号　　�農用地の買入協議に係る要請につ

いて
　⑸　報告第１号　　�農地の転用届出に関する事務局長

の専決処分について
　⑹　報告第２号　　�農地法第18条第６項の規定による

農地の賃貸借の合意解約にについ
て

　⑺　報告第３号　　�相続税の納税猶予適格者証明（継
続）について

　⑻　報告第４号　　�生産緑地の農業の主たる従事者証
明について

　⑼　報告第５号　　�買い取らない旨の通知をした生産
緑地のあっせんについて

　⑽　報告第６号　　�地目変更登記に係る登記官からの
照会について

　⑾　報告第７号　　�川崎市内農地賃借料情報について
　⑿　その他

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第144号
　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住
民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第
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１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職
権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者
に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の
為、通知の送達ができないので公示します。
　　令和４年10月12日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　この処分について不服がある場合は、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎
市長に対して審査請求をすることができます。この処分
の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ
た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に
ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算
して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告
の代表者となります。）提起することができます。
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第145号
　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、国民健康
保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第146号
　国民健康保険給付費返還請求通知書兼納入通知書を別
紙記載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、
事務所及び事業所が不明のため送達することができない
ので、地方自治法（昭和22年４月17日法律第67号）第
231条の３第４項で準用する地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第147号
　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、国民健康
保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用
する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
令和４年10月13日
川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第148号
　介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、介護保険法（平
成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方税
法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公
告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　（別紙省略）
　　　───────────────────
　川崎市川崎区公告第149号
　国民健康保険料に係る還付通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、国民健康
保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　（別紙省略）
　　　───────────────────
　川崎市川崎区公告第150号
　次の介護保険料に係る還付通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、介護保険
法（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する
地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に
より公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第151号
　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
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達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、国民健康
保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第54号
　次の介護保険料に係る還付通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、介護保険
法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ
り公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　　川崎市幸区長　赤　坂　慎　一

年　度 科　目 期　別 この公告により
変更する納期限

件数
・
備考

令和
４年度 介護保険料 計３件

　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市幸区公告第55号
　介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、介護保険法（平
成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方税法
（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告し
ます。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　　川崎市幸区長　赤　坂　慎　一

年　度 科　目 期　別 この公告により
変更する納期限

件数
・
備考

令和
４年度 介護保険料 第１期分

以降 令和４年10月31日 計４件
（２名）

令和
４年度 介護保険料 第４期分

以降 令和４年10月31日 計２件
（１名）

令和
４年度 介護保険料 第５期分

以降 令和４年10月31日 計２件
（２名）

令和
４年度 介護保険料 第１期分

以降
計７件
（５名）

　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市幸区公告第56号
　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、国民健康
保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　　川崎市幸区長　赤　坂　慎　一
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市幸区公告第57号
　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住
民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第
１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職
権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者
に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の
為、通知の送達ができないので公示します。
　　令和４年10月14日
　　　　　　　　　川崎市幸区長　赤　坂　慎　一
　この処分について不服がある場合は、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎
市長に対して審査請求をすることができます。この処分
の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ
た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に
ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算
して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告
の代表者となります。）提起することができます。
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市幸区公告第58号
　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条
第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、
印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ
り、その者に通知しなければならないところ住所及び居
所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。
　　令和４年10月14日
　　　　　　　　　川崎市幸区長　赤　坂　慎　一
　この処分について不服がある場合は、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎
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市長に対して審査請求をすることができます。この処分
の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ
た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に
ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算
して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告
の代表者となります。）提起することができます。
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市幸区公告第59号
　次の後期高齢者医療保険料に係る納入通知書を別紙記
載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務
所及び事業所が不明のため送達することができないので、
高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）
第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第
20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月14日
　　　　　　　　　川崎市幸区長　赤　坂　慎　一

年　度 科　目 期　別 この公告により
変更する納期限

件数
・
備考

令和
４年度

後期高齢者
医療保険料

特別徴収
第１期
以降

計１件

令和
４年度

後期高齢者
医療保険料

特別徴収
第２期
以降

計１件

　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市幸区公告第60号
　次の後期高齢者医療保険料に係る過誤納金還付（充当）
通知書を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の住
所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達すること
ができないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭
和57年法律80号）第112条で準用する地方税法（昭和25
年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月14日
　　　　　　　　　川崎市幸区長　赤　坂　慎　一

年　度 科　目 期　別 この公告により
変更する納期限

件数
・
備考

令和
４年度

後期高齢者
医療保険料 ３件

　（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第54号
　国民健康保険料に係る還付通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、国民健康
保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　川崎市中原区長　板　橋　茂　夫
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市中原区公告第55号
　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、国民健康
保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　川崎市中原区長　板　橋　茂　夫
　（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第68号
　次の介護保険料に係る過誤納金還付通知書を別紙記載
の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所
及び事業所が不明のため送達することができないので、
介護保険法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準
用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の
規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市高津区公告第69号
　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、介護保険
法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ
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り公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市高津区公告第70号
　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、国民健康
保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用
する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規
定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗
　（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第45号
　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、国民健康
保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　川崎市多摩区長　藤　井　智　弘
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市多摩区公告第46号
　次の後期高齢者医療保険料に係る納入通知書を別紙記
載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務
所及び事業所が不明のため送達することができないので、
高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）
第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第
20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月14日
　　　　　　　　川崎市多摩区長　藤　井　智　弘

年　度 科　目 期　別 この公告により
変更する納期限

件数
・
備考

令和
４年度

後期高齢者
医療保険料

第１期
以降

令和４年10月31日
（第１期分・第２期
分・第３期分）

計１件

　（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第46号
　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、国民健康
保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　川崎市麻生区長　三　瓶　清　美
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市麻生区公告第47号
　国民健康保険給付費返還請求通知書兼納入通知書を別
紙記載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、
事務所及び事業所が不明のため送達することができない
ので、地方自治法（昭和22年４月17日法律第67号）第
231条の３第４項で準用する地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月13日
　　　　　　　　川崎市麻生区長　三　瓶　清　美
　（別紙省略）

川崎区選挙管理委員会告示

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第16号
　令和４年７月10日執行の参議院神奈川県選出議員選挙
及び参議院比例代表選出議員選挙において既に選任した
本区役所期日前投票所の投票管理者職務代理者を変更し、
改めて公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第24条
第１項及び第４項の規定により、次のとおり選任しまし
た。
　　令和４年６月28日
　　　　　　　　　　川崎市川崎区選挙管理委員会
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　　　　　　　　　　委員長　猪　脇　利　夫　
川崎市川崎区役所期日前投票所
職務を
行う日

投票管理者職務代理者
住　所 氏　名 職務時間

７月１日 横浜市都筑区 久國　聖弥 午前８時30分から
午後８時00分まで

７月５日 神奈川県
横須賀市 木村　　央 午前８時30分から

午後８時00分まで
　　　───────────────────
川崎市川崎区選挙管理委員会告示第17号
　川崎市川崎区選挙管理委員会の委員長及び委員長職務
代理者に異動があり、新たに就任した者の氏名及び住所
は次のとおりです。
　　令和４年10月１日
　　　　　　　　　川崎市川崎区選挙管理委員会
　　　　　　　　　委員長　阿　久　津　　光　延

職　名 氏　名 住　所

委　　 員　　 長 阿久津　光延
川崎市川崎区藤崎３丁
目１番３－310号
グリーンパーク川崎

委員長職務代理者 山中　典幸 川崎市川崎区浅田１丁
目３番16号

幸区選挙管理委員会告示

川崎市幸区選挙管理委員会告示第16号
　川崎市幸区選挙管理委員会の委員長及び委員長職務代
理者の異動があり、新たに就任した者の氏名及び住所は
次のとおりです。
　　令和４年10月１日
　　　　　　　　　　　川崎市幸区選挙管理委員会
　　　　　　　　　　　委員長　佐　脇　　久

職　名 氏　名 住　所

委　　 員　　 長 佐脇　　久
川崎市幸区鹿島田２丁目
１番28－902号
セントラルマンション

委員長職務代理者 目黒　光雄
川崎市幸区下平間１番地
２鹿島田
グリーンハイツ２－1003

中原区選挙管理委員会告示

川崎市中原区選挙管理委員会告示第19号
　川崎市中原区選挙管理委員会の委員長及び委員長職務
代理者に異動があり、
　新たに就任した者の氏名及び住所は次のとおりです。
　　令和４年10月１日
　　　　　　　　　　川崎市中原区選挙管理委員会

　　　　　　　　　　委員長　沓　�掛　　朗
職　名 氏　名 住　所

委　　 員　　 長 沓掛　　朗 川崎市中原区上新城１丁
目11番４号

委員長職務代理者 秋谷　義一 川崎市中原区苅宿33番８
号

高津区選挙管理委員会告示

川崎市高津区選挙管理委員会告示第16号
　川崎市高津区選挙管理委員会の委員長及び委員長職務
代理者に異動があり、新たに就任した者の氏名及び住所
は次のとおりです。
　　令和４年10月１日
　　　　　　　　　川崎市高津区選挙管理委員会
　　　　　　　　　委員長　宇　佐　美　　善　愛

（令和４年10月１日付け）
職　名 氏　名 住　所

委　　 員　　 長 宇佐美　善愛 高津区下作延３丁目18
番43号

委員長職務代理者 堀米　達也
高津区新作４丁目12番
１－302号
クリオ武蔵新城伍番館

宮前区選挙管理委員会告示

川崎市宮前区選挙管理委員会告示第17号
　川崎市宮前区選挙管理委員会の委員長及び委員長職務
代理者に異動があり、新たに就任した者の氏名及び住所
は次のとおりです。
　　令和４年10月１日
　　　　　　　　　　川崎市宮前区選挙管理委員会
　　　　　　　　　　委員長　野　口　　彦

職　名 氏　名 住　所

委　　 員　　 長 野口　　彦 川崎市宮前区南野川３丁
目７番13－401号県営

委員長職務代理者 鵜野　智幸 �川崎市宮前区西野川１
丁目２番17号

多摩区選挙管理委員会告示

川崎市多摩区選挙管理委員会告示第16号
　川崎市多摩区選挙管理委員会の委員長及び委員長職務
代理者に異動があり、新たに就任した者の氏名及び住所
は、次のとおりです。
　　令和４年10月１日
　　　　　　　　　　川崎市多摩区選挙管理委員会
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　　　　　　　　　　委員長　斎　藤　隆　司
（就任日　令和４年10月１日）

職　名 氏　名 住　所

委員長 斎藤　隆司 川崎市多摩区登戸新町
378番地

委員長職務代理者 佐藤　光一 川崎市多摩区中野島２丁
目２番４号

麻生区選挙管理委員会告示

川崎市麻生区選挙管理委員会告示第16号
　川崎市麻生区選挙管理委員会の委員長及び委員長職務
代理者に異動があり、新たに就任した者の氏名及び住所
は次のとおりです。
　　令和４年10月１日
　　　　　　　　　　川崎市麻生区選挙管理委員会
　　　　　　　　　　委員長　唐　鎌　一　夫

職　名 氏　名 住　所

委　　 員　　 長 唐鎌　一夫
麻生区上麻生６丁目11番
７－503号
ダイアパレス柿生

委員長職務代理者 石川　恭由 麻生区細山６丁目４番33
号

委　　　　　　員 小島　勝利 麻生区王禅寺398番地

委　　　　　　員 鈴木　憲治 麻生区上麻生６丁目27番
20号
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辞 令

令和４年10月１日付人事異動
（市長事務部局）

任　　　　　　命 氏 　 　 名 前　　　　　　職
（課長級）
総務企画局秘書部担当課長（政策調整担当）
総務企画局シティプロモーション推進室担当
課長兼務

小 池 智 也 総務企画局秘書部担当課長（政策調整担当）

市民文化局市民文化振興室担当課長
免　川崎市市民ミュージアム担当課長兼務

井 上 　 強
市民文化局市民文化振興室担当課長
川崎市市民ミュージアム担当課長兼務

川崎市市民ミュージアム担当課長 押 田　 智 寿 代 市民文化局市民生活部企画課課長補佐
経済労働局経営支援部金融課長
免　中小企業溝口事務所長兼務

一 ノ 瀨　 進
経済労働局経営支援部金融課長
中小企業溝口事務所長兼務

中小企業溝口事務所長 勝 盛 紀 善 中小企業溝口事務所担当課長
健康福祉局保健医療政策部担当課長
健康福祉局総務部担当課長兼務

畑 　 泰 寿

健康福祉局総務部担当課長
財政局税務部市民税管理課担当課長兼務
川崎区役所区民サービス部区民課担当課長兼務
幸区役所区民サービス部区民課担当課長兼務
中原区役所区民サービス部区民課担当課長兼務
高津区役所区民サービス部区民課担当課長兼務
宮前区役所区民サービス部区民課担当課長兼務
多摩区役所区民サービス部区民課担当課長兼務
麻生区役所区民サービス部区民課担当課長兼務

宮前区役所区民サービス部保険年金課長
みぞのくち市税事務所納税課担当課長兼務

松 井 万 帆
宮前区役所まちづくり推進部総務課課長補佐
宮前区役所まちづくり推進部総務課庶務係長

任　　　　　　命 氏 　 　 名 前　　　　　　職
９月30日付退職
（課長級）
退職 井 上 直 也 宮前区役所区民サービス部保険年金課長

（病院局）
任　　　　　　命 氏 　 　 名 前　　　　　　職

（部長級）
市立川崎病院放射線治療科担当部長 關 　 智 史 新任
（課長級）
市立川崎病院冠疾患集中治療室医長
市立川崎病院内科兼務

伊 藤 　 桂 新任

市立川崎病院麻酔科医長
市立川崎病院緩和ケア内科兼務
市立川崎病院集中治療部兼務
市立井田病院麻酔科兼務

梶 谷 美 砂

市立井田病院緩和ケア内科医長
市立川崎病院麻酔科兼務
市立川崎病院集中治療部兼務
市立井田病院麻酔科兼務
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任　　　　　　命 氏 　 　 名 前　　　　　　職
９月30日付退職
（課長級）
退職 近 藤 崇 之 市立川崎病院外科医長
退職 大 谷 利 光 市立川崎病院産科医長
退職 細 井　 卓 司 市立川崎病院麻酔科医長
退職 鴨 狩　 ひ と み 市立井田病院眼科医長

正 誤

　川崎市公報第1,852号（令和4年10月11日発行）3,757ページ川崎市病院局規程第17号中
「

」
を削除する。


